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6. 関係者の意見等 
6.1 関係地方公共団体からなる検討の場 

(1) 実施状況 
「山鳥坂ダム検証」を進めるに当たり、検討主体と関係地方公共団体において相互の立場

を理解しつつ、検討内容の認識を深めることを目的として、「検討の場」を設置し、平成 24

年 11 月 27 日までに「検討の場」を 1回、幹事会を 5回開催した。 

「検討の場」において確認された「検討の場」の規約を P6-4 に示す。 

また、これまでの「検討の場」の開催状況は P1-6 の表 1.2.2 検討の場の実施経緯に示す。 

 

(2) 検討主体が示した内容に対する構成員の見解 
 

○平成 24 年 10 月 29 日に開催した「検討の場」において、検討主体が示した内容に対する構

成員の見解は以下のとおりである。 

 

［愛媛県］ 中村知事 

・肱川の治水、流水の正常な機能の維持において何らかの対策が必要といったことは全て

の方々の一致している意見であると考える。 

・大洲市はこの 10 年間で 3回もの浸水被害が生じており、治水対策は人の命に直結すると

いうことを考えた上で議論していく必要がある。 

・政治的な意向により再検証を実施することとなり、この中で、公共事業やダムの不要論

など単純な理論で、様々な運動が展開されることはやむを得ないが、このような時こそ、

しっかりとした検証と丁寧な説明を心がけ、積み上げた方針を説明することが大事だと

考える。 

・パブリックコメントにおける意見やこれまでの経緯からすれば一日も早くダム事業を推

進して欲しいという声が多数を占めている。また、反対意見に対しても理論的に丁寧な

説明をしていることを踏まえると、山鳥坂ダム案は流域住民の大方の総意であると思わ

れる。 

・愛媛県としては、今回の検証が客観的な基準に基づいて評価されており、ダム案が単に

コストだけでなく、実現性、地域への影響から他の案よりも優位であり、妥当な結論と

思料している。 

・本日、検討結果がまとめられたところではあるが、まだ、第一段階であり、今後のスケ

ジュール感を示していただきたい。 

・事業を実施する場合、検証期間に３年を要したことを勘案して、一層の工期短縮に努め

るとともに、事業費は当初計画の予算内に収めていただきたい。 

・水没地域の方々は、長年にわたって翻弄され、既に家屋の改築を進め借り入れをした方

もおり、高齢化が進んでいることからも、水没地の方々の１日は、我々の１日とは違う

と受け止めるべきである。 
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・愛媛県では、大洲市と協力し、水没地域の方々のことを忘れていないといったメッセー

ジとして、愛媛県の単独予算で対策を実施しているが、すでに補償基準も合意していた

のであるから、速やかに補償対策を実施に移していただきたい。 

 

 

［大洲市］ 清水市長 

・丁寧にパブリックコメントを行っていただきありがたい。パブリックコメントを事前に

見たが、治水対策を早く進めて欲しいという意見が多い。市民・地域が望むことを早く

やるべきである。 

・大洲市の課題は安全安心の確保である。平成 7年の洪水を契機に河川改修を行っている

が、治水安全度は 1/15 であるにもかかわらず、10 年間で平成 16 年、17 年、23 年の３

回の洪水があり国管理の堤防からも越水している状況。今年の九州の阿蘇や大分、昨年

の紀伊半島のこともあり、肱川流域でも同様の懸念がある。大洲市における洪水が地域

へ与える影響は大きく菅田地区では農作物の生産が盛んであるが、洪水が一度発生する

と作れなくなる。また、市内では、大きな企業が撤退しており、治水安全度が低いため、

企業誘致が困難であったり、営農をあきらめたりしている。地方が生き残るためには、

地域活力の向上が重要であるが、そのためにも一日も早く治水対策を行い安全度を向上

させてもらいたい。 

・水没地の方々の平均年齢は 65 歳であり、高齢化率は６割を越えている。その方々にとっ

ての１年、２年は非常に大事である。行政を信じて協力していただき３年前に合意した

にもかかわらず、前が見えない状況が続いている。また、菅田地区においては、遊水地

案等により地域が浸水することになっていたが、既に河川改修に着手しており、そのよ

うなことは困難であると考えられる。一つの方向性をしっかり進めるべきである。行政

と地域の信頼関係が重要であり一日も早く進めて欲しい。 

・今回の検討結果において、山鳥坂ダム建設案が最も合理的であるとの結論を得ており、

大洲市としては、その結論に沿って進めて欲しい。 

 

 

［西予市］ 九鬼副市長 

・西予市においても、洪水や正常な流水の確保に関心を持っている。 

・特に今回の説明の中であった流水の正常な機能の維持対策の中で西予市に直接関係のあ

る海水の淡水化、野村ダムのかさ上げについて、これまでも意見を述べており、今回、

私たち西予市の意見を十分に汲み取っていただいており、整備局案について異議はない。 

 

 

［内子町］ 稲本町長 

・内子町としては、小田川の洪水に対してどのように対処していくかが最も重要であると

考えている。 
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・現在、小田川では少しでも安全度を確保するため、愛媛県において小田川の河床掘削を

実施しており重要な対策と考えている。 

・もう一点大切なことは、小田川と肱川の合流点の水位であり、高ければ洪水が吐けにく

くその影響が内子町に達し、内水被害を増大させる可能性が高い。平成 16 年、17 年、

23 年洪水では住民が避難している状況であるため、合流点の水位を上げない治水対策案

が望ましい。 

・流水の正常な機能の維持対策であるが、清流肱川の復活を目指し必要な流量の確保と自

然な流れを回復させるには、流域全体の解決すべき課題と考えている。このためには山

鳥坂ダムが望ましい。 

・最後に、地権者との約束事は誠実に行うべきであり、行政に対する地域の皆様からの信

頼があってこそ物事が進むのであって、真摯に受け止めていただきたい。 
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（附則） 

第５条２、別紙－２を改正する規約は、平成２３年４月１日から施行する。 
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建設デザイン課長 
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6.2 パブリックコメント 
「山鳥坂ダム検証」において、検討の参考とするため、主要な段階でパブリックコメントを行

った。意見募集の概要及び意見募集結果は以下のとおり。 

 

6.2.1 意見募集の概要 
(1) 意見募集対象 

第 4回幹事会において、肱川の流域の特性を配慮して、ダムによらない治水・流水の正常

な機能の維持について複数の対策案を立案し、概略評価により抽出した対策案について、実

現性や具体性、地域社会や環境への影響等など、様々な観点からのご意見を募集した。 

①「治水・流水の正常な機能の維持の対策案の提案について」 

②「治水・流水の正常な機能の維持の対策案に関する意見について」 

 

(2) 募集期間 
平成 24 年 8 月 8日～平成 24 年 9 月 7日 

 

(3) 意見の提出方法 
①郵送、②ＦＡＸ、③電子メール、④回収箱への投函 

 

(4) 意見募集結果の概要 
頂いたご意見総数：398（個人 395、団体 3） 

 

6.2.2 パブリックコメントにより寄せられたご意見 
パブリックコメントにより寄せられたご意見については、これらのご意見に対する検討主体の

考え方を整理し、「山鳥坂ダム検証」の参考とした。 

寄せられたご意見に対する検討主体の考え方を表 6.2.1 に示す。 

なお、できるだけわかりやすく説明する観点から、寄せられたご意見等について、その論点を

体系的に整理したうえで、論点ごとに検討主体の考え方を示す。 
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さ
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の

ピ
ー
ク
流
量

を
基
準

地
点
大

洲
に
お

い
て

6,
30

0m
3 /

sと
し
、
流

域
内
の

洪
水

調
節

施
設

に
よ
り

1,
60

0m
3 /

sを
調

節
し
、
河
道

へ
の

配
分

流
量

を
4
,
7
0
0
m
3 /
sと

し
て
い

ま
す
。

（
次
頁
に
続
く
）
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◆
具
体
的
な

治
水
対

策
案
の

提
案
に

つ
い
て

・
河

川
整

備
基

本
方

針
は

、
将

来
の

整
備

目
標

で
あ

る
の

に
対

し
、

当
面

（
概

ね
30

年
）

の
河

川
整

備
の

目
標

と
し

て
、

平
成

1
6
年

に
肱

川
水

系
河

川
整

備
計

画
（

以
下

「
整

備
計

画
」

と
い

う
。

）
を

策
定

し
て

い
ま

す
。

整
備

計
画

で
は

、
戦

後
最

大
洪

水
で

あ
る

昭
和

2
0
年

９
月

洪
水

と
ピ

ー
ク

流
量

が
同

規
模

の
洪

水
を

安
全

に
流

下
さ

せ
る

こ
と

と
し

て
、

目
標

流
量

は
基

準
地

点
大

洲
に

お
い

て
5,

00
0
m
3
/
s
と

し
、

流
域

内
の

洪
水

調
節

施
設

（
ダ

ム
）

に
よ

り
1
,
1
00

m
3
/s
を

調
節

し
、
河

道
へ

の
配
分

流
量

を
3
,9

0
0m

3 /
sと

し
て

い
ま
す
。

・
河

川
整

備
計

画
の

時
の

検
討

に
お

い
て

は
、

様
々

な
洪

水
に

対
応

で
き

る
よ

う
、

過
去

の
主

要
な

4
洪

水
(
昭

和
3
6
年

9
月

洪
水

型
、

昭
和

47
年

9
月

洪
水

型
、

昭
和

55
年

7
月

洪
水

型
、

平
成

2
年

9月
洪

水
型

)を
対

象
と
し
て

い
ま
す

。

・
一

方
、

山
鳥

坂
ダ

ム
の

検
証

は
、

「
ダ

ム
事

業
の

検
証

に
係

る
検

討
に

関
す

る
再

評
価

実
施

要
領

細
目

」
に

お
い

て
、

「
複

数
の

治
水

対
策

案
は

、
河

川
整

備
計

画
に

お
い

て
想

定
し

て
い

る
目

標
と

同
程

度
の

目
標

を
達

成
す

る
こ

と
を

基
本

と
し

て
立

案
す

る
。

」
と

規
定

さ
れ

て
お

り
、

こ
れ

に
基

づ
い

て
、

「
山

鳥
坂

ダ
ム

を
含

む
治

水
対

策
案

」
と

「
山

鳥
坂

ダ
ム

を
含

ま
な
い

治
水
対

策
案
」

の
検

討
を
行

っ
て

い
ま

す
。

・
な

お
、

山
鳥

坂
ダ

ム
を
含

ま
な

い
案

に
つ
い
て

は
、
河

川
を

中
心
と

し
た
対
策

に
加
え

て
流
域

を
中

心
と

し
た

対
策

を
含

め
て

、
幅

広
く

23
案

を
立

案
す

る
と

と
も

に
、

パ
ブ

リ
ッ

ク
コ

メ
ン

ト
の

意
見

を
踏

ま
え

新
た

に
追

加
し

た
3
つ

の
治

水
対

策
案

を
検

討
し

て
い
ま

す
が
、

各
対

策
案

の
大

洲
地

点
河

道
整

備
流
量

は
3
,
80
0
m
3 /
s～

4
,3
0
0m

3
/
sと

な
っ
て

い
ま
す

。
ま
た

、
ご

提
案

と
同

規
模

の
河

川
整

備
流
量

4
,2
0
0m

3
/
s～

4,
3
00
m
3
/
sの

対
策
案
も

1
0案

立
案

し
て

い
ま

す
。

さ
ら

に
、

概
略

評
価

に
よ

り
抽

出
さ

れ
た

8
案

の
う

ち
6
つ

の
案

が
同

規
模

の
河

道
整

備
流

量
に

な
っ

て
い

る
こ

と
。

そ
の

全
て

の
対

策
案

に
河

道
の

掘
削

を
含

ん
で

い
る

こ
と

か
ら

、
ご
意

見
の
趣

旨
の
方

策
が

含
ま
れ

て
い

る
と

考
え
て

い
ま

す
。

1

★
頂
い
た
主

な
ご
意

見

検
討
主
体

の
考
え

方
ご
意

見
を
踏

ま
え
た

論
点

（
下

段
は
論

点
に
対

す
る
ご
意

見
の
例

）

分
類

番
号

◆
具
体
的
な

治
水
対

策
案
の

提
案
に

つ
い
て

・
河

川
整

備
基

本
方

針
は

、
将

来
の

整
備

目
標

で
あ

る
の

に
対

し
、

当
面

（
概

ね
30

年
）

の
河

川
整

備
の

目
標

と
し

て
、

平
成

1
6
年

に
肱

川
水

系
河

川
整

備
計

画
（

以
下

「
整

備
計

画
」

と
い

う
。

）
を

策
定

し
て

い
ま

す
。

整
備

計
画

で
は

、
戦

後
最

大
洪

水
で

あ
る

昭
和

2
0
年

９
月

洪
水

と
ピ

ー
ク

流
量

が
同

規
模

の
洪

水
を

安
全

に
流

下
さ

せ
る

こ
と

と
し

て
、

目
標

流
量

は
基

準
地

点
大

洲
に

お
い

て
5,

00
0
m
3
/
s
と

し
、

流
域

内
の

洪
水

調
節

施
設

（
ダ

ム
）

に
よ

り
1
,
1
00

m
3
/s
を

調
節

し
、
河

道
へ

の
配
分

流
量

を
3
,9

0
0m

3 /
sと

し
て

い
ま
す
。

・
河

川
整

備
計

画
の

時
の

検
討

に
お

い
て

は
、

様
々

な
洪

水
に

対
応

で
き

る
よ

う
、

過
去

の
主

要
な

4
洪

水
(
昭

和
3
6
年

9
月

洪
水

型
、

昭
和

47
年

9
月

洪
水

型
、

昭
和

55
年

7
月

洪
水

型
、

平
成

2
年

9月
洪

水
型

)を
対

象
と
し
て

い
ま
す

。

・
一

方
、

山
鳥

坂
ダ

ム
の

検
証

は
、

「
ダ

ム
事

業
の

検
証

に
係

る
検

討
に

関
す

る
再

評
価

実
施

要
領

細
目

」
に

お
い

て
、

「
複

数
の

治
水

対
策

案
は

、
河

川
整

備
計

画
に

お
い

て
想

定
し

て
い

る
目

標
と

同
程

度
の

目
標

を
達

成
す

る
こ

と
を

基
本

と
し

て
立

案
す

る
。

」
と

規
定

さ
れ

て
お

り
、

こ
れ

に
基

づ
い

て
、

「
山

鳥
坂

ダ
ム

を
含

む
治

水
対

策
案

」
と

「
山

鳥
坂

ダ
ム

を
含

ま
な
い

治
水
対

策
案
」

の
検

討
を
行

っ
て

い
ま

す
。

・
な

お
、

山
鳥

坂
ダ

ム
を
含

ま
な

い
案

に
つ
い
て

は
、
河

川
を

中
心
と

し
た
対
策

に
加
え

て
流
域

を
中

心
と

し
た

対
策

を
含

め
て

、
幅

広
く

23
案

を
立

案
す

る
と

と
も

に
、

パ
ブ

リ
ッ

ク
コ

メ
ン

ト
の

意
見

を
踏

ま
え

新
た

に
追

加
し

た
3
つ

の
治

水
対

策
案

を
検

討
し

て
い
ま

す
が
、

各
対

策
案

の
大

洲
地

点
河

道
整

備
流
量

は
3
,
80
0
m
3 /
s～

4
,3
0
0m

3
/
sと

な
っ
て

い
ま
す

。
ま
た

、
ご

提
案

と
同

規
模

の
河

川
整

備
流
量

4
,2
0
0m

3
/
s～

4,
3
00
m
3
/
sの

対
策
案
も

1
0案

立
案

し
て

い
ま

す
。

さ
ら

に
、

概
略

評
価

に
よ

り
抽

出
さ

れ
た

8
案

の
う

ち
6
つ

の
案

が
同

規
模

の
河

道
整

備
流

量
に

な
っ

て
い

る
こ

と
。

そ
の

全
て

の
対

策
案

に
河

道
の

掘
削

を
含

ん
で

い
る

こ
と

か
ら

、
ご
意

見
の
趣

旨
の
方

策
が

含
ま
れ

て
い

る
と

考
え
て

い
ま

す
。

1

★
頂
い
た
主

な
ご
意

見

検
討
主
体

の
考
え

方
ご
意

見
を
踏

ま
え
た

論
点

（
下

段
は
論

点
に
対

す
る
ご
意

見
の
例

）

分
類

番
号

表
 6

.2
.1

(2
) 

寄
せ
ら
れ
た
ご
意
見
と
検
討
主
体
の
考
え
方

 

パ
ブ

コ
メ

 
意

見
募

集
期

間
【

H
2
4
.
8
.
8
～

H
2
4
.
9
.
7
】
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
N
o.
１
－
2 
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◆
複
数
の
治

水
対
策

案
に
係

る
概
略

検
討
及
び

抽
出
に

対
す
る

意
見
（
治

水
対
策

案
（
全

般
）
に

関
す
る
意

見
）

・
山

鳥
坂

ダ
ム

の
検

証
は

、
「

ダ
ム

事
業

の
検

証
に

係
る

検
討

に
関

す
る

再
評

価
実

施
要

領
細

目
」

に
基

づ
い

て
、

「
山

鳥
坂

ダ
ム

を
含

ま
な

い
治

水
対

策
案

」
と

し
て

、
複

数
の

治
水

対
策

案
を

立
案

し
た

の
ち

、
同

要
領

細
目

に
則

り
、

コ
ス

ト
や

地
域

社
会

へ
の

影
響

を
比

較
す

る
こ

と
に

よ
り

代
表

化
を

行
い

「
山

鳥
坂

ダ
ム

を
含

ま
な

い
治

水
対

策
案

」
と

し
て

概
略

評
価

の
結

果
、

8
案

を
抽

出
し

て
い

ま
す
。

・
ま

た
、

「
ダ

ム
事
業
の

検
証

に
係

る
検
討
に

関
す
る

再
評

価
実
施

要
領
細
目

」
で
は

、
ダ
ム

事
業

に
つ

い
て

は
、

必
要

に
応

じ
総

事
業

費
(
略

)
な

ど
計

画
の

前
提

と
な

っ
て

い
る

デ
ー

タ
等

に
つ
い

て
詳
細

に
点
検

を
行

う
」
と

規
定
さ
れ

て
い
ま

す
。

・
「

山
鳥

坂
ダ

ム
の
検
証

に
係

る
検

討
」
は
、

「
ダ
ム

事
業

の
検
証

に
係
る
検

討
に
関

す
る

再
評

価
実

施
要

領
細

目
」

に
基

づ
き

、
山

鳥
坂

ダ
ム

建
設

事
業

計
画

の
前

提
と

な
る

総
事

業
費

に
つ

い
て

、
現

在
保

有
し

て
い

る
技

術
情

報
の

範
囲

内
で

、
今

後
の

事
業

の
方

向
性

に
関

す
る

判
断

と
は

一
切

関
係

な
く

、
予

断
を

持
た

ず
に

進
め

る
観

点
か

ら
、

さ
ら

な
る

コ
ス

ト
縮

減
や
工
期

短
縮
な

ど
期
待

的
要

素
は
含

ま
ず

点
検

を
行
っ

て
い

ま
す
。

・
ま

た
、

「
ダ

ム
事

業
の

検
証

に
係

る
検

討
に

関
す

る
再

評
価

実
施

要
領

細
目

」
に

お
い

て
「

立
案

し
た

治
水

対
策

案
を

河
川

や
流

域
の

特
性

に
応

じ
、

以
下

の
1
)
～

7
)
で

示
す

よ
う

な
評

価
軸

で
評

価
す

る
。

(
略

) 
1
)
安

全
度

、
(
略

)
2
)
コ

ス
ト

、
(
略

)
3)

実
現

性
、

(
略

)
4
)

持
続

性
、

(
略

)
5)

柔
軟

性
、

(
略

)
6
)
地

域
社

会
へ

の
影

響
、

(
略

)
7
)環

境
へ
の

影
響
」
と

規
定

さ
れ

て
お

り
、

山
鳥

坂
ダ

ム
を

含
む

治
水

対
策

案
と

概
略

評
価

で
抽

出
し
た

8つ
の
治

水
対

策
案

に
つ

い
て

、
そ

れ
ぞ

れ
検

討
し

て
お

り
、

ご
意

見
の

主
旨

で
あ

る
実

現
性

、
目

標
を

上
回

る
洪

水
等

が
発

生
し

た
場

合
の

状
態

、
地

球
温

暖
化

に
伴

う
気

候
変

化
な
ど
将

来
の

不
確

実
性

に
対
す
る
柔
軟
性

に
つ
い
て
評

価
し
て

い
ま

す
。

・
な

お
、

「
山

鳥
坂

ダ
ム

を
含

ま
な

い
複

数
の

治
水

対
策

案
」

の
治

水
施

設
に

つ
い

て
は

、
対

策
案

毎
に

河
川

整
備

計
画

の
目

標
流

量
が

流
下

し
た

場
合

の
水

位
計

算
を

行
い

検
討

し
て

い
ま

す
。

・
上

記
に

つ
い

て
は

、
「

山
鳥

坂
ダ

ム
建

設
事

業
の

関
係

地
方

公
共

団
体

か
ら

な
る

検
討

の
場

資
料
－

4、
6、

7及
び

参
考
資
料

－
3
」

に
示

し
て

い
ま
す
。

・
山

鳥
坂

ダ
ム

を
含

ま
な

い
治

水
対

策
案

を
も
う

少
し

絞
り
込

ん
で

検
討

し
て
は

ど
う

か
。

・
山

鳥
坂

ダ
ム

を
含

ま
な

い
治

水
対

策
8
案

は
実

現
性

に
欠

け
る

案
も

多
く

、
将

来
の

河
川
整

備
基
本

方
針
（

10
0分

の
1）

へ
の
繋

が
り
も

皆
無

で
あ

る
。

・
山

鳥
坂

ダ
ム

と
そ

れ
以

外
の

8
案

に
つ
い

て
コ
ス

ト
を

比
較

と
い

う
が
、

ダ
ム
建
設

は
最
終

的
に
2
倍
、

3倍
に

な
る
の

が
通

例
で
あ

る
。

・
そ

れ
ぞ

れ
の

治
水

案
の

水
位

低
減

効
果

が
い
く

ら
な

の
か
を

、
治

水
対

策
案
の

評
価

の
尺
度

と
し
て

採
用
す
べ

き
。

・
山

鳥
坂

ダ
ム

を
含

ま
な

い
治

水
対

策
案

に
つ
い

て
は

、
こ
れ

ら
の

対
策

案
以
外

に
は

特
に
無

い
と
思

わ
れ
る
。

2

★
頂
い
た
主

な
ご
意

見

検
討
主
体

の
考
え

方
ご
意

見
を
踏

ま
え
た

論
点

（
下

段
は
論

点
に
対

す
る
ご
意

見
の
例

）

分
類

番
号

◆
複
数
の
治

水
対
策

案
に
係

る
概
略

検
討
及
び

抽
出
に

対
す
る

意
見
（
治

水
対
策

案
（
全

般
）
に

関
す
る
意

見
）

・
山

鳥
坂

ダ
ム

の
検

証
は

、
「

ダ
ム

事
業

の
検

証
に

係
る

検
討

に
関

す
る

再
評

価
実

施
要

領
細

目
」

に
基

づ
い

て
、

「
山

鳥
坂

ダ
ム

を
含

ま
な

い
治

水
対

策
案

」
と

し
て

、
複

数
の

治
水

対
策

案
を

立
案

し
た

の
ち

、
同

要
領

細
目

に
則

り
、

コ
ス

ト
や

地
域

社
会

へ
の

影
響

を
比

較
す

る
こ

と
に

よ
り

代
表

化
を

行
い

「
山

鳥
坂

ダ
ム

を
含

ま
な

い
治

水
対

策
案

」
と

し
て

概
略

評
価

の
結

果
、

8
案

を
抽

出
し

て
い

ま
す
。

・
ま

た
、

「
ダ

ム
事
業
の

検
証

に
係

る
検
討
に

関
す
る

再
評

価
実
施

要
領
細
目

」
で
は

、
ダ
ム

事
業

に
つ

い
て

は
、

必
要

に
応

じ
総

事
業

費
(
略

)
な

ど
計

画
の

前
提

と
な

っ
て

い
る

デ
ー

タ
等

に
つ
い

て
詳
細

に
点
検

を
行

う
」
と

規
定
さ
れ

て
い
ま

す
。

・
「

山
鳥

坂
ダ

ム
の
検
証

に
係

る
検

討
」
は
、

「
ダ
ム

事
業

の
検
証

に
係
る
検

討
に
関

す
る

再
評

価
実

施
要

領
細

目
」

に
基

づ
き

、
山

鳥
坂

ダ
ム

建
設

事
業

計
画

の
前

提
と

な
る

総
事

業
費

に
つ

い
て

、
現

在
保

有
し

て
い

る
技

術
情

報
の

範
囲

内
で

、
今

後
の

事
業

の
方

向
性

に
関

す
る

判
断

と
は

一
切

関
係

な
く

、
予

断
を

持
た

ず
に

進
め

る
観

点
か

ら
、

さ
ら

な
る

コ
ス

ト
縮

減
や
工
期

短
縮
な

ど
期
待

的
要

素
は
含

ま
ず

点
検

を
行
っ

て
い

ま
す
。

・
ま

た
、

「
ダ

ム
事

業
の

検
証

に
係

る
検

討
に

関
す

る
再

評
価

実
施

要
領

細
目

」
に

お
い

て
「

立
案

し
た

治
水

対
策

案
を

河
川

や
流

域
の

特
性

に
応

じ
、

以
下

の
1
)
～

7
)
で

示
す

よ
う

な
評

価
軸

で
評

価
す

る
。

(
略

) 
1
)
安

全
度

、
(
略

)
2
)
コ

ス
ト

、
(
略

)
3)

実
現

性
、

(
略

)
4
)

持
続

性
、

(
略

)
5)

柔
軟

性
、

(
略

)
6
)
地

域
社

会
へ

の
影

響
、

(
略

)
7
)環

境
へ
の

影
響
」
と

規
定

さ
れ

て
お

り
、

山
鳥

坂
ダ

ム
を

含
む

治
水

対
策

案
と

概
略

評
価

で
抽

出
し
た

8つ
の
治

水
対

策
案

に
つ

い
て

、
そ

れ
ぞ

れ
検

討
し

て
お

り
、

ご
意

見
の

主
旨

で
あ

る
実

現
性

、
目

標
を

上
回

る
洪

水
等

が
発

生
し

た
場

合
の

状
態

、
地

球
温

暖
化

に
伴

う
気

候
変

化
な
ど
将

来
の

不
確

実
性

に
対
す
る
柔
軟
性

に
つ
い
て
評

価
し
て

い
ま

す
。

・
な

お
、

「
山

鳥
坂

ダ
ム

を
含

ま
な

い
複

数
の

治
水

対
策

案
」

の
治

水
施

設
に

つ
い

て
は

、
対

策
案

毎
に

河
川

整
備

計
画

の
目

標
流

量
が

流
下

し
た

場
合

の
水

位
計

算
を

行
い

検
討

し
て

い
ま

す
。

・
上

記
に

つ
い

て
は

、
「

山
鳥

坂
ダ

ム
建

設
事

業
の

関
係

地
方

公
共

団
体

か
ら

な
る

検
討

の
場

資
料
－

4、
6、

7及
び

参
考
資
料

－
3
」

に
示

し
て

い
ま
す
。

・
山

鳥
坂

ダ
ム

を
含

ま
な

い
治

水
対

策
案

を
も
う

少
し

絞
り
込

ん
で

検
討

し
て
は

ど
う

か
。

・
山

鳥
坂

ダ
ム

を
含

ま
な

い
治

水
対

策
8
案

は
実

現
性

に
欠

け
る

案
も

多
く

、
将

来
の

河
川
整

備
基
本

方
針
（

10
0分

の
1）

へ
の
繋

が
り
も

皆
無

で
あ

る
。

・
山

鳥
坂

ダ
ム

と
そ

れ
以

外
の

8
案

に
つ
い

て
コ
ス

ト
を

比
較

と
い

う
が
、

ダ
ム
建
設

は
最
終

的
に
2
倍
、

3倍
に

な
る
の

が
通

例
で
あ

る
。

・
そ

れ
ぞ

れ
の

治
水

案
の

水
位

低
減

効
果

が
い
く

ら
な

の
か
を

、
治

水
対

策
案
の

評
価

の
尺
度

と
し
て

採
用
す
べ

き
。

・
山

鳥
坂

ダ
ム

を
含

ま
な

い
治

水
対

策
案

に
つ
い

て
は

、
こ
れ

ら
の

対
策

案
以
外

に
は

特
に
無

い
と
思

わ
れ
る
。

2

★
頂
い
た
主

な
ご
意

見

検
討
主
体

の
考
え

方
ご
意

見
を
踏

ま
え
た

論
点

（
下

段
は
論

点
に
対

す
る
ご
意

見
の
例

）

分
類

番
号

表
 6

.2
.1

(3
) 

寄
せ
ら
れ
た
ご
意
見
と
検
討
主
体
の
考
え
方
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6. 関係者の意見等 
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◆
複
数
の
治

水
対
策

案
に
係

る
概
略

検
討
及
び

抽
出
に

対
す
る

意
見
（
治

水
対
策

案
（
概

略
評
価

の
抽
出
方

法
）
に

関
す
る

意
見
）

・
「

ダ
ム

事
業

の
検

証
に

係
る

検
討

に
関

す
る

再
評

価
実

施
要

領
細

目
」

に
基

づ
い

て
、

「
山

鳥
坂

ダ
ム

を
含

む
治

水
対

策
案

」
と

「
山

鳥
坂

ダ
ム

を
含

ま
な

い
治

水
対

策
案

」
と

し
て

、
複

数
の

治
水

対
策

案
を

立
案

し
た

の
ち

、
同

要
領

細
目

に
則

り
、

「
山

鳥
坂

ダ
ム

を
含

ま
な

い
治
水
対

策
案
」

と
し
て

概
略

評
価
の

結
果
、

8案
を

抽
出
し
て

い
ま
す

。

・
ま

た
、

「
ダ

ム
事

業
の

検
証

に
係

る
検

討
に

関
す

る
再

評
価

実
施

要
領

細
目

」
に

お
い

て
、

「
立

案
し

た
治

水
対

策
案

を
、

河
川

や
流

域
の

特
性

に
応

じ
、

以
下

の
1)

～
7)

で
示

す
よ

う
な

評
価

軸
で

評
価

す
る

。
(
略

) 
1
)
安

全
度

、
(
略

)
 
2)

コ
ス

ト
、

(
略

)
 3

)実
現
性

、
(略

)
4)

持
続

性
、

(
略

)
 
5)

柔
軟

性
、

(
略

)
 
6
)
地

域
社

会
へ

の
影

響
、

(
略

) 
7
)環

境
へ
の

影
響
」
と

規
定

さ
れ

て
お

り
、

「
山

鳥
坂

ダ
ム

を
含

む
治

水
対

策
案

」
と

概
略

評
価

に
よ

り
抽

出
さ

れ
た

「
山

鳥
坂

ダ
ム

を
含

ま
な

い
治

水
対

策
案

」
に

つ
い

て
、

こ
れ

に
基

づ
き

評
価

し
て

い
ま

す
。

・
評

価
軸

の
検

討
に

あ
た

り
、

コ
ス

ト
に

つ
い

て
は

、
「

完
成

ま
で

に
要

す
る

費
用

」
、

「
維

持
管

理
に

要
す

る
費

用
」

を
で

き
る

限
り

網
羅

的
に

見
込

む
と

と
も

に
、

「
そ

の
他

の
費

用
(
ダ

ム
中

止
に

伴
っ

て
発

生
す

る
費

用
等

)
」

に
つ

い
て

も
で

き
る

限
り

明
ら

か
に

し
て

い
ま

す
。

・
な

お
、

自
然

環
境

の
破

壊
、

下
流

の
水

質
の

悪
化

等
の

想
定

さ
れ

る
影

響
等

に
つ

い
て

は
、

「
今

後
の

治
水

対
策

の
あ

り
方

に
関

す
る

有
識

者
会

議
」

が
「

中
間

と
り

ま
と

め
」

に
関

し
て

平
成

22
年

7
月

に
意

見
募

集
等

を
行

い
、

そ
の

結
果

が
「

今
後

の
治

水
対

策
の

あ
り
方

に
つ

い
て

中
間

と
り

ま
と

め
(
案

)
に

関
す

る
意

見
募

集
等

の
結

果
に

つ
い

て
」

と
し

て
同
年

9月
に

公
表
さ
れ

て
い
ま

す
。

・
そ

こ
で

は
、

「
評

価
軸

「
コ

ス
ト

」
に

い
う

、
「

維
持

管
理

に
要

す
る

費
用

」
と

し
て

、
ど

の
よ

う
な

も
の

を
見

込
む

の
か

を
示

す
べ

き
。

」
と

い
う

ご
意

見
に

対
し

て
、

「
(
略

)
想

定
さ

れ
る

効
果

、
影

響
等

に
つ

い
て

は
、

コ
ス

ト
で

は
な

く
、

他
の

評
価

軸
で

評
価

す
る

も
の

と
考

え
て

い
ま

す
。

例
え

ば
、

「
環

境
が

失
わ

れ
る

こ
と

へ
の

影
響

」
は

評
価

軸
「

環
境

へ
の

影
響

」
で

評
価

す
る

こ
と

と
な

り
ま

す
。

」
と

の
同

有
識

者
会

議
の

考
え

方
が

示
さ

れ
て

お
り

、
こ

れ
に

基
づ

き
、

「
環

境
へ

の
影

響
」

と
し

て
、

水
環

境
へ

の
影

響
、

生
物

の
多

様
性

の
確

保
及

び
流

域
の

自
然

環
境

全
体

へ
の

影
響

、
土

砂
流

動
へ

の
影

響
、

景
観

・
人

と
自

然
と
の
豊

か
な
触

れ
合
い

へ
の

影
響
に

つ
い

て
検

討
し
て

い
ま

す
。

・
ま

た
、

地
域

の
状

況
を

考
え

た
対

応
と

し
て

、
評

価
軸

の
「

実
現

性
」

、
「

地
域

社
会

へ
の

影
響
」
等

に
お
い

て
検
討

し
て

い
ま
す

。

・
上

記
の

内
容

に
つ

い
て

は
、

「
山

鳥
坂

ダ
ム

建
設

事
業

の
関

係
地

方
公

共
団

体
か

ら
な

る
検

討
の
場

資
料
－

6、
7と

参
考

資
料
－

3」
に

示
し
て

い
ま
す
。

・
今

後
は

、
事

業
費

以
外

の
評

価
を

加
え

て
、
地

域
社

会
に
と

っ
て

望
ま

し
い
河

川
整

備
の
方

策
を
決

定
す
る
べ

き
。

・
費

用
に

つ
い

て
は

「
完

成
ま

で
に

要
す

る
費
用

」
で

評
価
し

て
い

る
が

完
成
後

の
ラ

ン
ニ
ン

グ
コ
ス

ト
も
評
価

の
対
象

と
す

べ
き
。

・
山

鳥
坂

ダ
ム

建
設

の
評

価
に

当
た

っ
て

は
建
設

費
だ

け
で
な

く
、

水
没

す
る
上

流
の

貴
重

な
自

然
環

境
の

破
壊

と
下

流
の

水
質

の
悪

化
と

い
う

損
失

を
費

用
と

し
て

加
え

る
べ
き

で
あ
る

。

・
コ

ス
ト

重
視

も
必
要

だ
が
、
最

終
的
に

は
地

域
の
状

況
を
考
え

た
対
応

も
必

要
。

等

3

★
頂
い
た
主

な
ご
意

見

検
討
主
体

の
考
え

方
ご
意

見
を
踏

ま
え
た

論
点

（
下

段
は
論

点
に
対

す
る
ご
意

見
の
例

）

分
類

番
号

◆
複
数
の
治

水
対
策

案
に
係

る
概
略

検
討
及
び

抽
出
に

対
す
る

意
見
（
治

水
対
策

案
（
概

略
評
価

の
抽
出
方

法
）
に

関
す
る

意
見
）

・
「

ダ
ム

事
業

の
検

証
に

係
る

検
討

に
関

す
る

再
評

価
実

施
要

領
細

目
」

に
基

づ
い

て
、

「
山

鳥
坂

ダ
ム

を
含

む
治

水
対

策
案

」
と

「
山

鳥
坂

ダ
ム

を
含

ま
な

い
治

水
対

策
案

」
と

し
て

、
複

数
の

治
水

対
策

案
を

立
案

し
た

の
ち

、
同

要
領

細
目

に
則

り
、

「
山

鳥
坂

ダ
ム

を
含

ま
な

い
治
水
対

策
案
」

と
し
て

概
略

評
価
の

結
果
、

8案
を

抽
出
し
て

い
ま
す

。

・
ま

た
、

「
ダ

ム
事

業
の

検
証

に
係

る
検

討
に

関
す

る
再

評
価

実
施

要
領

細
目

」
に

お
い

て
、

「
立

案
し

た
治

水
対

策
案

を
、

河
川

や
流

域
の

特
性

に
応

じ
、

以
下

の
1)

～
7)

で
示

す
よ

う
な

評
価

軸
で

評
価

す
る

。
(
略

) 
1
)
安

全
度

、
(
略

)
 
2)

コ
ス

ト
、

(
略

)
 3

)実
現
性

、
(略

)
4)

持
続

性
、

(
略

)
 
5)

柔
軟

性
、

(
略

)
 
6
)
地

域
社

会
へ

の
影

響
、

(
略

) 
7
)環

境
へ
の

影
響
」
と

規
定

さ
れ

て
お

り
、

「
山

鳥
坂

ダ
ム

を
含

む
治

水
対

策
案

」
と

概
略

評
価

に
よ

り
抽

出
さ

れ
た

「
山

鳥
坂

ダ
ム

を
含

ま
な

い
治

水
対

策
案

」
に

つ
い

て
、

こ
れ

に
基

づ
き

評
価

し
て

い
ま

す
。

・
評

価
軸

の
検

討
に

あ
た

り
、

コ
ス

ト
に

つ
い

て
は

、
「

完
成

ま
で

に
要

す
る

費
用

」
、

「
維

持
管

理
に

要
す

る
費

用
」

を
で

き
る

限
り

網
羅

的
に

見
込

む
と

と
も

に
、

「
そ

の
他

の
費

用
(
ダ

ム
中

止
に

伴
っ

て
発

生
す

る
費

用
等

)
」

に
つ

い
て

も
で

き
る

限
り

明
ら

か
に

し
て

い
ま

す
。

・
な

お
、

自
然

環
境

の
破

壊
、

下
流

の
水

質
の

悪
化

等
の

想
定

さ
れ

る
影

響
等

に
つ

い
て

は
、

「
今

後
の

治
水

対
策

の
あ

り
方

に
関

す
る

有
識

者
会

議
」

が
「

中
間

と
り

ま
と

め
」

に
関

し
て

平
成

22
年

7
月

に
意

見
募

集
等

を
行

い
、

そ
の

結
果

が
「

今
後

の
治

水
対

策
の

あ
り
方

に
つ

い
て

中
間

と
り

ま
と

め
(
案

)
に

関
す

る
意

見
募

集
等

の
結

果
に

つ
い

て
」

と
し

て
同
年

9月
に

公
表
さ
れ

て
い
ま

す
。

・
そ

こ
で

は
、

「
評

価
軸

「
コ

ス
ト

」
に

い
う

、
「

維
持

管
理

に
要

す
る

費
用

」
と

し
て

、
ど

の
よ

う
な

も
の

を
見

込
む

の
か

を
示

す
べ

き
。

」
と

い
う

ご
意

見
に

対
し

て
、

「
(
略

)
想

定
さ

れ
る

効
果

、
影

響
等

に
つ

い
て

は
、

コ
ス

ト
で

は
な

く
、

他
の

評
価

軸
で

評
価

す
る

も
の

と
考

え
て

い
ま

す
。

例
え

ば
、

「
環

境
が

失
わ

れ
る

こ
と

へ
の

影
響

」
は

評
価

軸
「

環
境

へ
の

影
響

」
で

評
価

す
る

こ
と

と
な

り
ま

す
。

」
と

の
同

有
識

者
会

議
の

考
え

方
が

示
さ

れ
て

お
り

、
こ

れ
に

基
づ

き
、

「
環

境
へ

の
影

響
」

と
し

て
、

水
環

境
へ

の
影

響
、

生
物

の
多

様
性

の
確

保
及

び
流

域
の

自
然

環
境

全
体

へ
の

影
響

、
土

砂
流

動
へ

の
影

響
、

景
観

・
人

と
自

然
と
の
豊

か
な
触

れ
合
い

へ
の

影
響
に

つ
い

て
検

討
し
て

い
ま

す
。

・
ま

た
、

地
域

の
状

況
を

考
え

た
対

応
と

し
て

、
評

価
軸

の
「

実
現

性
」

、
「

地
域

社
会

へ
の

影
響
」
等

に
お
い

て
検
討

し
て

い
ま
す

。

・
上

記
の

内
容

に
つ

い
て

は
、

「
山

鳥
坂

ダ
ム

建
設

事
業

の
関

係
地

方
公

共
団

体
か

ら
な

る
検

討
の
場

資
料
－

6、
7と

参
考

資
料
－

3」
に

示
し
て

い
ま
す
。

・
今

後
は

、
事

業
費

以
外

の
評

価
を

加
え

て
、
地

域
社

会
に
と

っ
て

望
ま

し
い
河

川
整

備
の
方

策
を
決

定
す
る
べ

き
。

・
費

用
に

つ
い

て
は

「
完

成
ま

で
に

要
す

る
費
用

」
で

評
価
し

て
い

る
が

完
成
後

の
ラ

ン
ニ
ン

グ
コ
ス

ト
も
評
価

の
対
象

と
す

べ
き
。

・
山

鳥
坂

ダ
ム

建
設

の
評

価
に

当
た

っ
て

は
建
設

費
だ

け
で
な

く
、

水
没

す
る
上

流
の

貴
重

な
自

然
環

境
の

破
壊

と
下

流
の

水
質

の
悪

化
と

い
う

損
失

を
費

用
と

し
て

加
え

る
べ
き

で
あ
る

。

・
コ

ス
ト

重
視

も
必
要

だ
が
、
最

終
的
に

は
地

域
の
状

況
を
考
え

た
対
応

も
必

要
。

等

3

★
頂
い
た
主

な
ご
意

見

検
討
主
体

の
考
え

方
ご
意

見
を
踏

ま
え
た

論
点

（
下

段
は
論

点
に
対

す
る
ご
意

見
の
例

）

分
類

番
号

表
 6

.2
.1

(4
) 

寄
せ
ら
れ
た
ご
意
見
と
検
討
主
体
の
考
え
方

 

パ
ブ

コ
メ

 
意

見
募

集
期

間
【

H
2
4
.
8
.
8
～

H
2
4
.
9
.
7
】
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
N
o.
3 
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表
 6

.2
.1

(5
) 

寄
せ
ら
れ
た
ご
意
見
と
検
討
主
体
の
考
え
方

 

パ
ブ

コ
メ

 
意

見
募

集
期

間
【

H
2
4
.
8
.
8
～

H
2
4
.
9
.
7
】
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
N
o.
４
 

分
類

番
号

ご
意

見
を
踏

ま
え

た
論
点

（
下

段
は
論

点
に
対

す
る

ご
意
見

の
例

）
検
討

主
体

の
考
え

方

★
頂
い
た

主
な

ご
意
見

◆
複
数
の

治
水

対
策
案

に
係

る
概
略

検
討

及
び
抽

出
に

対
す
る

意
見
（

ダ
ム

を
含
む

治
水

対
策
案

に
関

す
る
意

見
）

4

・
対
策

案
で

は
、
優

良
農
地

や
住

宅
が
移

転
の

対
象

と
な
っ

て
い
る

が
、

地
域
住

民
が

納
得

す
る

こ
と
も

難
し
い
と

考
え

ら
れ
、
現

行
の

治
水
対
策

案
が

一
番
で
あ

る
。

・
現
行

案
の

山
鳥
坂

ダ
ム
案

は
、

水
源
地

域
の

建
設

同
意
が

な
さ
れ

て
お

り
、
実

現
性

も
他

の
案

よ
り

は
る

か
に

高
く

、
建

設
費
用

の
面

な
ど

全
て

に
お

い
て

山
鳥

坂
ダ
ム

案
が

絶
対

的
に
有

効
。

・
山

鳥
坂

ダ
ム
と
河

道
改

修
を
組
み

合
わ

せ
た
現
計

画
が

、
最
も
バ

ラ
ン

ス
の
良
い
。

・
ダ

ム
建

設
に
よ
る

対
策

が
最
良
。

何
故

な
ら
他
の

対
策

案
よ
り
安

価
で

あ
る
。

・
代
替

案
は

流
域
住

民
の
生

活
を

無
視
し

実
現

性
の

全
く
な

い
よ
う

な
代

替
案
も

含
ま

れ
て

お
り

、
経

費
、

実
現

性
、

発
現

性
を
総

合
的

に
考

え
て

も
、

現
在

の
計

画
に
基

づ
く

ダ
ム

建
設
案

が
最
適
で

あ
る

と
思
う
。

・
他
に

考
え

ら
れ
る

対
策
案

は
皆

無
で
あ

る
。

山
鳥

坂
ダ
ム

を
中
心

と
し

た
対
策

以
外

は
、

実
現

性
の

な
い

対
策

ば
か

り
で

あ
る
。

古
来

、
繰

り
返

さ
れ

て
き

た
大

洲
地
方

の
水

害
を

防
ぐ
た

め
、
一
日

も
早

く
山
鳥
坂

ダ
ム

を
決
定
し

着
工

さ
れ
た
い

。

・
ス
ピ

ー
ド

、
コ
ス

ト
、
環

境
面

の
全
て

に
お

い
て

配
慮
し

て
い
る

現
行

案
（
鹿

野
川

ダ
ム

改
造

・
山
鳥

坂
ダ
ム
建

設
・

堤
防
整
備

）
が

も
っ
と
も

現
実

性
が
あ
る

。

・
ダ

ム
の

建
設
は
水

質
悪

化
が
進
み

漁
業

な
ど
に
影

響
が

で
て
く
る

。

・
ダ
ム

建
設

は
、
水

没
す
る

流
域

に
絶
滅

危
惧

種
の

貴
重
な

生
物
種

の
生

息
す
る

自
然

環
境

が
あ

り
、
龍

馬
脱
藩
の

路
の

太
鼓
橋
も

水
没

す
る
た
め

反
対

で
あ
る
。

・
現
在

進
め

ら
れ
て

い
る
山

鳥
坂

ダ
ム
建

設
・

鹿
野

川
ダ
ム

改
造
と

河
道

整
備
に

よ
る

河
川

整
備

計
画

が
肱

川
の

地
形

的
特

性
か
ら

利
に

か
な

っ
て

お
り

、
よ

り
現

実
的
で

あ
る

。
等

・
山

鳥
坂

ダ
ム

建
設

事
業

を
含
む

治
水

対
策

案
は

、
平
成

1
6年

に
策

定
し

た
肱

川
水
系

河
川

整
備

計
画

で
あ

り
、
山

鳥
坂

ダ
ム

建
設

、
鹿
野

川
ダ
ム

改
造

、
河

川
改

修
な

ど
を
行

う
こ
と

に
よ

り
、

戦
後

最
大

洪
水

で
あ

る
昭

和
2
0年

9
月
洪

水
と

ピ
ー

ク
流
量

が
同

規
模

の
洪
水

を
安

全
に

流
下

さ
せ

る
こ
と

と
し
て

い
ま
す

。

・
今
回
の

山
鳥

坂
ダ
ム

建
設

事
業
の
検

証
は

、
｢
今

後
の

治
水
対

策
の
あ

り
方
に

関
す
る

有
識

者
会

議
｣が

と
り

ま
と
め

た
｢中

間
と

り
ま
と

め
｣を

踏
ま

え
て

、
検
討

の
手

順
や

手
法
を

定
め

た
｢
ダ

ム
事

業
の

検
証
に

係
る

検
討
に

関
す
る

再
評
価

実
施
要

領
細

目
｣
が
通

知
さ
れ

、
こ
れ

ら
に

基
づ

き
、

予
断
を

持
た
ず

に
検
討

を
行
っ

て
い
ま

す
。

・
「

ダ
ム

事
業
の

検
証
に

係
る
検

討
に
関

す
る

再
評
価

実
施
要

領
細
目

」
の
基

本
的
な

考
え

に
基

づ
き

、
河

川
整
備

計
画

に
お

い
て

想
定
し

て
い
る

目
標

と
同

程
度

の
目

標
を
達

成
す
る

こ
と

を
基

本
と

し
て
、

山
鳥

坂
ダ

ム
を

含
む
案

と
ダ
ム

を
含

ま
な

い
複

数
の

対
策
案

を
立
案

・
評

価
す

る
こ

と
と
し

て
お

り
、

幅
広

い
検
討

を
行
な

い
23
の

治
水

対
策
案

及
び
パ

ブ
リ
ッ

ク
コ

メ
ン

ト
の

意
見

を
踏

ま
え

新
た

に
追
加

し
た

3
つ
の

治
水

対
策
案

に
つ

い
て

、
概
略

評
価

を
行

う
こ

と
に

よ
り

、
「

山
鳥

坂
ダ

ム
を
含

ま
な

い
治

水
対

策
案
」

と
し

て
、

8
案

を
抽

出
し

て
い

ま
す

。

・
ま

た
、

「
ダ

ム
事

業
の
検

証
に

係
る

検
討

に
関

す
る
再

評
価

実
施

要
領

細
目

」
に
お

い
て

、
「

立
案

し
た

治
水
対

策
案

を
、

河
川

や
流
域

の
特
性

に
応

じ
、

以
下

の
1
)
～

7
)で

示
す
よ

う
な

評
価

軸
で

評
価

す
る

。
(
略

)
1
)
安

全
度

、
(
略

)
2
)
コ
ス

ト
、

(
略

)
3
)
実
現

性
、

(
略

)
4
)
持

続
性
、

(
略
)

5
)
柔

軟
性

(
略

)
6
)
地
域

社
会

へ
の
影

響
、

(略
)

7
)環

境
へ

の
影
響

」
と

規
定

さ
れ

て
お
り

、
「

山
鳥

坂
ダ

ム
を
含

む
治
水

対
策

案
」

と
概

略
評

価
に
よ

り
抽
出

さ
れ

た
「

山
鳥

坂
ダ
ム

を
含

ま
な

い
治

水
対
策

案
」
に

つ
い

て
、

こ
れ

に
基

づ
き
評

価
し
て

い
ま

す
。

・
上

記
の

内
容

に
つ

い
て

は
、
「

山
鳥

坂
ダ

ム
建

設
事
業

の
関

係
地

方
公

共
団

体
か
ら

な
る

検
討

の
場

資
料

－
6
、

7
及

び
参
考
資

料
－
3
」
に

示
し

て
い

ま
す

。

・
な

お
、

山
鳥

坂
ダ

ム
を
建

設
し

て
も

、
龍

馬
脱

藩
の
道

の
太

鼓
橋

（
御

幸
の

橋
）
は

水
没

し
ま

せ
ん

。
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表
 6

.2
.1

(6
) 

寄
せ
ら
れ
た
ご
意
見
と
検
討
主
体
の
考
え
方

 

パ
ブ

コ
メ

 
意

見
募

集
期

間
【

H
2
4
.
8
.
8
～

H
2
4
.
9
.
7
】
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
N
o.
5 

分
類

番
号

ご
意

見
を
踏

ま
え

た
論
点

（
下

段
は
論

点
に
対

す
る

ご
意
見

の
例

）
検
討

主
体

の
考
え

方

★
頂
い
た

主
な

ご
意
見

◆
抽
出
し

た
治

水
対
策

案
に

対
す
る

意
見

（
河
道

の
掘

削
を
含

む
治
水

対
策

案
に
関

す
る

意
見
）

5

・
堆

積
物

を
撤
去
し

堤
防

を
造
る
こ

と
で

水
害
は
な

く
な

る
。

・
河

床
掘

削
は
、
掘

削
と
堆

積
の
繰

り
返

し
で
永
久

的
に

費
用
が
か

か
る

。

・
河
床

掘
削

は
一
時

的
に
対

応
す

る
に
は

効
果

的
で

あ
る
一

方
、
数

年
経

つ
と
再

び
堆

積
す

る
こ

と
が
考

え
ら
れ
る

。

・
河

床
を

掘
削
す
る

と
、

生
態
系
へ

の
影

響
が
予
想

さ
れ

る
。

・
河
床

を
掘

削
は
膨

大
な
時

間
と

費
用
が

か
か

る
と

思
う
。

ま
た
、

掘
っ

た
箇
所

も
何

年
か

す
れ

ば
元
通

り
に
な
る

こ
と

も
考
え
ら

れ
る

。

・
河
床

勾
配

が
緩
い

た
め
、

掘
削

に
よ
り

、
海

水
が

現
在
の

白
滝
付

近
よ

り
上
流

に
上

が
る

事
や

、
生
態

系
、
農
業

用
水

に
も
悪
影

響
を

及
ぼ
す
。

・
河

床
掘

削
(砂

利
採

取
)が

急
務
で

肱
川

で
も
行
わ

れ
る

べ
き
治
水

対
策

で
あ
る
。

・
河

床
掘

削
を
す
る

こ
と

で
予
想
外

の
災

害
を
誘
発

す
る

の
で
は
な

い
か

。

・
肱

川
流

域
全
体
の

川
の

土
砂
を
計

画
的

に
取
り
除

く
必

要
が
あ
る

。

・
河
道

掘
削

に
よ
り

塩
水
化

・
取

水
障
害

等
の

弊
害

が
あ
る

と
と
も

に
、

継
続
的

な
掘

削
が

必
要

で
不
利

益
が
大
き

い
。

等

・
「

ダ
ム

事
業

の
検

証
に

係
る
検

討
に

関
す

る
再

評
価
実

施
要

領
細

目
」

に
基

づ
き
、

河
道

の
掘

削
を

含
む

治
水
対

策
案
に

つ
い
て

も
検
討

を
行
っ

て
い
ま

す
。

・
「

ダ
ム

事
業
の

検
証
に

係
る
検

討
に
関

す
る

再
評
価

実
施
要

領
細
目

」
に
基

づ
き
立

案
し

た
2
3
の
治

水
対

策
案

及
び

パ
ブ

リ
ッ

ク
コ
メ

ン
ト

の
意

見
を

踏
ま
え

新
た

に
追

加
し

た
3
つ
の

治
水

対
策

案
の

う
ち

、
河

道
の

掘
削

を
中

心
と

す
る

治
水

対
策

案
に

加
え

、
堤

防
の

か
さ

上
げ

、
遊

水
地

、
既
設

ダ
ム

の
有

効
活

用
な
ど

と
組
み

合
わ

せ
た

案
も

含
め

、
1
7の

治
水
対

策
案

に
お

い
て

、
河
道

の
掘

削
を

含
ん

で
い
ま

す
。
ま

た
、

治
水

対
策

案
の

概
略
評

価
の
結

果
と

し
て

抽
出

し
た
8
案

は
全
て
河

道
の

掘
削
を
含

ん
で

い
ま

す
。

・
ま

た
、

「
ダ

ム
事

業
の
検

証
に

係
る

検
討

に
関

す
る
再

評
価

実
施

要
領

細
目

」
に
お

い
て

、
「

立
案

し
た

治
水
対

策
案

を
、

河
川

や
流
域

の
特
性

に
応

じ
、

以
下

の
1
)
～

7
)で

示
す
よ

う
な

評
価

軸
で

評
価

す
る

。
(
略

)
1
)
安

全
度

、
(
略

)
2
)
コ
ス

ト
、

(
略

)
3
)
実
現

性
、

(
略

)
4
)
持
続

性
、

(
略

)
5)
柔
軟

性
、

(略
)

6)
地
域

社
会

へ
の

影
響
、

(
略
)

7
)環

境
へ
の

影
響

」
と

規
定

さ
れ

て
お
り

、
「

山
鳥

坂
ダ

ム
建
設

事
業
の

検
証

に
係

る
検

討
」

に
お
い

て
も
、

段
階

的
な

効
果

の
発
現

時
期

、
河

道
の

掘
削
に

よ
る
動

植
物

の
生

息
・

生
育

環
境
へ

の
影
響

、
土

砂
流

動
の

変
化
等

、
そ
れ

ぞ
れ
評

価
し
て

い
ま
す

。

・
具

体
的

に
は

、
概

略
評

価
で
抽

出
さ

れ
た

対
策

案
に
お

け
る

肱
川

下
流

の
掘

削
は
、

平
水

位
か

つ
朔

望
満

潮
位
以

上
の

掘
削

に
と

ど
め
て

お
り
、

最
深

河
床

高
も

現
状

の
ま
ま

維
持
す

る
こ

と
で

塩
水

遡
上
、

取
水

へ
の

影
響

は
少
な

い
と
考

え
て

い
ま

す
。

掘
削

に
よ
り

治
水
の

安
全

性
が

低
下

す
る
お

そ
れ

の
あ

る
と

こ
ろ
に

つ
い
て

は
、

護
岸

を
設

置
す

る
な
ど

の
対
策

を
想

定
し

て
い

ま
す
。

・
な

お
、

河
道

の
掘

削
を
実

施
し

た
区

間
に

お
い

て
、
再

び
堆

積
す

る
場

合
は

掘
削
に

係
る

費
用

が
必

要
と

な
る
可

能
性

が
あ

り
ま

す
が
、

今
後
発

生
す

る
洪

水
の

規
模

等
に
よ

り
再
堆

積
量

が
異

な
る

こ
と
な

ど
か

ら
、

維
持

管
理
に

要
す
る

費
用

と
し

て
は

計
上

し
て
い

ま
せ
ん

。
ま

た
、

河
道

の
掘
削

に
よ

り
、

動
植

物
の
生

息
、
生

育
環

境
に

影
響

を
与

え
る
可

能
性
が

あ
る

た
め

、
必

要
に
応

じ
て

掘
削

方
法

の
工
夫

、
移
植

及
び

生
育

環
境

の
保

全
な
ど

の
環
境

保
全

対
策

を
講

ず
る
必

要
が
あ

る
と
考

え
て
い

ま
す
。

・
上

記
の

内
容

に
つ

い
て

は
、
「

山
鳥

坂
ダ

ム
建

設
事
業

の
関

係
地

方
公

共
団

体
か
ら

な
る

検
討

の
場

資
料

－
6
、

7
及

び
参
考
資

料
－
3
」
に

示
し

て
い

ま
す

。
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◆
抽
出
し
た

治
水
対

策
案
に

対
す
る

意
見
（
引

堤
を
含

む
治
水

対
策
案
に

関
す
る

意
見
）

・
「

ダ
ム

事
業

の
検

証
に

係
る

検
討

に
関

す
る

再
評

価
実

施
要

領
細

目
」

に
基

づ
き

、
引

堤
を

含
む
治
水

対
策
案

に
つ
い

て
も

検
討
を

行
っ

て
い

ま
す
。

・
「

ダ
ム

事
業

の
検

証
に

係
る

検
討

に
関

す
る

再
評

価
実

施
要

領
細

目
」

に
基

づ
き

立
案

し
た

2
3
の

治
水

対
策

案
及

び
パ

ブ
リ

ッ
ク

コ
メ

ン
ト

の
意

見
を

踏
ま

え
新

た
に

追
加
し

た
3
つ
の

治
水

対
策

案
の

う
ち

、
引

堤
を

中
心

と
す

る
治

水
対

策
案

に
加

え
、

河
道

の
掘

削
、

放
水

路
、

遊
水

地
や

既
設

ダ
ム

の
有

効
活

用
な

ど
と

組
み

合
わ

せ
た

も
の

も
含

め
、

1
7
の

治
水

対
策

案
に

お
い

て
、

引
堤

を
含

ん
で

い
ま

す
。

ま
た

、
治

水
対

策
案

の
概

略
評

価
の

結
果

と
し

て
抽

出
し
た

8案
の

う
ち

7案
は

引
堤

を
含
ん

で
い
ま
す

。

・
ま

た
、

「
ダ

ム
事

業
の

検
証

に
係

る
検

討
に

関
す

る
再

評
価

実
施

要
領

細
目

」
に

お
い

て
、

「
立

案
し

た
治

水
対

策
案

を
河

川
や

流
域

の
特

性
に

応
じ

、
以

下
の

1
)
～

7
)
で

示
す

よ
う

な
評

価
軸

で
評

価
す

る
。

(
略

) 
1
)
安

全
度

(
被

害
軽

減
効

果
) 

、
(
略

)
2)

コ
ス

ト
、

(
略

)
3
)

実
現

性
、

(
略

)
4
)
持

続
性

、
(
略

)
5
)
柔

軟
性

、
(
略

)
6
)
地

域
社

会
へ

の
影

響
、

(
略

）
7)

環
境

へ
の

影
響

」
と

規
定

さ
れ

て
お

り
、

山
鳥

坂
ダ

ム
建

設
事

業
の

検
証

に
お

い
て

も
、

段
階

的
な

効
果

の
発

現
時

期
等

の
安

全
度

、
コ

ス
ト

、
土

地
所

有
者

等
の

協
力

の
見

通
し

な
ど

の
実

現
性

、
事

業
地

及
び

そ
の

周
辺

へ
の

影
響

、
環

境
へ

の
影

響
等

、
そ

れ
ぞ

れ
評

価
を

行
っ
て
い

ま
す
。

・
上

記
の

内
容

に
つ

い
て

は
、

「
山

鳥
坂

ダ
ム

建
設

事
業

の
関

係
地

方
公

共
団

体
か

ら
な

る
検

討
の
場

資
料
－

6、
7及

び
参

考
資
料

－
3」

に
示
し

て
い
ま
す

。

・
引

堤
は

、
用

地
買
収

等
に
相
当

時
間
を

要
し

移
転
補

償
費
が
莫

大
に
な

る
。

・
菅

田
地

区
の

引
堤

案
は

、
愛

媛
県

が
実

施
し
て

い
る

築
堤
工

事
へ

の
投

資
が
無

駄
に

な
る
。

・
肱

川
沿

川
は

平
地

が
非

常
に

狭
い

土
地

と
な
っ

て
い

る
為
、

引
堤

案
は

現
実
味

が
な

く
効
果

は
感
じ

ら
れ
な
い

。

・
引

堤
は

農
地

、
住

宅
、

自
然

破
壊

な
ど

の
影
響

が
大

き
く
当

面
の

対
策

と
し
て

は
避

け
る
べ

き
。

・
引

堤
案

は
用

地
交

渉
等

に
相

当
時

聞
が

予
想
さ

れ
、

そ
の
間

に
お

け
る

水
害
も

予
想

さ
れ
評

価
で
き

な
い
。

・
引

堤
計

画
は

、
大
洲

市
の
発
展

の
妨
げ

に
な

る
の
で

容
認
し
か

ね
る
。

等

6

★
頂
い
た
主

な
ご
意

見

検
討
主
体

の
考
え

方
ご
意

見
を
踏

ま
え
た

論
点

（
下

段
は
論

点
に
対

す
る
ご
意

見
の
例

）

分
類

番
号

◆
抽
出
し
た

治
水
対

策
案
に

対
す
る

意
見
（
引

堤
を
含

む
治
水

対
策
案
に

関
す
る

意
見
）

・
「

ダ
ム

事
業

の
検

証
に

係
る

検
討

に
関

す
る

再
評

価
実

施
要

領
細

目
」

に
基

づ
き

、
引

堤
を

含
む
治
水

対
策
案

に
つ
い

て
も

検
討
を

行
っ

て
い

ま
す
。

・
「

ダ
ム

事
業

の
検

証
に

係
る

検
討

に
関

す
る

再
評

価
実

施
要

領
細

目
」

に
基

づ
き

立
案

し
た

2
3
の

治
水

対
策

案
及

び
パ

ブ
リ

ッ
ク

コ
メ

ン
ト

の
意

見
を

踏
ま

え
新

た
に

追
加
し

た
3
つ
の

治
水

対
策

案
の

う
ち

、
引

堤
を

中
心

と
す

る
治

水
対

策
案

に
加

え
、

河
道

の
掘

削
、

放
水

路
、

遊
水

地
や

既
設

ダ
ム

の
有

効
活

用
な

ど
と

組
み

合
わ

せ
た

も
の

も
含

め
、

1
7
の

治
水

対
策

案
に

お
い

て
、

引
堤

を
含

ん
で

い
ま

す
。

ま
た

、
治

水
対

策
案

の
概

略
評

価
の

結
果

と
し

て
抽

出
し
た

8案
の

う
ち

7案
は

引
堤

を
含
ん

で
い
ま
す

。

・
ま

た
、

「
ダ

ム
事

業
の

検
証

に
係

る
検

討
に

関
す

る
再

評
価

実
施

要
領

細
目

」
に

お
い

て
、

「
立

案
し

た
治

水
対

策
案

を
河

川
や

流
域

の
特

性
に

応
じ

、
以

下
の

1
)
～

7
)
で

示
す

よ
う

な
評

価
軸

で
評

価
す

る
。

(
略

) 
1
)
安

全
度

(
被

害
軽

減
効

果
) 

、
(
略

)
2)

コ
ス

ト
、

(
略

)
3
)

実
現

性
、

(
略

)
4
)
持

続
性

、
(
略

)
5
)
柔

軟
性

、
(
略

)
6
)
地

域
社

会
へ

の
影

響
、

(
略

）
7)

環
境

へ
の

影
響

」
と

規
定

さ
れ

て
お

り
、

山
鳥

坂
ダ

ム
建

設
事

業
の

検
証

に
お

い
て

も
、

段
階

的
な

効
果

の
発

現
時

期
等

の
安

全
度

、
コ

ス
ト

、
土

地
所

有
者

等
の

協
力

の
見

通
し

な
ど

の
実

現
性

、
事

業
地

及
び

そ
の

周
辺

へ
の

影
響

、
環

境
へ

の
影

響
等

、
そ

れ
ぞ

れ
評

価
を

行
っ
て
い

ま
す
。

・
上

記
の

内
容

に
つ

い
て

は
、

「
山

鳥
坂

ダ
ム

建
設

事
業

の
関

係
地

方
公

共
団

体
か

ら
な

る
検

討
の
場

資
料
－

6、
7及

び
参

考
資
料

－
3」

に
示
し

て
い
ま
す

。

・
引

堤
は

、
用

地
買
収

等
に
相
当

時
間
を

要
し

移
転
補

償
費
が
莫

大
に
な

る
。

・
菅

田
地

区
の

引
堤

案
は

、
愛

媛
県

が
実

施
し
て

い
る

築
堤
工

事
へ

の
投

資
が
無

駄
に

な
る
。

・
肱

川
沿

川
は

平
地

が
非

常
に

狭
い

土
地

と
な
っ

て
い

る
為
、

引
堤

案
は

現
実
味

が
な

く
効
果

は
感
じ

ら
れ
な
い

。

・
引

堤
は

農
地

、
住

宅
、

自
然

破
壊

な
ど

の
影
響

が
大

き
く
当

面
の

対
策

と
し
て

は
避

け
る
べ

き
。

・
引

堤
案

は
用

地
交

渉
等

に
相

当
時

聞
が

予
想
さ

れ
、

そ
の
間

に
お

け
る

水
害
も

予
想

さ
れ
評

価
で
き

な
い
。

・
引

堤
計

画
は

、
大
洲

市
の
発
展

の
妨
げ

に
な

る
の
で

容
認
し
か

ね
る
。

等

6

★
頂
い
た
主

な
ご
意

見

検
討
主
体

の
考
え

方
ご
意

見
を
踏

ま
え
た

論
点

（
下

段
は
論

点
に
対

す
る
ご
意

見
の
例

）

分
類

番
号

表
 6

.2
.1

(7
) 

寄
せ
ら
れ
た
ご
意
見
と
検
討
主
体
の
考
え
方
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◆
抽
出
し
た

治
水
対

策
案
に

対
す
る

意
見
（
堤

防
の
か

さ
上
げ

を
含
む
治

水
対
策

案
に
関

す
る
意

見
）

・
「

ダ
ム

事
業

の
検

証
に

係
る

検
討

に
関

す
る

再
評

価
実

施
要

領
細

目
」

に
基

づ
き

、
堤

防
の

か
さ
上
げ

を
含
む

治
水
対

策
案

に
つ
い

て
も

検
討

を
行
っ

て
い

ま
す
。

・
具

体
的

に
は

、
「

ダ
ム

事
業

の
検

証
に

係
る

検
討

に
関

す
る

再
評

価
実

施
要

領
細

目
」

に
基

づ
き

検
討

を
行

っ
た

対
策

案
や

パ
ブ

リ
ッ

ク
コ

メ
ン

ト
の

意
見

を
反

映
し

新
た

に
立

案
し

た
対

策
案

の
う

ち
、

堤
防

の
か

さ
上

げ
を

中
心

と
す

る
治

水
対

策
案

に
加

え
、

河
道

の
掘

削
、

放
水

路
、

遊
水

地
や

既
設

ダ
ム

の
有

効
活

用
な

ど
と

組
み

合
わ

せ
た

も
の

も
含

め
、

2
2
の

治
水

対
策

案
に

お
い

て
、

堤
防

の
か

さ
上

げ
を

含
ん

で
い

ま
す

。
ま

た
、

治
水

対
策

案
の

概
略

評
価
の
結

果
と
し

て
、
抽

出
し

た
8案

の
う
ち

7案
は

、
堤

防
の

か
さ
上

げ
を
含
ん

で
い
ま

す
。

・
ま

た
、

「
ダ

ム
事

業
の

検
証

に
係

る
検

討
に

関
す

る
再

評
価

実
施

要
領

細
目

」
に

お
い

て
、

「
立

案
し

た
治

水
対

策
案

を
河

川
や

流
域

の
特

性
に

応
じ

、
以

下
の

1
)
～

7
)
で

示
す

よ
う

な
評

価
軸

で
評

価
す

る
。

(
略

) 
1
)
安

全
度

(
被

害
軽

減
効

果
) 

、
(
略

)
2)

コ
ス

ト
、

(
略

)
3
)

実
現

性
、

(
略

)
4
)
持

続
性

、
(
略

)
5
)
柔

軟
性

、
(
略

)
6
)
地

域
社

会
へ

の
影

響
、

(
略

）
7)

環
境

へ
の

影
響

」
と

規
定

さ
れ

て
い

ま
す

。
こ

れ
に

基
づ

き
、

山
鳥

坂
ダ

ム
建

設
事

業
の

検
証

に
お
い

て
も
、

そ
れ
ぞ

れ
評

価
を
行

っ
て

い
ま

す
。

・
ご

意
見

の
と

お
り

、
堤

防
を

か
さ

上
げ

し
た

区
間

に
お

い
て

、
山

鳥
坂

ダ
ム

案
及

び
河

道
掘

削
案

よ
り

も
水

位
は

高
く

な
り

、
仮

に
決

壊
し

た
場

合
、

被
害

が
山

鳥
坂

ダ
ム

案
及

び
河

道
掘

削
案

よ
り

大
き

く
な

る
恐

れ
が

あ
り

ま
す

。
ま

た
、

本
川

水
位

が
上

昇
す

る
こ

と
に

よ
り

内
水

被
害

へ
の

リ
ス

ク
も

高
ま

る
こ

と
か

ら
、

必
要

な
箇

所
に

お
い

て
は

内
水

対
策

を
講

じ
る

こ
と

と
し

て
い

ま
す

。
な

お
、

堤
防

の
か

さ
上

げ
に

よ
り

、
必

要
な

高
さ

、
十

分
な

堤
防

幅
を

確
保

す
る

必
要

が
あ

る
こ

と
か

ら
、

新
た

に
家

屋
、

用
地

等
の

取
得

が
生

じ
土

地
所

有
者

等
と
の

合
意
形

成
を
図

る
必

要
が
あ

り
ま

す
。

・
上

記
の

内
容

に
つ

い
て

は
、

「
山

鳥
坂

ダ
ム

建
設

事
業

の
関

係
地

方
公

共
団

体
か

ら
な

る
検

討
の
場

資
料
－

6、
7及

び
参

考
資
料

－
3」

に
示
し

て
い
ま
す

。

・
既

設
堤

防
か

さ
上
げ

に
よ
る
対

策
は
、

十
分

な
堤
防

幅
が
確
保

出
来
る

の
か

疑
問
。

・
堤

防
の

か
さ

上
げ

は
、

本
流

の
水

位
を

高
く
し

、
内

水
に
よ

る
被

害
リ

ス
ク
を

増
大

さ
せ
る

の
で
は

な
い
か
。

・
堤

防
の

か
さ

上
げ
で

は
、
多
く

の
移
転

家
屋

等
が
出

て
、
実
現

す
る
の

が
難

し
い
。

・
堤

防
の

嵩
上

げ
案

は
、

堤
防

が
崩

れ
る

と
甚

大
な

被
害

が
発

生
す

る
リ

ス
ク

を
伴

う
。

等

7

★
頂
い
た
主

な
ご
意

見

検
討
主
体

の
考
え

方
ご
意

見
を
踏

ま
え
た

論
点

（
下

段
は
論

点
に
対

す
る
ご
意

見
の
例

）

分
類

番
号

◆
抽
出
し
た

治
水
対

策
案
に

対
す
る

意
見
（
堤

防
の
か

さ
上
げ

を
含
む
治

水
対
策

案
に
関

す
る
意

見
）

・
「

ダ
ム

事
業

の
検

証
に

係
る

検
討

に
関

す
る

再
評

価
実

施
要

領
細

目
」

に
基

づ
き

、
堤

防
の

か
さ
上
げ

を
含
む

治
水
対

策
案

に
つ
い

て
も

検
討

を
行
っ

て
い

ま
す
。

・
具

体
的

に
は

、
「

ダ
ム

事
業

の
検

証
に

係
る

検
討

に
関

す
る

再
評

価
実

施
要

領
細

目
」

に
基

づ
き

検
討

を
行

っ
た

対
策

案
や

パ
ブ

リ
ッ

ク
コ

メ
ン

ト
の

意
見

を
反

映
し

新
た

に
立

案
し

た
対

策
案

の
う

ち
、

堤
防

の
か

さ
上

げ
を

中
心

と
す

る
治

水
対

策
案

に
加

え
、

河
道

の
掘

削
、

放
水

路
、

遊
水

地
や

既
設

ダ
ム

の
有

効
活

用
な

ど
と

組
み

合
わ

せ
た

も
の

も
含

め
、

2
2
の

治
水

対
策

案
に

お
い

て
、

堤
防

の
か

さ
上

げ
を

含
ん

で
い

ま
す

。
ま

た
、

治
水

対
策

案
の

概
略

評
価
の
結

果
と
し

て
、
抽

出
し

た
8案

の
う
ち

7案
は

、
堤

防
の

か
さ
上

げ
を
含
ん

で
い
ま

す
。

・
ま

た
、

「
ダ

ム
事

業
の

検
証

に
係

る
検

討
に

関
す

る
再

評
価

実
施

要
領

細
目

」
に

お
い

て
、

「
立

案
し

た
治

水
対

策
案

を
河

川
や

流
域

の
特

性
に

応
じ

、
以

下
の

1
)
～

7
)
で

示
す

よ
う

な
評

価
軸

で
評

価
す

る
。

(
略

) 
1
)
安

全
度

(
被

害
軽

減
効

果
) 

、
(
略

)
2)

コ
ス

ト
、

(
略

)
3
)

実
現

性
、

(
略

)
4
)
持

続
性

、
(
略

)
5
)
柔

軟
性

、
(
略

)
6
)
地

域
社

会
へ

の
影

響
、

(
略

）
7)

環
境

へ
の

影
響

」
と

規
定

さ
れ

て
い

ま
す

。
こ

れ
に

基
づ

き
、

山
鳥

坂
ダ

ム
建

設
事

業
の

検
証

に
お
い

て
も
、

そ
れ
ぞ

れ
評

価
を
行

っ
て

い
ま

す
。

・
ご

意
見

の
と

お
り

、
堤

防
を

か
さ

上
げ

し
た

区
間

に
お

い
て

、
山

鳥
坂

ダ
ム

案
及

び
河

道
掘

削
案

よ
り

も
水

位
は

高
く

な
り

、
仮

に
決

壊
し

た
場

合
、

被
害

が
山

鳥
坂

ダ
ム

案
及

び
河

道
掘

削
案

よ
り

大
き

く
な

る
恐

れ
が

あ
り

ま
す

。
ま

た
、

本
川

水
位

が
上

昇
す

る
こ

と
に

よ
り

内
水

被
害

へ
の

リ
ス

ク
も

高
ま

る
こ

と
か

ら
、

必
要

な
箇

所
に

お
い

て
は

内
水

対
策

を
講

じ
る

こ
と

と
し

て
い

ま
す

。
な

お
、

堤
防

の
か

さ
上

げ
に

よ
り

、
必

要
な

高
さ

、
十

分
な

堤
防

幅
を

確
保

す
る

必
要

が
あ

る
こ

と
か

ら
、

新
た

に
家

屋
、

用
地

等
の

取
得

が
生

じ
土

地
所

有
者

等
と
の

合
意
形

成
を
図

る
必

要
が
あ

り
ま

す
。

・
上

記
の

内
容

に
つ

い
て

は
、

「
山

鳥
坂

ダ
ム

建
設

事
業

の
関

係
地

方
公

共
団

体
か

ら
な

る
検

討
の
場

資
料
－

6、
7及

び
参

考
資
料

－
3」

に
示
し

て
い
ま
す

。

・
既

設
堤

防
か

さ
上
げ

に
よ
る
対

策
は
、

十
分

な
堤
防

幅
が
確
保

出
来
る

の
か

疑
問
。

・
堤

防
の

か
さ

上
げ

は
、

本
流

の
水

位
を

高
く
し

、
内

水
に
よ

る
被

害
リ

ス
ク
を

増
大

さ
せ
る

の
で
は

な
い
か
。

・
堤

防
の

か
さ

上
げ
で

は
、
多
く

の
移
転

家
屋

等
が
出

て
、
実
現

す
る
の

が
難

し
い
。

・
堤

防
の

嵩
上

げ
案

は
、

堤
防

が
崩

れ
る

と
甚

大
な

被
害

が
発

生
す

る
リ

ス
ク

を
伴

う
。

等

7

★
頂
い
た
主

な
ご
意

見

検
討
主
体

の
考
え

方
ご
意

見
を
踏

ま
え
た

論
点

（
下

段
は
論

点
に
対

す
る
ご
意

見
の
例

）

分
類

番
号

表
 6

.2
.1

(8
) 

寄
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ら
れ
た
ご
意
見
と
検
討
主
体
の
考
え
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◆
抽
出
し
た

治
水
対

策
案
に

対
す
る

意
見
（
遊

水
地
を

含
む
治

水
対
策
案

に
関
す

る
意
見

）

・
遊

水
地

(調
節
池

)等
を

含
む
治

水
対
策

案
に

つ
い
て

も
、

「
ダ

ム
事
業

の
検

証
に
係

る
検

討
に

関
す

る
再

評
価

実
施

要
領

細
目

」
に

基
づ

き
検

討
を

行
っ

た
対

策
案

や
パ
ブ

リ
ッ
ク
コ

メ
ン

ト
の

意
見

を
反

映
し

新
た

に
立

案
し

た
対

策
案

の
う

ち
、

河
道

の
掘

削
、
引

堤
、
堤
防

の
か

さ
上

げ
と

組
み

合
わ

せ
た

も
の

を
含

む
4
の

治
水

対
策

案
に

お
い

て
立

案
し

た
う

え
で

、
概

略
評

価
を

行
い

、
最

終
的

に
「

山
鳥

坂
ダ

ム
を

含
ま

な
い

治
水

対
策

案
」
と

し
て
、
抽

出
し

た
8
案
の

う
ち
2
案
は
、

遊
水
地

(調
節
池

)等
を

含
ん
で

い
ま
す

。

・
ま

た
、

「
ダ

ム
事
業
の

検
証
に

係
る
検

討
に

関
す
る
再

評
価
実

施
要
領

細
目

」
に
お

い
て
、

「
立

案
し

た
治

水
対

策
案

を
河

川
や

流
域

の
特

性
に

応
じ

、
以
下

の
1
)～

7
)で

示
す
よ
う

な
評

価
軸

で
評

価
す

る
。

(
略

) 
1
)
安

全
度

(
被

害
軽

減
効

果
) 

、
(
略

)
2)

コ
ス

ト
、

(
略

)
3
)
実

現
性

、
(
略

)
4
)
持

続
性

、
(
略

)
5
)
柔

軟
性

、
(
略
)

6)
地

域
社
会

へ
の

影
響
、

(略
）

7
)
環

境
へ

の
影

響
」

と
規

定
さ

れ
て

い
ま

す
。

こ
れ

に
基

づ
き
、

山
鳥

坂
ダ
ム

建
設
事
業

の
検

証
に
お

い
て

も
、
そ
れ

ぞ
れ
評

価
を
行

っ
て

い
ま
す
。

・
具

体
的

に
は

、
遊
水
地

整
備
に

伴
い
、

約
2
0
ha

の
用

地
取

得
、

約
5
0
ha
の
地

役
権
設

定
が

必
要

に
な

る
た

め
、

土
地

所
有

者
等

の
協

力
の

見
通

し
な

ど
の

「
実

現
性

」
の
観

点
、
事
業

地
及

び
そ

の
周

辺
等

へ
の

影
響

の
程

度
な

ど
「

地
域

社
会

へ
の

影
響

」
の

観
点
を

検
討
す
る

と
と

も
に

、
生

物
の

多
様

性
の

確
保

等
、

「
環

境
へ

の
影

響
」

の
観

点
な

ど
を
検

討
し
て
い

ま
す

。

・
上

記
の

内
容

に
つ
い
て

は
、
「

山
鳥
坂

ダ
ム

建
設
事
業

の
関
係

地
方
公

共
団

体
か
ら

な
る
検

討
の

場
資
料

－
6、

7及
び

参
考

資
料
－

3」
に
示

し
て
い
ま

す
。

・
遊

水
地

案
な

ど
も

っ
て

の
ほ

か
。

国
は

本
来

、
国

民
の

生
命

・
財

産
を

守
ら

な
け

れ
ば

な
ら

な
い
は

ず
。
土
地

を
奪
う

案
な

ど
存
在

し
て
は
い

け
な
い

。

・
遊

水
地

案
を

採
用

す
れ

ば
、

平
野

部
の

少
な

い
土

地
が

さ
ら

に
減

少
し

、
大

洲
市

の
経

済
効

果
に
も

悪
影
響
を

及
ぼ
す

可
能

性
が
あ

る
と
考
え

る
。

・
遊

水
地

の
設

置
に

関
す

る
も

の
に

つ
い

て
は

、
菅

田
地

区
住

民
を

な
い

が
し

ろ
に

す
る

も
の

で
あ
り

、
菅
田
地

区
と
し

て
は

到
底
受

け
入
れ
ら

れ
な
い

も
の
で

あ
る

。

・
遊

水
地

な
ど

、
農
地

を
犠
牲
に

す
る
事

業
を

推
進
す

る
の
か
。

等

8

★
頂
い
た
主

な
ご
意

見

検
討
主
体

の
考
え

方
ご
意

見
を
踏

ま
え
た

論
点

（
下

段
は
論

点
に
対

す
る
ご
意

見
の
例

）

分
類

番
号

◆
抽
出
し
た

治
水
対

策
案
に

対
す
る

意
見
（
遊

水
地
を

含
む
治

水
対
策
案

に
関
す

る
意
見

）

・
遊

水
地

(調
節
池

)等
を

含
む
治

水
対
策

案
に

つ
い
て

も
、

「
ダ

ム
事
業

の
検

証
に
係

る
検

討
に

関
す

る
再

評
価

実
施

要
領

細
目

」
に

基
づ

き
検

討
を

行
っ

た
対

策
案

や
パ
ブ

リ
ッ
ク
コ

メ
ン

ト
の

意
見

を
反

映
し

新
た

に
立

案
し

た
対

策
案

の
う

ち
、

河
道

の
掘

削
、
引

堤
、
堤
防

の
か

さ
上

げ
と

組
み

合
わ

せ
た

も
の

を
含

む
4
の

治
水

対
策

案
に

お
い

て
立

案
し

た
う

え
で

、
概

略
評

価
を

行
い

、
最

終
的

に
「

山
鳥

坂
ダ

ム
を

含
ま

な
い

治
水

対
策

案
」
と

し
て
、
抽

出
し

た
8
案
の

う
ち
2
案
は
、

遊
水
地

(調
節
池

)等
を

含
ん
で

い
ま
す

。

・
ま

た
、

「
ダ

ム
事
業
の

検
証
に

係
る
検

討
に

関
す
る
再

評
価
実

施
要
領

細
目

」
に
お

い
て
、

「
立

案
し

た
治

水
対

策
案

を
河

川
や

流
域

の
特

性
に

応
じ

、
以
下

の
1
)～

7
)で

示
す
よ
う

な
評

価
軸

で
評

価
す

る
。

(
略

) 
1
)
安

全
度

(
被

害
軽

減
効

果
) 

、
(
略

)
2)

コ
ス

ト
、

(
略

)
3
)
実

現
性

、
(
略

)
4
)
持

続
性

、
(
略

)
5
)
柔

軟
性

、
(
略
)

6)
地

域
社
会

へ
の

影
響
、

(略
）

7
)
環

境
へ

の
影

響
」

と
規

定
さ

れ
て

い
ま

す
。

こ
れ

に
基

づ
き
、

山
鳥

坂
ダ
ム

建
設
事
業

の
検

証
に
お

い
て

も
、
そ
れ

ぞ
れ
評

価
を
行

っ
て

い
ま
す
。

・
具

体
的

に
は

、
遊
水
地

整
備
に

伴
い
、

約
2
0
ha

の
用

地
取

得
、

約
5
0
ha
の
地

役
権
設

定
が

必
要

に
な

る
た

め
、

土
地

所
有

者
等

の
協

力
の

見
通

し
な

ど
の

「
実

現
性

」
の
観

点
、
事
業

地
及

び
そ

の
周

辺
等

へ
の

影
響

の
程

度
な

ど
「

地
域

社
会

へ
の

影
響

」
の

観
点
を

検
討
す
る

と
と

も
に

、
生

物
の

多
様

性
の

確
保

等
、

「
環

境
へ

の
影

響
」

の
観

点
な

ど
を
検

討
し
て
い

ま
す

。

・
上

記
の

内
容

に
つ
い
て

は
、
「

山
鳥
坂

ダ
ム

建
設
事
業

の
関
係

地
方
公

共
団

体
か
ら

な
る
検

討
の

場
資
料

－
6、

7及
び

参
考

資
料
－

3」
に
示

し
て
い
ま

す
。

・
遊

水
地

案
な

ど
も

っ
て

の
ほ

か
。

国
は

本
来

、
国

民
の

生
命

・
財

産
を

守
ら

な
け

れ
ば

な
ら

な
い
は

ず
。
土
地

を
奪
う

案
な

ど
存
在

し
て
は
い

け
な
い

。

・
遊

水
地

案
を

採
用

す
れ

ば
、

平
野

部
の

少
な

い
土

地
が

さ
ら

に
減

少
し

、
大

洲
市

の
経

済
効

果
に
も

悪
影
響
を

及
ぼ
す

可
能

性
が
あ

る
と
考
え

る
。

・
遊

水
地

の
設

置
に

関
す

る
も

の
に

つ
い

て
は

、
菅

田
地

区
住

民
を

な
い

が
し

ろ
に

す
る

も
の

で
あ
り

、
菅
田
地

区
と
し

て
は

到
底
受

け
入
れ
ら

れ
な
い

も
の
で

あ
る

。

・
遊

水
地

な
ど

、
農
地

を
犠
牲
に

す
る
事

業
を

推
進
す

る
の
か
。

等

8

★
頂
い
た
主

な
ご
意

見

検
討
主
体

の
考
え

方
ご
意

見
を
踏

ま
え
た

論
点

（
下

段
は
論

点
に
対

す
る
ご
意

見
の
例

）

分
類

番
号

表
 6

.2
.1

(9
) 

寄
せ
ら
れ
た
ご
意
見
と
検
討
主
体
の
考
え
方

 

パ
ブ

コ
メ

 
意

見
募

集
期

間
【

H
2
4
.
8
.
8
～

H
2
4
.
9
.
7
】
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
  
 
No
.8
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◆
抽
出
し
た

治
水
対

策
案
に

対
す
る

意
見
（
ダ

ム
の
有

効
活
用

を
含
む
治

水
対
策

案
に
関

す
る
意

見
）

・
「

ダ
ム

事
業

の
検

証
に

係
る

検
討

に
関

す
る

再
評

価
実

施
要

領
細

目
」

に
基

づ
き

、
既

設
ダ

ム
の

貯
水

池
掘

削
、

か
さ

上
げ

、
操

作
ル

ー
ル

の
見

直
し

を
含

む
治

水
対

策
案

に
つ

い
て

も
検

討
を

行
っ

て
い

ま
す

。
同

要
領

細
目

に
基

づ
き

立
案

し
た

2
3
の

治
水

対
策

案
及

び
パ

ブ
リ

ッ
ク

コ
メ

ン
ト

の
意

見
を

踏
ま

え
新

た
に

追
加

し
た

3
つ

の
治

水
対

策
案

の
う
ち

、
河
道

の
掘

削
、

引
堤

、
堤

防
の

か
さ

上
げ

と
組

み
合

わ
せ

た
も

の
を

含
む

9
の

治
水

対
策

案
に
お

い
て

、
ダ

ム
の

有
効

活
用

を
含

ん
で

い
ま

す
が

、
そ

の
後

の
概

略
評

価
に

よ
り

、
ダ

ム
の

有
効

活
用

の
う

ち
、

貯
水

池
掘

削
や

か
さ

上
げ

を
含

む
案

は
、

操
作

ル
ー

ル
の

見
直

し
を

含
む

案
よ

り
コ

ス
ト
が

高
い
こ

と
か
ら

抽
出

し
て
い

ま
せ

ん
。

・
し

た
が

っ
て

、
概

略
評

価
の

結
果

と
し

て
は

、
抽

出
し

た
8
案

の
う

ち
2
案

に
操

作
ル

ー
ル

の
見

直
し
に

よ
る
ダ

ム
の
有

効
活

用
を
含

ん
で

い
ま

す
。

・
具

体
的

に
は

、
鹿

野
川

ダ
ム

と
野

村
ダ

ム
の

洪
水

調
節

開
始

流
量

を
下

流
河

道
の

整
備

状
況

を
考

慮
し

つ
つ

、
引

き
上

げ
る

こ
と

に
よ

り
、

ピ
ー

ク
流

量
を

よ
り

調
節

で
き

る
よ

う
に

操
作

ル
ー

ル
を

見
直

し
て

い
ま

す
。

し
か

し
、

操
作

ル
ー

ル
の

見
直

し
の

み
で

山
鳥

坂
ダ

ム
の

効
果

量
相

当
分

を
全

て
調

節
で

き
な

い
た

め
、

併
せ

て
河

道
の

掘
削

、
引

堤
、

堤
防

の
か

さ
上

げ
と

組
み

合
わ

せ
て

い
ま

す
。

ま
た

、
操

作
ル

ー
ル

の
見

直
し

に
伴

い
、

内
水

に
よ

り
新

た
に

家
屋

浸
水

が
発

生
す

る
場

合
に

は
、

必
要

な
内

水
対

策
を

講
じ

る
こ

と
を

想
定

し
て

い
ま

す
。

・
上

記
の

内
容

に
つ

い
て

は
、

「
山

鳥
坂

ダ
ム

建
設

事
業

の
関

係
地

方
公

共
団

体
か

ら
な

る
検

討
の
場

資
料
－

6及
び

参
考
資

料
－

3」
に

示
し

て
い
ま
す

。

・
既

設
ダ

ム
の

改
良

に
よ

り
洪

水
調

節
能

力
を
増

強
・

効
率
化

さ
せ

る
流

量
低
減

策
を

と
る
対

策
は
ど

う
か
。

・
ダ

ム
の

操
作

は
河

川
の

整
備

状
況

に
応

じ
て

最
適

な
も

の
を

設
定

す
べ

き
で

あ
っ

て
、

大
洪

水
に

し
か

効
果

な
い

操
作

は
中

小
洪

水
時

に
被

害
が

発
生

す
る

為
、

良
く

検
討
し

て
欲
し

い
。

・
既

に
鹿

野
川

ダ
ム

と
野

村
ダ

ム
の

2
つ

の
ダ

ム
が

有
り

、
こ

の
ダ

ム
の

最
大

限
の

機
能

発
揮

と
堤
防

・
河
道
の

整
備
を

基
本

に
進
め

る
べ
き
。

等

9

★
頂
い
た
主

な
ご
意

見

検
討
主
体

の
考
え

方
ご
意

見
を
踏

ま
え
た

論
点

（
下

段
は
論

点
に
対

す
る
ご
意

見
の
例

）

分
類

番
号

◆
抽
出
し
た

治
水
対

策
案
に

対
す
る

意
見
（
ダ

ム
の
有

効
活
用

を
含
む
治

水
対
策

案
に
関

す
る
意

見
）

・
「

ダ
ム

事
業

の
検

証
に

係
る

検
討

に
関

す
る

再
評

価
実

施
要

領
細

目
」

に
基

づ
き

、
既

設
ダ

ム
の

貯
水

池
掘

削
、

か
さ

上
げ

、
操

作
ル

ー
ル

の
見

直
し

を
含

む
治

水
対

策
案

に
つ

い
て

も
検

討
を

行
っ

て
い

ま
す

。
同

要
領

細
目

に
基

づ
き

立
案

し
た

2
3
の

治
水

対
策

案
及

び
パ

ブ
リ

ッ
ク

コ
メ

ン
ト

の
意

見
を

踏
ま

え
新

た
に

追
加

し
た

3
つ

の
治

水
対

策
案

の
う
ち

、
河
道

の
掘

削
、

引
堤

、
堤

防
の

か
さ

上
げ

と
組

み
合

わ
せ

た
も

の
を

含
む

9
の

治
水

対
策

案
に
お

い
て

、
ダ

ム
の

有
効

活
用

を
含

ん
で

い
ま

す
が

、
そ

の
後

の
概

略
評

価
に

よ
り

、
ダ

ム
の

有
効

活
用

の
う

ち
、

貯
水

池
掘

削
や

か
さ

上
げ

を
含

む
案

は
、

操
作

ル
ー

ル
の

見
直

し
を

含
む

案
よ

り
コ

ス
ト
が

高
い
こ

と
か
ら

抽
出

し
て
い

ま
せ

ん
。

・
し

た
が

っ
て

、
概

略
評

価
の

結
果

と
し

て
は

、
抽

出
し

た
8
案

の
う

ち
2
案

に
操

作
ル

ー
ル

の
見

直
し
に

よ
る
ダ

ム
の
有

効
活

用
を
含

ん
で

い
ま

す
。

・
具

体
的

に
は

、
鹿

野
川

ダ
ム

と
野

村
ダ

ム
の

洪
水

調
節

開
始

流
量

を
下

流
河

道
の

整
備

状
況

を
考

慮
し

つ
つ

、
引

き
上

げ
る

こ
と

に
よ

り
、

ピ
ー

ク
流

量
を

よ
り

調
節

で
き

る
よ

う
に

操
作

ル
ー

ル
を

見
直

し
て

い
ま

す
。

し
か

し
、

操
作

ル
ー

ル
の

見
直

し
の

み
で

山
鳥

坂
ダ

ム
の

効
果

量
相

当
分

を
全

て
調

節
で

き
な

い
た

め
、

併
せ

て
河

道
の

掘
削

、
引

堤
、

堤
防

の
か

さ
上

げ
と

組
み

合
わ

せ
て

い
ま

す
。

ま
た

、
操

作
ル

ー
ル

の
見

直
し

に
伴

い
、

内
水

に
よ

り
新

た
に

家
屋

浸
水

が
発

生
す

る
場

合
に

は
、

必
要

な
内

水
対

策
を

講
じ

る
こ

と
を

想
定

し
て

い
ま

す
。

・
上

記
の

内
容

に
つ

い
て

は
、

「
山

鳥
坂

ダ
ム

建
設

事
業

の
関

係
地

方
公

共
団

体
か

ら
な

る
検

討
の
場

資
料
－

6及
び

参
考
資

料
－

3」
に

示
し

て
い
ま
す

。

・
既

設
ダ

ム
の

改
良

に
よ

り
洪

水
調

節
能

力
を
増

強
・

効
率
化

さ
せ

る
流

量
低
減

策
を

と
る
対

策
は
ど

う
か
。

・
ダ

ム
の

操
作

は
河

川
の

整
備

状
況

に
応

じ
て

最
適

な
も

の
を

設
定

す
べ

き
で

あ
っ

て
、

大
洪

水
に

し
か

効
果

な
い

操
作

は
中

小
洪

水
時

に
被

害
が

発
生

す
る

為
、

良
く

検
討
し

て
欲
し

い
。

・
既

に
鹿

野
川

ダ
ム

と
野

村
ダ

ム
の

2
つ

の
ダ

ム
が

有
り

、
こ

の
ダ

ム
の

最
大

限
の

機
能

発
揮

と
堤
防

・
河
道
の

整
備
を

基
本

に
進
め

る
べ
き
。

等

9

★
頂
い
た
主

な
ご
意

見

検
討
主
体

の
考
え

方
ご
意

見
を
踏

ま
え
た

論
点

（
下

段
は
論

点
に
対

す
る
ご
意

見
の
例

）

分
類

番
号

表
 6

.2
.1

(1
0)
 
寄
せ
ら
れ
た
ご
意
見
と
検
討
主
体
の
考
え
方

 

パ
ブ

コ
メ

 
意

見
募

集
期

間
【

H
2
4
.
8
.
8
～

H
2
4
.
9
.
7
】
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
N
o.
9 



6. 関係者の意見等 

 6-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表
 6

.2
.1

(1
1)
 
寄
せ
ら
れ
た
ご
意
見
と
検
討
主
体
の
考
え
方

 

パ
ブ

コ
メ

 
意

見
募

集
期

間
【

H
2
4
.
8
.
8
～

H
2
4
.
9
.
7
】
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
N
o.
10
 

分
類

番
号

ご
意

見
を
踏

ま
え

た
論
点

（
下

段
は
論

点
に
対

す
る

ご
意
見

の
例

）
検
討

主
体

の
考
え

方

★
頂
い
た

主
な

ご
意
見

◆
抽
出
し

た
治

水
対
策

案
に

対
す
る

意
見

（
輪
中

堤
を

含
む
治

水
対
策

案
に

関
す
る

意
見

）

10

・
本

来
、

洪
水

か
ら

防
御

す
べ

き
肱

川
中

流
部

に
遊

水
地

や
輪

中
堤

を
整

備
す

る
案

は
、

関
係

者
と

の
調

整
に

時
間

を
要

し
、
さ

ら
に

河
川

整
備

が
遅

れ
る

の
で

は
な
い

か
。

・
輪

中
堤

を
含

む
治

水
対

策
案
に

つ
い

て
も

、
「

ダ
ム
事

業
の

検
証

に
係

る
検

討
に
関

す
る

再
評

価
実

施
要

領
細
目

」
に

基
づ
き
検

討
を

行
っ
て
い

ま
す

。

・
「

ダ
ム

事
業

の
検

証
に

係
る

検
討

に
関

す
る

再
評

価
実

施
要

領
細

目
」
に

基
づ

き
検

討
を

行
っ
た

23
の

治
水
対
策

案
及

び
パ
ブ
リ

ッ
ク

コ
メ

ン
ト
の
意

見
を

踏
ま
え
新

た
に

追
加
し

た
3
の

治
水

対
策

案
の

う
ち

、
河

道
の
掘

削
、

引
堤

、
堤

防
の
か

さ
上

げ
と

組
み

合
わ

せ
た
も

の
を

含
む

2つ
の
治

水
対
策

案
に
お

い
て
、

輪
中
堤

を
含

ん
で
い

ま
す
。

ま
た
、

治
水
対

策
案
の

概
略

評
価

の
結

果
と

し
て
抽

出
し

た
8案

の
う
ち

1案
は
、
輪

中
堤

を
含
ん
で

い
ま

す
。

・
ま

た
、

「
ダ

ム
事

業
の
検

証
に

係
る

検
討

に
関

す
る
再

評
価

実
施

要
領

細
目

」
に
お

い
て

、
「

立
案
し

た
治

水
対

策
案

を
河
川

や
流

域
の

特
性

に
応
じ

、
以

下
の

1
)～

7
)で

示
す
よ

う
な

評
価

軸
で
評

価
す

る
。

(
略
)

1)
安
全
度

(被
害

軽
減

効
果

)
、

(略
)

2
)コ

ス
ト
、

(略
)
3
)実

現
性

、
(略

)
4
)持

続
性

、
(略

)
5
)
柔
軟

性
、

(
略

)
6
)地

域
社

会
へ
の

影
響

、
(略

）
7
)
環
境

へ
の

影
響
」

と
規

定
さ

れ
て
お

り
、

山
鳥

坂
ダ

ム
建

設
事
業

の
検

証
に

お
い

て
も

、
そ
れ

ぞ
れ

評
価

を
行

っ
て

い
ま
す

。

・
具
体
的

に
は

、
輪
中

堤
の

整
備
に
よ

り
約

24
0
ha

の
土

地
が
新

た
に
浸

水
す
る

と
と
も

に
、

約
5
0
h
aの

用
地
取

得
が

必
要

に
な

る
た
め

、
段

階
的

に
ど

の
よ
う

に
効

果
が

発
現

さ
れ
て

い
く

の
か

な
ど

「
安

全
度

」
の

観
点

、
土

地
所

有
者

等
の

協
力

の
見

通
し

な
ど

の
「

実
現

性
」

の
観

点
、

土
地

利
用

の
制

約
な

ど
「
持

続
性

」
の

観
点

、
事
業

地
及

び
そ

の
周

辺
等

へ
の
影

響
の

程
度

な
ど

「
地

域
社
会

へ
の

影
響
」
の

観
点

な
ど
を
検

討
し

て
い
ま
す

。

・
上

記
の

内
容

に
つ

い
て

は
、
「

山
鳥

坂
ダ

ム
建

設
事
業

の
関

係
地

方
公

共
団

体
か
ら

な
る

検
討

の
場

資
料

－
6
、

7
及

び
参
考
資

料
－

3
」
に

示
し
て

い
ま
す

。



6. 関係者の意見等 

 6-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆
抽
出
し
た

治
水
対

策
案
に

対
す
る

意
見
（
森

林
の
保

全
を
含

む
治
水
対

策
案
に

関
す
る

意
見
）

・
「

ダ
ム

事
業

の
検

証
に

係
る

検
討

に
関

す
る

再
評

価
実

施
要

領
細

目
」

に
お

い
て

、
「

複
数

の
治

水
対

策
案

は
、

河
川

整
備

計
画

に
お

い
て

想
定

し
て

い
る

目
標

と
同

程
度

の
目

標
を

達
成

す
る

こ
と

を
基

本
と

し
て

立
案

す
る

。
」

と
規

定
さ

れ
て

お
り

、
こ

れ
に

基
づ

い
て

、
「

山
鳥

坂
ダ

ム
を

含
む

治
水

対
策

案
」

と
「

山
鳥

坂
ダ

ム
を

含
ま

な
い

治
水

対
策

案
」

の
検

討
を
行

っ
て
い
ま

す
。

・
ま

た
、

「
ダ

ム
事

業
の

検
証

に
係

る
検

討
に

関
す

る
再

評
価

実
施

要
領

細
目

」
に

お
い

て
、

「
治

水
対

策
案

は
、

以
下

の
1
）

～
2
6
）

を
参

考
に

し
て

、
幅

広
い

方
策

を
組

み
合

わ
せ
て
検

討
す

る
」

と
規

定
さ

れ
て

お
り

、
「

森
林

の
保

全
」

に
つ

い
て

も
2
6
方

策
の

一
つ

と
し

て
、

「
主

に
森

林
土

壌
の

働
き

に
よ

り
、

雨
水

を
地

中
に

浸
透

さ
せ

、
ゆ

っ
く

り
流

出
さ

せ
る

と
い

う
森

林
の

機
能

を
保

全
す

る
こ

と
で

あ
る

。
良

好
な

森
林

か
ら

の
土

砂
流

出
は

少
な

く
、

ま
た

風
倒

木
等

が
河

川
に

流
出

し
て

災
害

を
助

長
す

る
こ

と
等

が
あ

る
。

そ
し

て
森

林
面

積
を

増
加

さ
せ

る
場

合
や

顕
著

な
地

表
流

の
発

生
が

み
ら

れ
る

ほ
ど

荒
廃

し
た

森
林

を
良

好
な

森
林

に
誘

導
し

た
場

合
、

洪
水

流
出

を
低

下
さ

せ
る

可
能

性
が

あ
る

。
し

か
し

、
顕

著
な

地
表

流
の

発
生

が
見

ら
れ

な
い

一
般

の
森

林
で

は
、

森
林

に
手

を
入

れ
る

こ
と

に
よ

る
流

出
抑

制
機

能
の

改
善

は
、

森
林

土
壌

が
よ

り
健

全
な

状
態

へ
と

変
化

す
る

の
に

相
当

の
年

数
を

要
す

る
な

ど
不

確
定

要
素

が
大

き
く

、
定

量
的

な
評

価
が

困
難

で
あ

る
と

い
う

課
題

が
あ

る
。
」

と
記
載
さ

れ
て
い

ま
す

。

・
「

山
鳥

坂
ダ

ム
を

含
ま

な
い

治
水

対
策

案
」

は
、

上
記

の
2
6
方

策
を

組
み

合
わ

せ
る

こ
と

に
よ

り
、

幅
広

く
2
3
案

を
立

案
す

る
と

と
も

に
、

パ
ブ

リ
ッ

ク
コ

メ
ン

ト
の

意
見

を
踏

ま
え

新
た

に
3
案

を
立

案
し

て
い

ま
す

が
、

「
森

林
の

保
全

」
に

つ
い

て
は

、
効

果
を

定
量

的
に

見
込

む
こ

と
が

困
難

で
あ

る
も

の
の

河
道

・
流

域
管

理
の

観
点

か
ら

推
進

を
図

る
方

策
と

し
て

、
全

て
の

案
に
組
み

合
わ
せ

て
い

ま
す
。

・
上

記
の

内
容

に
つ

い
て

は
、

「
山

鳥
坂

ダ
ム

建
設

事
業

の
関

係
地

方
公

共
団

体
か

ら
な

る
検

討
の
場

資
料
－

6及
び

参
考
資

料
－

3」
に

示
し

て
い
ま

す
。

・
肱

川
の

洪
水

の
原

因
は

、
流

域
の

人
工

林
を
放

置
し

た
こ
と

に
原

因
が

有
り
。

人
工

林
内

の
放

置
林

よ
り

表
土

が
流

出
し

保
水

力
が

無
く

な
る

こ
と

で
水

害
に

な
る

の
で

は
な
い

か
。

・
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

ダ
ム

を
造

る
よ

り
、

森
林
再

生
耕

作
放
棄

地
の

保
水

対
策
等

、
五

十
年
、

百
年
後

を
見
据
え

た
治
水

対
策

を
行
う

。

・
近

年
は

、
森

林
破

壊
が

進
み

、
降

雨
に

よ
り
山

林
崩

壊
は
規

模
が

大
き

く
な
り

、
コ

ン
ク

リ
ー

ト
構

造
物

が
増

え
、

大
洪

水
に

な
る

こ
と

が
考

え
ら

れ
る

の
で

、
そ

れ
ら

も
含
め

て
考
え

て
ほ
し
い

。

・
肱

川
本

川
だ

け
の

問
題

と
し

て
と

ら
え

ず
、

そ
の

4
7
4
に

及
ぶ

支
川

の
環

境
、

森
林

の
状
況

に
対
し

て
考
え
ら

れ
る
こ

と
も

多
い
。

・
肱

川
の

集
水

面
積

の
わ

ず
か

5
％

に
す

ぎ
な

い
河

辺
川

に
ダ

ム
を

造
っ

て
も

、
効

果
は

少
な

い
。
流

域
の
治
山

、
田
ん

ぼ
や

集
落
の

保
全
を
す

べ
き
で

あ
る
。

1
1

★
頂
い
た
主

な
ご
意

見

検
討
主
体

の
考
え

方
ご
意

見
を
踏

ま
え
た

論
点

（
下

段
は
論

点
に
対

す
る
ご
意

見
の
例

）

分
類

番
号

◆
抽
出
し
た

治
水
対

策
案
に

対
す
る

意
見
（
森

林
の
保

全
を
含

む
治
水
対

策
案
に

関
す
る

意
見
）

・
「

ダ
ム

事
業

の
検

証
に

係
る

検
討

に
関

す
る

再
評

価
実

施
要

領
細

目
」

に
お

い
て

、
「

複
数

の
治

水
対

策
案

は
、

河
川

整
備

計
画

に
お

い
て

想
定

し
て

い
る

目
標

と
同

程
度

の
目

標
を

達
成

す
る

こ
と

を
基

本
と

し
て

立
案

す
る

。
」

と
規

定
さ

れ
て

お
り

、
こ

れ
に

基
づ

い
て

、
「

山
鳥

坂
ダ

ム
を

含
む

治
水

対
策

案
」

と
「

山
鳥

坂
ダ

ム
を

含
ま

な
い

治
水

対
策

案
」

の
検

討
を
行

っ
て
い
ま

す
。

・
ま

た
、

「
ダ

ム
事

業
の

検
証

に
係

る
検

討
に

関
す

る
再

評
価

実
施

要
領

細
目

」
に

お
い

て
、

「
治

水
対

策
案

は
、

以
下

の
1
）

～
2
6
）

を
参

考
に

し
て

、
幅

広
い

方
策

を
組

み
合

わ
せ
て
検

討
す

る
」

と
規

定
さ

れ
て

お
り

、
「

森
林

の
保

全
」

に
つ

い
て

も
2
6
方

策
の

一
つ

と
し

て
、

「
主

に
森

林
土

壌
の

働
き

に
よ

り
、

雨
水

を
地

中
に

浸
透

さ
せ

、
ゆ

っ
く

り
流

出
さ

せ
る

と
い

う
森

林
の

機
能

を
保

全
す

る
こ

と
で

あ
る

。
良

好
な

森
林

か
ら

の
土

砂
流

出
は

少
な

く
、

ま
た

風
倒

木
等

が
河

川
に

流
出

し
て

災
害

を
助

長
す

る
こ

と
等

が
あ

る
。

そ
し

て
森

林
面

積
を

増
加

さ
せ

る
場

合
や

顕
著

な
地

表
流

の
発

生
が

み
ら

れ
る

ほ
ど

荒
廃

し
た

森
林

を
良

好
な

森
林

に
誘

導
し

た
場

合
、

洪
水

流
出

を
低

下
さ

せ
る

可
能

性
が

あ
る

。
し

か
し

、
顕

著
な

地
表

流
の

発
生

が
見

ら
れ

な
い

一
般

の
森

林
で

は
、

森
林

に
手

を
入

れ
る

こ
と

に
よ

る
流

出
抑

制
機

能
の

改
善

は
、

森
林

土
壌

が
よ

り
健

全
な

状
態

へ
と

変
化

す
る

の
に

相
当

の
年

数
を

要
す

る
な

ど
不

確
定

要
素

が
大

き
く

、
定

量
的

な
評

価
が

困
難

で
あ

る
と

い
う

課
題

が
あ

る
。
」

と
記
載
さ

れ
て
い

ま
す

。

・
「

山
鳥

坂
ダ

ム
を

含
ま

な
い

治
水

対
策

案
」

は
、

上
記

の
2
6
方

策
を

組
み

合
わ

せ
る

こ
と

に
よ

り
、

幅
広

く
2
3
案

を
立

案
す

る
と

と
も

に
、

パ
ブ

リ
ッ

ク
コ

メ
ン

ト
の

意
見

を
踏

ま
え

新
た

に
3
案

を
立

案
し

て
い

ま
す

が
、

「
森

林
の

保
全

」
に

つ
い

て
は

、
効

果
を

定
量

的
に

見
込

む
こ

と
が

困
難

で
あ

る
も

の
の

河
道

・
流

域
管

理
の

観
点

か
ら

推
進

を
図

る
方

策
と

し
て

、
全

て
の

案
に
組
み

合
わ
せ

て
い

ま
す
。

・
上

記
の

内
容

に
つ

い
て

は
、

「
山

鳥
坂

ダ
ム

建
設

事
業

の
関

係
地

方
公

共
団

体
か

ら
な

る
検

討
の
場

資
料
－

6及
び

参
考
資

料
－

3」
に

示
し

て
い
ま

す
。

・
肱

川
の

洪
水

の
原

因
は

、
流

域
の

人
工

林
を
放

置
し

た
こ
と

に
原

因
が

有
り
。

人
工

林
内

の
放

置
林

よ
り

表
土

が
流

出
し

保
水

力
が

無
く

な
る

こ
と

で
水

害
に

な
る

の
で

は
な
い

か
。

・
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

ダ
ム

を
造

る
よ

り
、

森
林
再

生
耕

作
放
棄

地
の

保
水

対
策
等

、
五

十
年
、

百
年
後

を
見
据
え

た
治
水

対
策

を
行
う

。

・
近

年
は

、
森

林
破

壊
が

進
み

、
降

雨
に

よ
り
山

林
崩

壊
は
規

模
が

大
き

く
な
り

、
コ

ン
ク

リ
ー

ト
構

造
物

が
増

え
、

大
洪

水
に

な
る

こ
と

が
考

え
ら

れ
る

の
で

、
そ

れ
ら

も
含
め

て
考
え

て
ほ
し
い

。

・
肱

川
本

川
だ

け
の

問
題

と
し

て
と

ら
え

ず
、

そ
の

4
7
4
に

及
ぶ

支
川

の
環

境
、

森
林

の
状
況

に
対
し

て
考
え
ら

れ
る
こ

と
も

多
い
。

・
肱

川
の

集
水

面
積

の
わ

ず
か

5
％

に
す

ぎ
な

い
河

辺
川

に
ダ

ム
を

造
っ

て
も

、
効

果
は

少
な

い
。
流

域
の
治
山

、
田
ん

ぼ
や

集
落
の

保
全
を
す

べ
き
で

あ
る
。

1
1

★
頂
い
た
主

な
ご
意

見

検
討
主
体

の
考
え

方
ご
意

見
を
踏

ま
え
た

論
点

（
下

段
は
論

点
に
対

す
る
ご
意

見
の
例

）

分
類

番
号

表
 6

.2
.1

(1
2)
 
寄
せ
ら
れ
た
ご
意
見
と
検
討
主
体
の
考
え
方
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6. 関係者の意見等 
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◆
治
水
対
策

案
に
関

す
る
そ

の
他
の

意
見
（
河

川
整
備

計
画
に

お
け
る

目
標
流
量

等
に
関

す
る
意

見
）

・
「

ダ
ム

事
業

の
検

証
に

係
る

検
討

に
関

す
る

再
評

価
実

施
要

領
細

目
」

に
お

い
て

、
「

複
数

の
治

水
対

策
案

は
、

河
川

整
備

計
画

に
お

い
て

想
定

し
て

い
る

目
標

と
同

程
度

の
目

標
を

達
成

す
る
こ

と
を
基

本
と
し

て
立

案
す
る

。
」

と
規

定
さ
れ

て
い

ま
す
。

・
肱

川
水

系
河

川
整

備
計

画
に

お
け

る
目

標
流

量
は

、
河

川
法

施
行

令
第

十
条

の
規

定
に

基
づ

き
、

過
去

の
主

要
な

洪
水

の
状

況
に

加
え

、
当

該
地

域
の

開
発

の
状

況
等

を
総

合
的

に
考

慮
し

て
設
定

し
て
い

ま
す
。

・
具

体
的

に
は

、
戦

後
最
大
洪

水
で
あ
る

昭
和

20
年

9
月
洪

水
と

ピ
ー
ク

流
量

が
同
規

模
の
洪
水

を
安

全
に

流
下

さ
せ

る
た

め
、

基
準

地
点

大
洲

に
お

い
て

5
,
00
0
m
3
/
s
と

し
、

流
域

内
の

洪
水

調
節

施
設

(
ダ

ム
)
に

よ
り

1
,
10
0
m
3
/
sを

調
節
し

、
河
道
へ

の
配

分
流

量
を

3
,
90
0
m
3 /
sと

し
て

い
ま
す
。

・
河

川
整

備
計

画
の

時
の

検
討

に
お

い
て

は
、

様
々

な
洪

水
に

対
応

で
き

る
よ

う
、

過
去

の
主

要
な

4
洪

水
(
昭

和
3
6
年

9
月

洪
水

型
、

昭
和

47
年

9
月

洪
水

型
、

昭
和

55
年

7
月

洪
水

型
、

平
成

2
年

9
月

洪
水

型
)
を

対
象

と
し

て
い

ま
す

。
そ

の
結

果
、

4
洪

水
に

対
し

て
、

下
流

の
河

川
改

修
状

況
に

対
応

し
た

ダ
ム

操
作

ル
ー

ル
に

見
直

す
こ

と
に

よ
り

、
野

村
ダ

ム
と

鹿
野

川
ダ

ム
（

現
状

）
で

45
0
～

9
0
0m

3
/
s
の

洪
水

調
節

効
果

を
発

揮
し

ま
す

。
一

方
、

河
道

に
お

い
て

は
、

指
定

区
間

の
菅

田
地

区
な

ど
の

堤
防

整
備

を
完

了
さ

せ
る

こ
と

に
よ

り
3,
9
00
m
3
/s

に
対

応
す

る
こ

と
が

で
き

ま
す

。
そ

の
た

め
、

河
道

と
現

状
2
ダ

ム
の

洪
水

処
理

能
力

を
合
わ

せ
て

も
、

20
0
～

6
50

m
3
/
s
の

洪
水

処
理

能
力

が
不

足
し

て
い

る
こ

と
か

ら
、

洪
水

処
理

能
力

を
確

保
す
る
た

め
に
、

鹿
野
川

ダ
ム

の
改
造

と
山

鳥
坂

ダ
ム
建

設
と

な
っ
て

い
ま
す
。

・
ま

た
、

目
標

流
量

5
,0

0
0m

3
/s

で
の

過
去

の
主

要
な

4
洪

水
に

対
す

る
3
ダ

ム
(
鹿

野
川

ダ
ム

改
造

含
み

、
野

村
ダ

ム
、

山
鳥

坂
ダ

ム
)
の

洪
水

調
節

効
果

は
、

1,
1
0
0
～

1,
4
00
m
3
/
s
と

な
り

ま
す

。
計

画
対

象
洪

水
4
洪

水
の

い
ず

れ
に

お
い

て
も

目
標

流
量

5
,0
0
0m

3
/
s
を

安
全

に
流

下
さ

せ
る

た
め

、
こ

の
4
洪

水
で

河
道

整
備

流
量

が
最

も
大

き
く

な
る

3
,
90
0
m
3
/s

を
河

道
へ

の
配

分
流
量
と

し
、
ダ

ム
に
よ

り
洪

水
調
節

を
1
,1
0
0m

3
/
sと

し
て
い

ま
す
。

・
こ

の
よ

う
に

、
治

水
対

策
の

立
案

に
あ

た
っ

て
は

、
整

備
計

画
対

象
４

洪
水

に
お

い
て

、
山

鳥
坂

ダ
ム

と
同

等
の

治
水

効
果

を
持

つ
よ

う
、

幅
広

い
治

水
対

策
案

に
よ

り
代

替
す

る
こ

と
と

し
て
い

ま
す
。

（
次
頁

に
続
く

）

・
平

成
7
年

、
1
6
年

、
17

年
、

2
3
年

と
大

水
害

を
繰

り
返

し
、

企
業

の
撤

退
が

続
く

中
で

、
再

度
の

被
災

は
地

方
自

治
体

の
根

幹
を

覆
す

こ
と

に
繋

が
る

も
の

で
あ

る
。

流
域

の
課

題
を

解
消

す
る

河
川

整
備

計
画

の
推

進
と

頻
発

す
る

大
水

害
か

ら
河

川
整

備
基

本
方

針
に
整

合
す
る
整

備
手
法

の
選

択
を
期

待
す
る
。

・
河

川
整

備
計

画
は

山
鳥

坂
ダ

ム
4
00

m
3
/
s
と

鹿
野

川
ダ

ム
改

造
2
50

m
3/
s
の

枠
を

捻
出

す
る

た
め

、
鹿

野
川

ダ
ム

の
能

力
7
5
0m
3
/
s
を

45
0
m
3 /
s
と

低
く

表
示

し
、

ま
た

、
目

標
流

量
を

S
3
6
年

計
画

よ
り

3
50
m
3
/
s
少

な
い

3
,9
0
0m

3
/
s
と

し
て

い
る

。
こ

れ
に
つ
い

て
合
理

的
な
説

明
が
な
い

。

・
河

川
整

備
計

画
の

目
標

1
/
40

は
通

過
点

で
、
最

近
の

気
候
変

動
を

考
え

れ
ば
、

安
全

安
心

の
た

め
に

は
更

に
大

き
な

洪
水

に
対

し
て

1/
1
0
0
の

対
策

を
行

う
必

要
が

あ
る

。
各

代
替

え
案

に
お

い
て

1
/4
0
で

終
わ

る
の

で
は

な
く

、
更

な
る

治
水

安
全

度
の

向
上
策

に
つ
い

て
示
し
た

上
で
、

対
応

策
を
決

定
す
べ
き

で
あ
る

。

・
将

来
に

わ
た

っ
て

、
安

心
し

て
暮

ら
せ

る
対
策

が
必

要
で
あ

り
、

山
鳥

坂
ダ
ム

が
な

か
っ

た
場

合
、

1
0
0
年

に
1
度

の
洪

水
に

対
応

で
き

る
の

か
。

将
来

の
こ

と
を

考
え

て
検

証
し

て
欲
し

い
。

・
代

替
案

に
お

い
て

、
1/
1
00

を
見

据
え

た
計

画
が

な
い

と
今

後
二

重
の

投
資

に
な

る
。

最
終

的
に

は
、

1
/
10
0
以

上
の

整
備

が
必

要
で

、
治

水
安

全
度

が
低

い
大

洲
市

で
は
発

展
が
望

め
な
い
。

等

1
2

★
頂
い
た
主

な
ご
意

見

検
討
主
体

の
考
え

方
ご
意

見
を
踏

ま
え
た

論
点

（
下

段
は
論

点
に
対

す
る
ご
意

見
の
例

）

分
類

番
号

◆
治
水
対
策

案
に
関

す
る
そ

の
他
の

意
見
（
河

川
整
備

計
画
に

お
け
る

目
標
流
量

等
に
関

す
る
意

見
）

・
「

ダ
ム

事
業

の
検

証
に

係
る

検
討

に
関

す
る

再
評

価
実

施
要

領
細

目
」

に
お

い
て

、
「

複
数

の
治

水
対

策
案

は
、

河
川

整
備

計
画

に
お

い
て

想
定

し
て

い
る

目
標

と
同

程
度

の
目

標
を

達
成

す
る
こ

と
を
基

本
と
し

て
立

案
す
る

。
」

と
規

定
さ
れ

て
い

ま
す
。

・
肱

川
水

系
河

川
整

備
計

画
に

お
け

る
目

標
流

量
は

、
河

川
法

施
行

令
第

十
条

の
規

定
に

基
づ

き
、

過
去

の
主

要
な

洪
水

の
状

況
に

加
え

、
当

該
地

域
の

開
発

の
状

況
等

を
総

合
的

に
考

慮
し

て
設
定

し
て
い

ま
す
。

・
具

体
的

に
は

、
戦

後
最
大
洪

水
で
あ
る

昭
和

20
年

9
月
洪

水
と

ピ
ー
ク

流
量

が
同
規

模
の
洪
水

を
安

全
に

流
下

さ
せ

る
た

め
、

基
準

地
点

大
洲

に
お

い
て

5
,
00
0
m
3
/
s
と

し
、

流
域

内
の

洪
水

調
節

施
設

(
ダ

ム
)
に

よ
り

1
,
10
0
m
3
/
sを

調
節
し

、
河
道
へ

の
配

分
流

量
を

3
,
90
0
m
3 /
sと

し
て

い
ま
す
。

・
河

川
整

備
計

画
の

時
の

検
討

に
お

い
て

は
、

様
々

な
洪

水
に

対
応

で
き

る
よ

う
、

過
去

の
主

要
な

4
洪

水
(
昭

和
3
6
年

9
月

洪
水

型
、

昭
和

47
年

9
月

洪
水

型
、

昭
和

55
年

7
月

洪
水

型
、

平
成

2
年

9
月

洪
水

型
)
を

対
象

と
し

て
い

ま
す

。
そ

の
結

果
、

4
洪

水
に

対
し

て
、

下
流

の
河

川
改

修
状

況
に

対
応

し
た

ダ
ム

操
作

ル
ー

ル
に

見
直

す
こ

と
に

よ
り

、
野

村
ダ

ム
と

鹿
野

川
ダ

ム
（

現
状

）
で

45
0
～

9
0
0m

3
/
s
の

洪
水

調
節

効
果

を
発

揮
し

ま
す

。
一

方
、

河
道

に
お

い
て

は
、

指
定

区
間

の
菅

田
地

区
な

ど
の

堤
防

整
備

を
完

了
さ

せ
る

こ
と

に
よ

り
3,
9
00
m
3
/s

に
対

応
す

る
こ

と
が

で
き

ま
す

。
そ

の
た

め
、

河
道

と
現

状
2
ダ

ム
の

洪
水

処
理

能
力

を
合
わ

せ
て

も
、

20
0
～

6
50

m
3
/
s
の

洪
水

処
理

能
力

が
不

足
し

て
い

る
こ

と
か

ら
、

洪
水

処
理

能
力

を
確

保
す
る
た

め
に
、

鹿
野
川

ダ
ム

の
改
造

と
山

鳥
坂

ダ
ム
建

設
と

な
っ
て

い
ま
す
。

・
ま

た
、

目
標

流
量

5
,0

0
0m

3
/s

で
の

過
去

の
主

要
な

4
洪

水
に

対
す

る
3
ダ

ム
(
鹿

野
川

ダ
ム

改
造

含
み

、
野

村
ダ

ム
、

山
鳥

坂
ダ

ム
)
の

洪
水

調
節

効
果

は
、

1,
1
0
0
～

1,
4
00
m
3
/
s
と

な
り

ま
す

。
計

画
対

象
洪

水
4
洪

水
の

い
ず

れ
に

お
い

て
も

目
標

流
量

5
,0
0
0m

3
/
s
を

安
全

に
流

下
さ

せ
る

た
め

、
こ

の
4
洪

水
で

河
道

整
備

流
量

が
最

も
大

き
く

な
る

3
,
90
0
m
3
/s

を
河

道
へ

の
配

分
流
量
と

し
、
ダ

ム
に
よ

り
洪

水
調
節

を
1
,1
0
0m

3
/
sと

し
て
い

ま
す
。

・
こ

の
よ

う
に

、
治

水
対

策
の

立
案

に
あ

た
っ

て
は

、
整

備
計

画
対

象
４

洪
水

に
お

い
て

、
山

鳥
坂

ダ
ム

と
同

等
の

治
水

効
果

を
持

つ
よ

う
、

幅
広

い
治

水
対

策
案

に
よ

り
代

替
す

る
こ

と
と

し
て
い

ま
す
。

（
次
頁

に
続
く

）

・
平

成
7
年

、
1
6
年

、
17

年
、

2
3
年

と
大

水
害

を
繰

り
返

し
、

企
業

の
撤

退
が

続
く

中
で

、
再

度
の

被
災

は
地

方
自

治
体

の
根

幹
を

覆
す

こ
と

に
繋

が
る

も
の

で
あ

る
。

流
域

の
課

題
を

解
消

す
る

河
川

整
備

計
画

の
推

進
と

頻
発

す
る

大
水

害
か

ら
河

川
整

備
基

本
方

針
に
整

合
す
る
整

備
手
法

の
選

択
を
期

待
す
る
。

・
河

川
整

備
計

画
は

山
鳥

坂
ダ

ム
4
00

m
3
/
s
と

鹿
野

川
ダ

ム
改

造
2
50

m
3/
s
の

枠
を

捻
出

す
る

た
め

、
鹿

野
川

ダ
ム

の
能

力
7
5
0m
3
/
s
を

45
0
m
3 /
s
と

低
く

表
示

し
、

ま
た

、
目

標
流

量
を

S
3
6
年

計
画

よ
り

3
50
m
3
/
s
少

な
い

3
,9
0
0m

3
/
s
と

し
て

い
る

。
こ

れ
に
つ
い

て
合
理

的
な
説

明
が
な
い

。

・
河

川
整

備
計

画
の

目
標

1
/
40

は
通

過
点

で
、
最

近
の

気
候
変

動
を

考
え

れ
ば
、

安
全

安
心

の
た

め
に

は
更

に
大

き
な

洪
水

に
対

し
て

1/
1
0
0
の

対
策

を
行

う
必

要
が

あ
る

。
各

代
替

え
案

に
お

い
て

1
/4
0
で

終
わ

る
の

で
は

な
く

、
更

な
る

治
水

安
全

度
の

向
上
策

に
つ
い

て
示
し
た

上
で
、

対
応

策
を
決

定
す
べ
き

で
あ
る

。

・
将

来
に

わ
た

っ
て

、
安

心
し

て
暮

ら
せ

る
対
策

が
必

要
で
あ

り
、

山
鳥

坂
ダ
ム

が
な

か
っ

た
場

合
、

1
0
0
年

に
1
度

の
洪

水
に

対
応

で
き

る
の

か
。

将
来

の
こ

と
を

考
え

て
検

証
し

て
欲
し

い
。

・
代

替
案

に
お

い
て

、
1/
1
00

を
見

据
え

た
計

画
が

な
い

と
今

後
二

重
の

投
資

に
な

る
。

最
終

的
に

は
、

1
/
10
0
以

上
の

整
備

が
必

要
で

、
治

水
安

全
度

が
低

い
大

洲
市

で
は
発

展
が
望

め
な
い
。

等

1
2

★
頂
い
た
主

な
ご
意

見

検
討
主
体

の
考
え

方
ご
意

見
を
踏

ま
え
た

論
点

（
下

段
は
論

点
に
対

す
る
ご
意

見
の
例

）

分
類

番
号

表
 6

.2
.1

(1
3)
 
寄
せ
ら
れ
た
ご
意
見
と
検
討
主
体
の
考
え
方

 

パ
ブ

コ
メ

 
意

見
募

集
期

間
【

H
2
4
.
8
.
8
～

H
2
4
.
9
.
7
】
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
N
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6. 関係者の意見等 

 6-22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆
治
水
対

策
案
に
関

す
る
そ

の
他
の

意
見
（
河

川
整
備

計
画
に

お
け
る
目

標
流
量

等
に
関

す
る
意

見
）

・
な

お
、

昭
和

3
6
年

当
時

の
計

画
(
肱

川
改

修
総

体
計

画
)
に

つ
い

て
は

、
分

類
番

号
１

「
具

体
的

な
治
水

対
策
案

に
つ
い

て
」

に
記
載

し
て
い
ま

す
。

・
ま

た
、

「
ダ

ム
事
業
の

検
証

に
係

る
検
討
に

関
す
る
再

評
価

実
施
要

領
細

目
」
で

は
、
「
立

案
し

た
治

水
対

策
案

を
河

川
や

流
域

の
特

性
に

応
じ

、
以

下
の

1
)
～

7
)
で

示
す

よ
う

な
評

価
軸

で
評

価
す

る
。

(
略

) 
1
)
安

全
度

(
被

害
軽

減
効

果
) 

、
(
略

)
2
)
コ

ス
ト

、
(
略

)
3
)
実

現
性

、
(
略

)
4
)
持

続
性

、
(
略

)
5
)
柔

軟
性

、
(
略

)
6
)
地

域
社

会
へ

の
影

響
、

(
略

)
7
)
環

境
へ

の
影

響
」

と
規

定
さ

れ
て

い
ま

す
。

そ
の

う
ち

「
(
略

)
1
)
安

全
度

(略
)
ロ

)
目

標
が

上
回

る
洪

水
等

が
発

生
し

た
場

合
に

ど
の

よ
う

な
状

態
と

な
る

か
」

と
規

定
さ

れ
て

お
り

、
こ

れ
に

基
づ

き
、

山
鳥

坂
ダ

ム
建

設
事

業
の

検
証

に
お

い
て

も
、

河
川

整
備

基
本

方
針

レ
ベ

ル
の

洪
水

が
発

生
し

た
場

合
や

河
川

整
備

基
本

方
針

レ
ベ

ル
よ

り
大

き
い

規
模

の
洪

水
が

発
生

し
た

場
合

ど
の
よ
う

な
状
態

に
な

る
の
か

に
つ

い
て

評
価
を

行
っ

て
い
ま

す
。

・
上

記
の

内
容

に
つ

い
て

は
、

「
山

鳥
坂

ダ
ム

建
設

事
業

の
関

係
地

方
公

共
団

体
か

ら
な

る
検

討
の
場

資
料
－

7」
に

示
し
て

い
ま
す

。

1
2

★
頂
い
た
主

な
ご
意

見

検
討
主
体

の
考
え

方
ご
意

見
を
踏

ま
え
た
論
点

（
下

段
は
論

点
に
対

す
る
ご

意
見
の
例

）

分
類

番
号

◆
治
水
対

策
案
に
関

す
る
そ

の
他
の

意
見
（
河

川
整
備

計
画
に

お
け
る
目

標
流
量

等
に
関

す
る
意

見
）

・
な

お
、

昭
和

3
6
年

当
時

の
計

画
(
肱

川
改

修
総

体
計

画
)
に

つ
い

て
は

、
分

類
番

号
１

「
具

体
的

な
治
水

対
策
案

に
つ
い

て
」

に
記
載

し
て
い
ま

す
。

・
ま

た
、

「
ダ

ム
事
業
の

検
証

に
係

る
検
討
に

関
す
る
再

評
価

実
施
要

領
細

目
」
で

は
、
「
立

案
し

た
治

水
対

策
案

を
河

川
や

流
域

の
特

性
に

応
じ

、
以

下
の

1
)
～

7
)
で

示
す

よ
う

な
評

価
軸

で
評

価
す

る
。

(
略

) 
1
)
安

全
度

(
被

害
軽

減
効

果
) 

、
(
略

)
2
)
コ

ス
ト

、
(
略

)
3
)
実

現
性

、
(
略

)
4
)
持

続
性

、
(
略

)
5
)
柔

軟
性

、
(
略

)
6
)
地

域
社

会
へ

の
影

響
、

(
略

)
7
)
環

境
へ

の
影

響
」

と
規

定
さ

れ
て

い
ま

す
。

そ
の

う
ち

「
(
略

)
1
)
安

全
度

(略
)
ロ

)
目

標
が

上
回

る
洪

水
等

が
発

生
し

た
場

合
に

ど
の

よ
う

な
状

態
と

な
る

か
」

と
規

定
さ

れ
て

お
り

、
こ

れ
に

基
づ

き
、

山
鳥

坂
ダ

ム
建

設
事

業
の

検
証

に
お

い
て

も
、

河
川

整
備

基
本

方
針

レ
ベ

ル
の

洪
水

が
発

生
し

た
場

合
や

河
川

整
備

基
本

方
針

レ
ベ

ル
よ

り
大

き
い

規
模

の
洪

水
が

発
生

し
た

場
合

ど
の
よ
う

な
状
態

に
な

る
の
か

に
つ

い
て

評
価
を

行
っ

て
い
ま

す
。

・
上

記
の

内
容

に
つ

い
て

は
、

「
山

鳥
坂

ダ
ム

建
設

事
業

の
関

係
地

方
公

共
団

体
か

ら
な

る
検

討
の
場

資
料
－

7」
に

示
し
て

い
ま
す

。

1
2

★
頂
い
た
主

な
ご
意

見

検
討
主
体

の
考
え

方
ご
意

見
を
踏

ま
え
た
論
点

（
下

段
は
論

点
に
対

す
る
ご

意
見
の
例

）

分
類

番
号

表
 6

.2
.1

(1
4)
 
寄
せ
ら
れ
た
ご
意
見
と
検
討
主
体
の
考
え
方

 

パ
ブ

コ
メ

 
意

見
募

集
期

間
【

H
2
4
.
8
.
8
～

H
2
4
.
9
.
7
】
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N
o.
12
-
2
 



6. 関係者の意見等 

 6-23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆
治
水
対
策

案
に
関

す
る
そ

の
他
の

意
見
（
目

標
を
上

回
る
洪

水
等
が

発
生
し
た

場
合
等

の
対
応

に
関
す
る

意
見
）

・
山

鳥
坂

ダ
ム

の
検

証
は

、
「

今
後

の
治

水
対

策
の

あ
り

方
に

関
す

る
有

識
者

会
議

」
が

と
り

ま
と

め
た

「
中

間
と

り
ま

と
め

」
を

踏
ま

え
て

、
国

土
交

通
大

臣
か

ら
四

国
地

方
整

備
局

に
対

し
て

、
ダ

ム
事

業
の

検
証

に
係

る
検

討
に

関
す

る
検

討
を

行
う

よ
う

、
指

示
さ

れ
る

と
と

も
に

、
検

討
の

手
順

や
方

法
を

定
め

た
「

ダ
ム

事
業

の
検

証
に

係
る

検
討

に
関

す
る

再
評

価
実

施
要

領
細

目
」

が
通

知
さ

れ
、

こ
れ

に
基

づ
き

予
断

を
持

た
ず

に
検

討
を

行
っ

て
い

ま
す

。

・
ご

指
摘

の
目

標
を

上
回

る
洪

水
が

発
生

し
た

場
合

に
対

し
ま

し
て

は
、

「
ダ

ム
事

業
の

検
証

に
係

る
検

討
に

関
す

る
再

評
価

実
施

要
領

細
目

」
に

お
い

て
、

「
立

案
し

た
治

水
対

策
案

を
河

川
や

流
域

の
特

性
に

応
じ

、
以

下
の

1
)
～

7
)
で

示
す

よ
う

な
評

価
軸

で
評

価
す

る
。

(
略

) 
1
)
安

全
度

(
被

害
軽

減
効

果
)
、

(
略

)
2
)
コ

ス
ト

、
(
略

)
3)

実
現

性
、

(
略

)
4
)
持

続
性

、
(
略

)
5
)
柔

軟
性

、
(
略

)
6
)
地

域
社

会
へ

の
影

響
、

(
略

)
7
)
環

境
へ
の

影
響

」
と
規

定
さ
れ

て
い

ま
す

。
そ

の
う

ち
「

(
略

)
1
)
安

全
度

(
略

)
ロ

)
目

標
が

上
回

る
洪

水
等
が

発
生
し

た
場

合
に

ど
の

よ
う

な
状

態
と

な
る

か
」

と
規

定
さ

れ
て

い
ま

す
。

こ
れ

に
基

づ
き

、
山

鳥
坂

ダ
ム

建
設

事
業

の
検

証
に

お
い

て
も

、
河

川
整

備
基

本
方

針
レ

ベ
ル

の
洪

水
が

発
生

し
た

場
合

及
び

河
川

整
備

基
本

方
針

よ
り

大
き

い
規

模
の

洪
水

が
発

生
し

た
場

合
、

局
地

的
な

大
雨

が
発

生
し

た
場

合
に

つ
い

て
の

評
価

及
び

地
球

温
暖

化
に
伴

う
気

候
変

化
な
ど
将

来
の

不
確

実
性

に
対

す
る
柔

軟
性
の
評

価
を

行
っ

て
い
ま

す
。

・
上

記
の

内
容

に
つ

い
て

は
、

「
山

鳥
坂

ダ
ム

建
設

事
業

の
関

係
地

方
公

共
団

体
か

ら
な

る
検

討
の
場

資
料
－

7」
に

示
し
て

い
ま
す

。

・
7
月

の
九

州
の

大
雨

が
大

洲
で

降
れ

ば
、

河
川

整
備

計
画

通
り

に
進

ん
だ

と
し

て
も

、
大

洪
水

に
な

っ
た

の
で

は
な

い
か

。
想

定
以

上
の

事
態

が
起

こ
っ

て
も

安
心

で
き

る
国

づ
く
り

を
求
め
る

。

・
全

国
各

地
で

異
常

気
象

に
よ

る
洪

水
被

害
が
多

発
し

て
い
る

今
、

い
つ

こ
の
肱

川
流

域
を

襲
っ

て
も

不
思

議
で

は
な

い
。

早
期

に
安

心
で

暮
ら

せ
る

為
に

は
ぜ

ひ
と

も
山

鳥
坂
ダ

ム
建
設

が
必
要

・
想

定
外

の
災

害
を

も
考

慮
し

た
対

策
が

急
務
。

ま
ず

は
山
鳥

坂
ダ

ム
の

早
期
実

現
を

望
む
。

・
温

暖
化

の
影

響
か

ら
か

こ
こ

数
年

の
雨

の
降
り

方
、

水
の
流

れ
方

が
大

き
く
変

化
し

て
い

る
。

だ
ん

だ
ん

と
巨

大
化

し
て

い
る

洪
水

に
対

し
、

一
刻

も
早

い
河

川
整

備
が

必
要
に

な
っ
て

い
る
。

・
昨

今
の

気
象

環
境

は
想

像
を

絶
す

る
も

の
が

あ
り

、
洪

水
に

し
て

も
渇

水
に

し
て

も
、
経

験
値
を

想
定
し
て

計
画
し

て
は

い
け
な

い
。

等
1
3

★
頂
い
た
主

な
ご
意

見

検
討
主
体

の
考
え

方
ご
意

見
を
踏

ま
え
た

論
点

（
下

段
は
論

点
に
対

す
る
ご
意

見
の
例

）

分
類

番
号

◆
治
水
対
策

案
に
関

す
る
そ

の
他
の

意
見
（
目

標
を
上

回
る
洪

水
等
が

発
生
し
た

場
合
等

の
対
応

に
関
す
る

意
見
）

・
山

鳥
坂

ダ
ム

の
検

証
は

、
「

今
後

の
治

水
対

策
の

あ
り

方
に

関
す

る
有

識
者

会
議

」
が

と
り

ま
と

め
た

「
中

間
と

り
ま

と
め

」
を

踏
ま

え
て

、
国

土
交

通
大

臣
か

ら
四

国
地

方
整

備
局

に
対

し
て

、
ダ

ム
事

業
の

検
証

に
係

る
検

討
に

関
す

る
検

討
を

行
う

よ
う

、
指

示
さ

れ
る

と
と

も
に

、
検

討
の

手
順

や
方

法
を

定
め

た
「

ダ
ム

事
業

の
検

証
に

係
る

検
討

に
関

す
る

再
評

価
実

施
要

領
細

目
」

が
通

知
さ

れ
、

こ
れ

に
基

づ
き

予
断

を
持

た
ず

に
検

討
を

行
っ

て
い

ま
す

。

・
ご

指
摘

の
目

標
を

上
回

る
洪

水
が

発
生

し
た

場
合

に
対

し
ま

し
て

は
、

「
ダ

ム
事

業
の

検
証

に
係

る
検

討
に

関
す

る
再

評
価

実
施

要
領

細
目

」
に

お
い

て
、

「
立

案
し

た
治

水
対

策
案

を
河

川
や

流
域

の
特

性
に

応
じ

、
以

下
の

1
)
～

7
)
で

示
す

よ
う

な
評

価
軸

で
評

価
す

る
。

(
略

) 
1
)
安

全
度

(
被

害
軽

減
効

果
)
、

(
略

)
2
)
コ

ス
ト

、
(
略

)
3)

実
現

性
、

(
略

)
4
)
持

続
性

、
(
略

)
5
)
柔

軟
性

、
(
略

)
6
)
地

域
社

会
へ

の
影

響
、

(
略

)
7
)
環

境
へ
の

影
響

」
と
規

定
さ
れ

て
い

ま
す

。
そ

の
う

ち
「

(
略

)
1
)
安

全
度

(
略

)
ロ

)
目

標
が

上
回

る
洪

水
等
が

発
生
し

た
場

合
に

ど
の

よ
う

な
状

態
と

な
る

か
」

と
規

定
さ

れ
て

い
ま

す
。

こ
れ

に
基

づ
き

、
山

鳥
坂

ダ
ム

建
設

事
業

の
検

証
に

お
い

て
も

、
河

川
整

備
基

本
方

針
レ

ベ
ル

の
洪

水
が

発
生

し
た

場
合

及
び

河
川

整
備

基
本

方
針

よ
り

大
き

い
規

模
の

洪
水

が
発

生
し

た
場

合
、

局
地

的
な

大
雨

が
発

生
し

た
場

合
に

つ
い

て
の

評
価

及
び

地
球

温
暖

化
に
伴

う
気

候
変

化
な
ど
将

来
の

不
確

実
性

に
対

す
る
柔

軟
性
の
評

価
を

行
っ

て
い
ま

す
。

・
上

記
の

内
容

に
つ

い
て

は
、

「
山

鳥
坂

ダ
ム

建
設

事
業

の
関

係
地

方
公

共
団

体
か

ら
な

る
検

討
の
場

資
料
－

7」
に

示
し
て

い
ま
す

。

・
7
月

の
九

州
の

大
雨

が
大

洲
で

降
れ

ば
、

河
川

整
備

計
画

通
り

に
進

ん
だ

と
し

て
も

、
大

洪
水

に
な

っ
た

の
で

は
な

い
か

。
想

定
以

上
の

事
態

が
起

こ
っ

て
も

安
心

で
き

る
国

づ
く
り

を
求
め
る

。

・
全

国
各

地
で

異
常

気
象

に
よ

る
洪

水
被

害
が
多

発
し

て
い
る

今
、

い
つ

こ
の
肱

川
流

域
を

襲
っ

て
も

不
思

議
で

は
な

い
。

早
期

に
安

心
で

暮
ら

せ
る

為
に

は
ぜ

ひ
と

も
山

鳥
坂
ダ

ム
建
設

が
必
要

・
想

定
外

の
災

害
を

も
考

慮
し

た
対

策
が

急
務
。

ま
ず

は
山
鳥

坂
ダ

ム
の

早
期
実

現
を

望
む
。

・
温

暖
化

の
影

響
か

ら
か

こ
こ

数
年

の
雨

の
降
り

方
、

水
の
流

れ
方

が
大

き
く
変

化
し

て
い

る
。

だ
ん

だ
ん

と
巨

大
化

し
て

い
る

洪
水

に
対

し
、

一
刻

も
早

い
河

川
整

備
が

必
要
に

な
っ
て

い
る
。

・
昨

今
の

気
象

環
境

は
想

像
を

絶
す

る
も

の
が

あ
り

、
洪

水
に

し
て

も
渇

水
に

し
て

も
、
経

験
値
を

想
定
し
て

計
画
し

て
は

い
け
な

い
。

等
1
3

★
頂
い
た
主

な
ご
意

見

検
討
主
体

の
考
え

方
ご
意

見
を
踏

ま
え
た

論
点

（
下

段
は
論

点
に
対

す
る
ご
意

見
の
例

）

分
類

番
号

表
 6

.2
.1

(1
5)
 
寄
せ
ら
れ
た
ご
意
見
と
検
討
主
体
の
考
え
方

 

パ
ブ

コ
メ

 
意

見
募

集
期

間
【

H
2
4
.
8
.
8
～

H
2
4
.
9
.
7
】
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6. 関係者の意見等 

 6-24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆
具
体
的
な

流
水
の

正
常
な

機
能
の

維
持
対
策

案
（
植

松
堰
の

廃
止
に
よ

る
流
量

の
確
保

）
の
提

案
に
つ
い

て

・
「

ダ
ム

事
業

の
検

証
に

係
る

検
討

に
関

す
る

再
評

価
実

施
要

領
細

目
」

に
お

い
て

、
複

数
の

流
水

の
正

常
な

機
能

の
維

持
対

策
案

は
、

「
河

川
整

備
計

画
で

想
定

し
て

い
る

目
標

と
同

程
度

の
目

標
を

達
成

す
る

こ
と

を
基

本
と

し
た

対
策

案
を

立
案

し
、

評
価

す
る

。
」

と
規

定
さ

れ
て
お
り

、
こ
れ

に
基
づ

い
て

検
討
を

行
っ

て
い

ま
す
。

・
対

策
案

の
立

案
に

当
た

っ
て

は
、

大
洲

地
点

に
お

い
て
冬
期

以
外
概
ね

6
.5
m
3
/s
、

冬
期

概
ね

5
.
5
m
3 /
s
、

鹿
野

川
ダ

ム
直

下
冬

期
以

外
概

ね
6
.0

m
3
/
s
、

冬
期

概
ね

3
.2
m
3
/s

、
山

鳥
坂

ダ
ム

直
下

通
年

概
ね

0
.5

m
3
/
s
の

確
保

と
自

然
な

流
れ

の
回

復
を

目
標

と
し

て
検

討
を

行
っ

て
い

ま
す

。

・
植

松
堰

廃
止

の
ご

意
見
に
つ

い
て
は
、

河
辺
川

に
お
け

る
必

要
流
量
を

1年
を

通
し

て
確
保
で

き
な

い
こ

と
に

加
え

て
、

大
洲

地
点

及
び

鹿
野

川
ダ

ム
直

下
地

点
に

お
い

て
も

確
保

で
き

な
い

た
め

河
川

整
備

計
画

で
想

定
し

て
い

る
目

標
と

同
程

度
の

目
標

を
達

成
す

る
こ

と
は

で
き

ま
せ
ん
。

・
な

お
、

流
水

の
正

常
な
機
能

の
維
持
対

策
案
と

し
て
立

案
し

た
9案

に
つ
い

て
は
、

植
松
堰
へ

の
流

入
量

が
0.

5
m
3
/s

を
上

回
る

場
合

に
は

0.
5
m
3
/s

を
放

流
す

る
(
流

入
量

と
放

流
量

の
差

分
は

現
状

と
同

様
に

鹿
野

川
ダ

ム
貯

水
池

に
導

水
)
、

流
入

量
が

0
.5

m
3
/
s
を

下
回

る
場

合
に

は
流

入
量

を
そ

の
ま

ま
放

流
す

る
と

い
っ

た
水

運
用

で
検

討
し

て
お

り
、

ご
提

案
の

趣
旨

は
含

ま
れ
て
い

る
と
考

え
て
い

ま
す

。

・
ダ

ム
建

設
の

有
無

に
か

か
わ

ら
ず

、
植

松
堰
の

廃
止

も
可
能

な
の

で
は

な
い
か

。
そ

れ
に
よ

り
、
毎
秒

0
.5
ト

ン
を
下

流
へ
流

す
こ
と

に
す

れ
ば
よ
い

。

1
4

★
頂
い
た
主

な
ご
意

見

検
討
主
体

の
考
え

方
ご
意

見
を
踏

ま
え
た

論
点

（
下

段
は
論

点
に
対

す
る
ご
意

見
の
例

）

分
類

番
号

◆
具
体
的
な

流
水
の

正
常
な

機
能
の

維
持
対
策

案
（
植

松
堰
の

廃
止
に
よ

る
流
量

の
確
保

）
の
提

案
に
つ
い

て

・
「

ダ
ム

事
業

の
検

証
に

係
る

検
討

に
関

す
る

再
評

価
実

施
要

領
細

目
」

に
お

い
て

、
複

数
の

流
水

の
正

常
な

機
能

の
維

持
対

策
案

は
、

「
河

川
整

備
計

画
で

想
定

し
て

い
る

目
標

と
同

程
度

の
目

標
を

達
成

す
る

こ
と

を
基

本
と

し
た

対
策

案
を

立
案

し
、

評
価

す
る

。
」

と
規

定
さ

れ
て
お
り

、
こ
れ

に
基
づ

い
て

検
討
を

行
っ

て
い

ま
す
。

・
対

策
案

の
立

案
に

当
た

っ
て

は
、

大
洲

地
点

に
お

い
て
冬
期

以
外
概
ね

6
.5
m
3
/s
、

冬
期

概
ね

5
.
5
m
3 /
s
、

鹿
野

川
ダ

ム
直

下
冬

期
以

外
概

ね
6
.0

m
3
/
s
、

冬
期

概
ね

3
.2
m
3
/s

、
山

鳥
坂

ダ
ム

直
下

通
年

概
ね

0
.5

m
3
/
s
の

確
保

と
自

然
な

流
れ

の
回

復
を

目
標

と
し

て
検

討
を

行
っ

て
い

ま
す

。

・
植

松
堰

廃
止

の
ご

意
見
に
つ

い
て
は
、

河
辺
川

に
お
け

る
必

要
流
量
を

1年
を

通
し

て
確
保
で

き
な

い
こ

と
に

加
え

て
、

大
洲

地
点

及
び

鹿
野

川
ダ

ム
直

下
地

点
に

お
い

て
も

確
保

で
き

な
い

た
め

河
川

整
備

計
画

で
想

定
し

て
い

る
目

標
と

同
程

度
の

目
標

を
達

成
す

る
こ

と
は

で
き

ま
せ
ん
。

・
な

お
、

流
水

の
正

常
な
機
能

の
維
持
対

策
案
と

し
て
立

案
し

た
9案

に
つ
い

て
は
、

植
松
堰
へ

の
流

入
量

が
0.

5
m
3
/s

を
上

回
る

場
合

に
は

0.
5
m
3
/s

を
放

流
す

る
(
流

入
量

と
放

流
量

の
差

分
は

現
状

と
同

様
に

鹿
野

川
ダ

ム
貯

水
池

に
導

水
)
、

流
入

量
が

0
.5

m
3
/
s
を

下
回

る
場

合
に

は
流

入
量

を
そ

の
ま

ま
放

流
す

る
と

い
っ

た
水

運
用

で
検

討
し

て
お

り
、

ご
提

案
の

趣
旨

は
含

ま
れ
て
い

る
と
考

え
て
い

ま
す

。

・
ダ

ム
建

設
の

有
無

に
か

か
わ

ら
ず

、
植

松
堰
の

廃
止

も
可
能

な
の

で
は

な
い
か

。
そ

れ
に
よ

り
、
毎
秒

0
.5
ト

ン
を
下

流
へ
流

す
こ
と

に
す

れ
ば
よ
い

。

1
4

★
頂
い
た
主

な
ご
意

見

検
討
主
体

の
考
え

方
ご
意

見
を
踏

ま
え
た

論
点

（
下

段
は
論

点
に
対

す
る
ご
意

見
の
例

）

分
類

番
号

表
 6

.2
.1

(1
6)
 
寄
せ
ら
れ
た
ご
意
見
と
検
討
主
体
の
考
え
方

 

パ
ブ

コ
メ

 
意

見
募

集
期

間
【

H
2
4
.
8
.
8
～

H
2
4
.
9
.
7
】
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6. 関係者の意見等 

 6-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆
複
数
の
流

水
の
正

常
な
機

能
の
維

持
対
策
案

に
係
る

概
略
検

討
及
び
抽

出
に
対

す
る
意

見
（
流

水
の
正
常

な
機
能

の
維
持

対
策
案
（

全
般
）

に
関
す

る
意
見
）

・
山

鳥
坂

ダ
ム

の
検

証
は

、
「

今
後

の
治

水
対

策
の

あ
り

方
に

関
す

る
有

識
者

会
議

」
が

と
り

ま
と

め
た

「
中

間
と

り
ま

と
め

」
を

踏
ま

え
て

、
国

土
交

通
大

臣
か

ら
四

国
地

方
整

備
局

に
対

し
て

、
ダ

ム
事

業
の

検
証

に
係

る
検

討
を

行
う

よ
う

、
指

示
さ

れ
る

と
と

も
に

、
検

討
の

手
順

や
方

法
を

定
め

た
「

ダ
ム

事
業

の
検

証
に

係
る

検
討

に
関

す
る

再
評

価
実

施
要

領
細

目
」
が
通

知
さ
れ

、
こ
れ

に
基

づ
き
予

断
を
持
た

ず
に
検

討
を

行
っ
て

い
ま
す
。

・
「

ダ
ム

事
業

の
検

証
に

係
る

検
討

に
関

す
る

再
評

価
実

施
要

領
細

目
」

で
は

、
17

の
流

水
の

正
常
な
機

能
の
維

持
方
策

と
6つ

の
評
価

軸
が

示
さ
れ

て
い
ま
す

。

･
山

鳥
坂

ダ
ム

の
検

証
で
は

、
「

ダ
ム

事
業
の
検

証
に
係

る
検

討
に
関

す
る
再
評

価
実
施

要
領

細
目

」
に

示
さ

れ
て

い
る

1
7
の

流
水

の
正

常
な

機
能

の
維

持
方

策
を

参
考

に
、

肱
川

の
河

川
特

性
や

流
域

特
性

に
応

じ
た

複
数

の
流

水
の

正
常

な
機

能
の

維
持

対
策

案
を

立
案

・
抽

出
し

、
抽

出
し

た
対

策
案

に
つ

い
て

6
つ

の
評

価
軸

ご
と

の
評

価
を

行
っ

た
う

え
で

、
総

合
的
な

観
点

か
ら

肱
川

に
お

け
る

最
適

な
流

水
の

正
常

な
機

能
の

維
持

対
策

案
を

選
定

し
て

い
く

こ
と

と
し

て
い
ま

す
。

・
上

記
の

内
容

に
つ

い
て

は
、

「
山

鳥
坂

ダ
ム

建
設

事
業

の
関

係
地

方
公

共
団

体
か

ら
な

る
検

討
の
場

資
料
－

1
0及

び
参
考

資
料
－

4」
に

示
し
て

い
ま
す
。

・
大

洲
の

優
位

性
は

、
豊

富
な

土
地

と
水

で
あ
る

。
土

地
・
建

物
の

信
頼

と
そ
の

流
通

の
増

加
を

期
待

し
、

他
の

地
域

と
差

別
化

が
図

れ
る

水
資

源
の

確
保

に
配

慮
を

お
願

い
す
る

。

・
目

標
（

正
常

流
量
の

達
成
）
お

よ
び
動

植
物

の
保
護

の
観
点
か

ら
評
価

す
べ

き
。

・
新

た
な

対
策

案
を

掲
げ

、
そ

れ
ら

を
評

価
し
た

う
え

で
、
再

度
検

討
し

、
現
行

案
の

ダ
ム

に
よ

る
流

水
計

画
が

そ
れ

ら
よ

り
適

し
て

い
る

と
認

め
ら

れ
る

な
ら

ば
、

そ
れ

を
実
行

す
べ
き
。

等

1
5

★
頂
い
た
主

な
ご
意

見

検
討
主
体

の
考
え

方
ご
意

見
を
踏

ま
え
た

論
点

（
下

段
は
論

点
に
対

す
る
ご
意

見
の
例

）

分
類

番
号

◆
複
数
の
流

水
の
正

常
な
機

能
の
維

持
対
策
案

に
係
る

概
略
検

討
及
び
抽

出
に
対

す
る
意

見
（
流

水
の
正
常

な
機
能

の
維
持

対
策
案
（

全
般
）

に
関
す

る
意
見
）

・
山

鳥
坂

ダ
ム

の
検

証
は

、
「

今
後

の
治

水
対

策
の

あ
り

方
に

関
す

る
有

識
者

会
議

」
が

と
り

ま
と

め
た

「
中

間
と

り
ま

と
め

」
を

踏
ま

え
て

、
国

土
交

通
大

臣
か

ら
四

国
地

方
整

備
局

に
対

し
て

、
ダ

ム
事

業
の

検
証

に
係

る
検

討
を

行
う

よ
う

、
指

示
さ

れ
る

と
と

も
に

、
検

討
の

手
順

や
方

法
を

定
め

た
「

ダ
ム

事
業

の
検

証
に

係
る

検
討

に
関

す
る

再
評

価
実

施
要

領
細

目
」
が
通

知
さ
れ

、
こ
れ

に
基

づ
き
予

断
を
持
た

ず
に
検

討
を

行
っ
て

い
ま
す
。

・
「

ダ
ム

事
業

の
検

証
に

係
る

検
討

に
関

す
る

再
評

価
実

施
要

領
細

目
」

で
は

、
17

の
流

水
の

正
常
な
機

能
の
維

持
方
策

と
6つ

の
評
価

軸
が

示
さ
れ

て
い
ま
す

。

･
山

鳥
坂

ダ
ム

の
検

証
で
は

、
「

ダ
ム

事
業
の
検

証
に
係

る
検

討
に
関

す
る
再
評

価
実
施

要
領

細
目

」
に

示
さ

れ
て

い
る

1
7
の

流
水

の
正

常
な

機
能

の
維

持
方

策
を

参
考

に
、

肱
川

の
河

川
特

性
や

流
域

特
性

に
応

じ
た

複
数

の
流

水
の

正
常

な
機

能
の

維
持

対
策

案
を

立
案

・
抽

出
し

、
抽

出
し

た
対

策
案

に
つ

い
て

6
つ

の
評

価
軸

ご
と

の
評

価
を

行
っ

た
う

え
で

、
総

合
的
な

観
点

か
ら

肱
川

に
お

け
る

最
適

な
流

水
の

正
常

な
機

能
の

維
持

対
策

案
を

選
定

し
て

い
く

こ
と

と
し

て
い
ま

す
。

・
上

記
の

内
容

に
つ

い
て

は
、

「
山

鳥
坂

ダ
ム

建
設

事
業

の
関

係
地

方
公

共
団

体
か

ら
な

る
検

討
の
場

資
料
－

1
0及

び
参
考

資
料
－

4」
に

示
し
て

い
ま
す
。

・
大

洲
の

優
位

性
は

、
豊

富
な

土
地

と
水

で
あ
る

。
土

地
・
建

物
の

信
頼

と
そ
の

流
通

の
増

加
を

期
待

し
、

他
の

地
域

と
差

別
化

が
図

れ
る

水
資

源
の

確
保

に
配

慮
を

お
願

い
す
る

。

・
目

標
（

正
常

流
量
の

達
成
）
お

よ
び
動

植
物

の
保
護

の
観
点
か

ら
評
価

す
べ

き
。

・
新

た
な

対
策

案
を

掲
げ

、
そ

れ
ら

を
評

価
し
た

う
え

で
、
再

度
検

討
し

、
現
行

案
の

ダ
ム

に
よ

る
流

水
計

画
が

そ
れ

ら
よ

り
適

し
て

い
る

と
認

め
ら

れ
る

な
ら

ば
、

そ
れ

を
実
行

す
べ
き
。

等

1
5

★
頂
い
た
主

な
ご
意

見

検
討
主
体

の
考
え

方
ご
意

見
を
踏

ま
え
た

論
点

（
下

段
は
論

点
に
対

す
る
ご
意

見
の
例

）

分
類

番
号

表
 6

.2
.1

(1
7)
 
寄
せ
ら
れ
た
ご
意
見
と
検
討
主
体
の
考
え
方
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◆
複
数
の
流

水
の
正

常
な
機

能
の
維

持
対
策
案

に
係
る

概
略
検

討
及
び
抽

出
に
対

す
る
意

見
（
ダ

ム
を
含
む

流
水
の

正
常
な

機
能
の
維

持
対
策

案
に
関

す
る
意

見
)

・
山

鳥
坂

ダ
ム

建
設

事
業

を
含

む
流

水
の

正
常

な
機

能
の

維
持

の
目

標
は

、
平

成
16

年
に

策
定

さ
れ

た
肱

川
水

系
河

川
整

備
計

画
で

あ
り

、
山

鳥
坂

ダ
ム

を
建

設
す

る
と

と
も

に
既

設
鹿

野
川

ダ
ム

を
改

造
す

る
こ

と
に

よ
り

、
肱

川
の

清
流

復
活

を
目

指
し

、
河

川
水

の
利

用
の

維
持

、
動
植

物
の
保

護
、
流

水
の

清
潔
の

保
持
等
に

必
要
な

流
量

を
確
保

す
る
も
の

で
す
。

・
山

鳥
坂

ダ
ム

の
検

証
は

、
「

今
後

の
治

水
対

策
の

あ
り

方
に

関
す

る
有

識
者

会
議

」
が

と
り

ま
と

め
た

「
中

間
と

り
ま

と
め

」
を

踏
ま

え
て

、
国

土
交

通
大

臣
か

ら
四

国
地

方
整

備
局

に
対

し
て

、
ダ

ム
事

業
の

検
証

に
係

る
検

討
を

行
う

よ
う

、
指

示
さ

れ
る

と
と

も
に

、
検

討
の

手
順

や
方

法
を

定
め

た
「

ダ
ム

事
業

の
検

証
に

係
る

検
討

に
関

す
る

再
評

価
実

施
要

領
細

目
」
が

通
知
さ
れ

、
こ
れ

に
基

づ
き
予

断
を
持
た

ず
に
検

討
を

行
っ
て

い
ま
す
。

･
山

鳥
坂

ダ
ム

の
検

証
で
は

、
「

ダ
ム

事
業
の
検

証
に
係

る
検

討
に
関

す
る
再
評

価
実
施

要
領

細
目

」
に

示
さ

れ
て

い
る

1
7
の

流
水

の
正

常
な

機
能

の
維

持
方

策
を

参
考

に
、

河
川

整
備

計
画

に
お

い
て

想
定

し
て

い
る

目
標

と
同

程
度

の
目

標
を

達
成

す
る

こ
と

を
基

本
と

し
て

、
肱

川
の

河
川

特
性

や
流

域
特

性
に

応
じ

た
複

数
の

流
水

の
正

常
な

機
能

の
維

持
対

策
案

を
立

案
・

抽
出

し
、

抽
出

し
た

対
策

案
に

つ
い

て
6
つ

の
評

価
軸

ご
と

の
評

価
を

行
っ

た
う

え
で
、

総
合

的
な

観
点

か
ら

肱
川

に
お

け
る

最
適

な
流

水
の

正
常

な
機

能
の

維
持

対
策

を
選

定
し

て
い

く
こ

と
と
し

て
い
ま

す
。

・
上

記
の

内
容

に
つ

い
て

は
、

「
山

鳥
坂

ダ
ム

建
設

事
業

の
関

係
地

方
公

共
団

体
か

ら
な

る
検

討
の
場

資
料
－

1
0及

び
参
考

資
料
－

4」
に

示
し
て

い
ま
す
。

・
平

成
21

年
・

2
3
年

と
渇

水
を

経
験

す
る

と
水
資

源
の

重
要
性

を
改

め
て

痛
感
し

て
い

る
。

河
川

維
持

用
水

の
確

保
は

、
肱

川
流

域
の

住
民

に
と

っ
て

必
要

不
可

欠
な

も
の

で
あ
り

、
そ
の
内

容
を
も

つ
河
川

整
備

計
画
の
推

進
を
早

期
に
実

施
す

べ
き
。

・
肱

川
の

水
質

を
改

善
す

る
に

は
、

汚
濁

負
荷
量

の
削

減
と
流
量

の
増
加

が
両
輪

で
あ

る
。
そ

の
う
ち
流

量
確
保

の
た
め

に
は

、
ダ
ム
案

し
か
な

い
と
思

う
。

・
永

続
的

に
鵜

飼
や

カ
ヌ

ー
や

芋
炊

き
が

行
え
る

よ
う

、
安
定

し
た
水
量

の
確
保

が
大

切
。
そ

の
た
め
に

は
ダ
ム

で
の
水

量
調

整
が
必
要

。

・
森

林
再

生
等

地
下

水
の

貯
留

に
も

限
界

が
あ
り

、
水

を
有
効

利
用
す
る

に
は
ダ

ム
に

よ
る

貯
留

が
重

要
と

考
え

て
い

る
。

河
川

環
境

容
量

と
洪

水
調

節
容

量
を

併
せ

持
っ

た
山
鳥

坂
ダ
ム
は

肱
川
流

域
に
必

要
。

・
「

水
郷

大
洲

」
の

名
に

は
じ

な
い

清
流

の
復
活

の
為

、
整
備

計
画

を
進

め
る
べ

き
で

あ
る
。

・
ダ

ム
は

水
を

汚
く

す
る

。
今

は
、

昔
の

面
影
は

な
い

。
ダ
ム

な
ど
と
い

う
有
害

な
物

は
こ
れ

以
上
作
る

べ
き
で

は
な
い

。

等
1
6

★
頂
い
た
主

な
ご
意

見

検
討
主
体

の
考
え

方
ご
意

見
を
踏

ま
え
た
論
点

（
下

段
は
論

点
に
対

す
る
ご

意
見
の
例

）

分
類

番
号

◆
複
数
の
流

水
の
正

常
な
機

能
の
維

持
対
策
案

に
係
る

概
略
検

討
及
び
抽

出
に
対

す
る
意

見
（
ダ

ム
を
含
む

流
水
の

正
常
な

機
能
の
維

持
対
策

案
に
関

す
る
意

見
)

・
山

鳥
坂

ダ
ム

建
設

事
業

を
含

む
流

水
の

正
常

な
機

能
の

維
持

の
目

標
は

、
平

成
16

年
に

策
定

さ
れ

た
肱

川
水

系
河

川
整

備
計

画
で

あ
り

、
山

鳥
坂

ダ
ム

を
建

設
す

る
と

と
も

に
既

設
鹿

野
川

ダ
ム

を
改

造
す

る
こ

と
に

よ
り

、
肱

川
の

清
流

復
活

を
目

指
し

、
河

川
水

の
利

用
の

維
持

、
動
植

物
の
保

護
、
流

水
の

清
潔
の

保
持
等
に

必
要
な

流
量

を
確
保

す
る
も
の

で
す
。

・
山

鳥
坂

ダ
ム

の
検

証
は

、
「

今
後

の
治

水
対

策
の

あ
り

方
に

関
す

る
有

識
者

会
議

」
が

と
り

ま
と

め
た

「
中

間
と

り
ま

と
め

」
を

踏
ま

え
て

、
国

土
交

通
大

臣
か

ら
四

国
地

方
整

備
局

に
対

し
て

、
ダ

ム
事

業
の

検
証

に
係

る
検

討
を

行
う

よ
う

、
指

示
さ

れ
る

と
と

も
に

、
検

討
の

手
順

や
方

法
を

定
め

た
「

ダ
ム

事
業

の
検

証
に

係
る

検
討

に
関

す
る

再
評

価
実

施
要

領
細

目
」
が

通
知
さ
れ

、
こ
れ

に
基

づ
き
予

断
を
持
た

ず
に
検

討
を

行
っ
て

い
ま
す
。

･
山

鳥
坂

ダ
ム

の
検

証
で
は

、
「

ダ
ム

事
業
の
検

証
に
係

る
検

討
に
関

す
る
再
評

価
実
施

要
領

細
目

」
に

示
さ

れ
て

い
る

1
7
の

流
水

の
正

常
な

機
能

の
維

持
方

策
を

参
考

に
、

河
川

整
備

計
画

に
お

い
て

想
定

し
て

い
る

目
標

と
同

程
度

の
目

標
を

達
成

す
る

こ
と

を
基

本
と

し
て

、
肱

川
の

河
川

特
性

や
流

域
特

性
に

応
じ

た
複

数
の

流
水

の
正

常
な

機
能

の
維

持
対

策
案

を
立

案
・

抽
出

し
、

抽
出

し
た

対
策

案
に

つ
い

て
6
つ

の
評

価
軸

ご
と

の
評

価
を

行
っ

た
う

え
で
、

総
合

的
な

観
点

か
ら

肱
川

に
お

け
る

最
適

な
流

水
の

正
常

な
機

能
の

維
持

対
策

を
選

定
し

て
い

く
こ

と
と
し

て
い
ま

す
。

・
上

記
の

内
容

に
つ

い
て

は
、

「
山

鳥
坂

ダ
ム

建
設

事
業

の
関

係
地

方
公

共
団

体
か

ら
な

る
検

討
の
場

資
料
－

1
0及

び
参
考

資
料
－

4」
に

示
し
て

い
ま
す
。

・
平

成
21

年
・

2
3
年

と
渇

水
を

経
験

す
る

と
水
資

源
の

重
要
性

を
改

め
て

痛
感
し

て
い

る
。

河
川

維
持

用
水

の
確

保
は

、
肱

川
流

域
の

住
民

に
と

っ
て

必
要

不
可

欠
な

も
の

で
あ
り

、
そ
の
内

容
を
も

つ
河
川

整
備

計
画
の
推

進
を
早

期
に
実

施
す

べ
き
。

・
肱

川
の

水
質

を
改

善
す

る
に

は
、

汚
濁

負
荷
量

の
削

減
と
流
量

の
増
加

が
両
輪

で
あ

る
。
そ

の
う
ち
流

量
確
保

の
た
め

に
は

、
ダ
ム
案

し
か
な

い
と
思

う
。

・
永

続
的

に
鵜

飼
や

カ
ヌ

ー
や

芋
炊

き
が

行
え
る

よ
う

、
安
定

し
た
水
量

の
確
保

が
大

切
。
そ

の
た
め
に

は
ダ
ム

で
の
水

量
調

整
が
必
要

。

・
森

林
再

生
等

地
下

水
の

貯
留

に
も

限
界

が
あ
り

、
水

を
有
効

利
用
す
る

に
は
ダ

ム
に

よ
る

貯
留

が
重

要
と

考
え

て
い

る
。

河
川

環
境

容
量

と
洪

水
調

節
容

量
を

併
せ

持
っ

た
山
鳥

坂
ダ
ム
は

肱
川
流

域
に
必

要
。

・
「

水
郷

大
洲

」
の

名
に

は
じ

な
い

清
流

の
復
活

の
為

、
整
備

計
画

を
進

め
る
べ

き
で

あ
る
。

・
ダ

ム
は

水
を

汚
く

す
る

。
今

は
、

昔
の

面
影
は

な
い

。
ダ
ム

な
ど
と
い

う
有
害

な
物

は
こ
れ

以
上
作
る

べ
き
で

は
な
い

。

等
1
6

★
頂
い
た
主

な
ご
意

見

検
討
主
体

の
考
え

方
ご
意

見
を
踏

ま
え
た
論
点

（
下

段
は
論

点
に
対

す
る
ご

意
見
の
例

）

分
類

番
号

表
 6

.2
.1

(1
8)
 
寄
せ
ら
れ
た
ご
意
見
と
検
討
主
体
の
考
え
方
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.
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6. 関係者の意見等 

 6-27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆
抽
出
し
た

流
水
の

正
常
な

機
能
の

維
持
対
策

案
に
対

す
る
意

見
（
河
道

外
貯
留

施
設
(
貯

水
池
)
を
含
む
流

水
の
正

常
な
機

能
の
維
持

対
策
案

に
関
す

る
意
見

）

・
「

ダ
ム

事
業

の
検

証
に

係
る

検
討

に
関

す
る

再
評

価
実

施
要

領
細

目
」

に
お

い
て

、
「

流
水

の
正

常
な

機
能

の
維

持
対

策
案

は
、

以
下

の
1)

～
1
7
)
を

参
考

に
し

て
、

幅
広
い

方
策
を

組
み

合
わ

せ
て

検
討

す
る

。
(
略

)
5)

河
道

外
貯

留
施

設
(
貯

水
池

)
」

と
規
定

さ
れ
て

い
ま
す

。
こ

れ
に

基
づ

き
、

河
道

外
貯

留
施

設
(
貯

水
池

)
を

含
む

流
水

の
正

常
な

機
能

の
維

持
対

策
案

に
つ

い
て
も

検
討
を

行
っ
て

い
ま

す
。

・
具

体
的

に
は

、
「
ダ
ム

事
業

の
検

証
に
係
る

検
討
に

関
す

る
再
評

価
実
施
要

領
細
目

」
に

基
づ

き
検

討
を

行
っ

た
9
の

流
水

の
正

常
な

機
能

の
維

持
対

策
案

の
う

ち
、

1
案

に
お

い
て

、
河

道
外

貯
留

施
設

(
貯

水
池

)
を

含
ん

で
い

ま
す

。
ま

た
、

流
水

の
正

常
な

機
能

の
維

持
対

策
案

の
比

較
検

討
の

結
果

と
し

て
、

最
終

的
に

「
山

鳥
坂

ダ
ム

を
含

ま
な

い
流

水
の

正
常

な
機

能
の

維
持

対
策

案
」

と
し

て
、

抽
出

し
た

3
案

の
う

ち
1
案

は
、

河
道

外
貯

留
施

設
(
貯

水
池

)
を

含
ん
で
い

ま
す
。

・
｢
ダ

ム
事

業
の

検
証

に
係

る
検

討
に

関
す

る
再

評
価

実
施

要
領

細
目

｣
に

お
い

て
、

「
立

案
し

た
流

水
の

正
常

な
機

能
の

維
持

対
策

案
を

河
川

や
流

域
の

特
性

に
応

じ
、

以
下

の
1
)
～

6)
で

示
す

よ
う

な
評

価
軸

で
評

価
す

る
。

1
)
目

標
、

(
略

）
2
)
コ

ス
ト

、
(
略

)
3
)
実

現
性

、
(
略

)
4
)
持

続
性

、
(
略

)
5
)
地

域
社

会
へ

の
影

響
、

(
略

)
6)

環
境

へ
の

影
響

」
と

規
定

さ
れ

て
い

ま
す

。
こ

れ
に

基
づ

き
、

山
鳥

坂
ダ

ム
建

設
事

業
の

検
証

に
お

い
て

も
、

目
標

、
コ

ス
ト

、
家

屋
や

農
地

等
用

地
買

収
な

ど
の

実
現

性
・

地
域

社
会

へ
の

影
響

及
び

環
境

へ
の

影
響

に
つ

い
て
、
そ

れ
ぞ
れ

評
価
を

行
っ

て
い
ま

す
。

・
上

記
の

内
容

に
つ

い
て

は
、

「
山

鳥
坂

ダ
ム

建
設

事
業

の
関

係
地

方
公

共
団

体
か

ら
な

る
検

討
の
場

資
料
－

1
0及

び
参
考

資
料
－

4」
に

示
し
て

い
ま
す
。

・
貯

水
地

施
設

に
お

い
て

も
用

地
取

得
住

民
の
移

転
等

で
、
住

民
と

の
問

題
が
発

生
す

る
。

・
新

た
な

河
道

外
貯

留
施

設
が

治
水

対
策

案
の
抽

出
と

し
て
上

が
っ

て
い

る
が
、

対
象

と
な
る

地
域
住

民
及
び
環

境
面
に

大
き

な
影
響

を
与
え
る

も
の
で

あ
る
。

1
7

★
頂
い
た
主

な
ご
意

見

検
討
主
体

の
考
え

方
ご
意

見
を
踏

ま
え
た

論
点

（
下

段
は
論

点
に
対

す
る
ご
意

見
の
例

）

分
類

番
号

◆
抽
出
し
た

流
水
の

正
常
な

機
能
の

維
持
対
策

案
に
対

す
る
意

見
（
河
道

外
貯
留

施
設
(
貯

水
池
)
を
含
む
流

水
の
正

常
な
機

能
の
維
持

対
策
案

に
関
す

る
意
見

）

・
「

ダ
ム

事
業

の
検

証
に

係
る

検
討

に
関

す
る

再
評

価
実

施
要

領
細

目
」

に
お

い
て

、
「

流
水

の
正

常
な

機
能

の
維

持
対

策
案

は
、

以
下

の
1)

～
1
7
)
を

参
考

に
し

て
、

幅
広
い

方
策
を

組
み

合
わ

せ
て

検
討

す
る

。
(
略

)
5)

河
道

外
貯

留
施

設
(
貯

水
池

)
」

と
規
定

さ
れ
て

い
ま
す

。
こ

れ
に

基
づ

き
、

河
道

外
貯

留
施

設
(
貯

水
池

)
を

含
む

流
水

の
正

常
な

機
能

の
維

持
対

策
案

に
つ

い
て
も

検
討
を

行
っ
て

い
ま

す
。

・
具

体
的

に
は

、
「
ダ
ム

事
業

の
検

証
に
係
る

検
討
に

関
す

る
再
評

価
実
施
要

領
細
目

」
に

基
づ

き
検

討
を

行
っ

た
9
の

流
水

の
正

常
な

機
能

の
維

持
対

策
案

の
う

ち
、

1
案

に
お

い
て

、
河

道
外

貯
留

施
設

(
貯

水
池

)
を

含
ん

で
い

ま
す

。
ま

た
、

流
水

の
正

常
な

機
能

の
維

持
対

策
案

の
比

較
検

討
の

結
果

と
し

て
、

最
終

的
に

「
山

鳥
坂

ダ
ム

を
含

ま
な

い
流

水
の

正
常

な
機

能
の

維
持

対
策

案
」

と
し

て
、

抽
出

し
た

3
案

の
う

ち
1
案

は
、

河
道

外
貯

留
施

設
(
貯

水
池

)
を

含
ん
で
い

ま
す
。

・
｢
ダ

ム
事

業
の

検
証

に
係

る
検

討
に

関
す

る
再

評
価

実
施

要
領

細
目

｣
に

お
い

て
、

「
立

案
し

た
流

水
の

正
常

な
機

能
の

維
持

対
策

案
を

河
川

や
流

域
の

特
性

に
応

じ
、

以
下

の
1
)
～

6)
で

示
す

よ
う

な
評

価
軸

で
評

価
す

る
。

1
)
目

標
、

(
略

）
2
)
コ

ス
ト

、
(
略

)
3
)
実

現
性

、
(
略

)
4
)
持

続
性

、
(
略

)
5
)
地

域
社

会
へ

の
影

響
、

(
略

)
6)

環
境

へ
の

影
響

」
と

規
定

さ
れ

て
い

ま
す

。
こ

れ
に

基
づ

き
、

山
鳥

坂
ダ

ム
建

設
事

業
の

検
証

に
お

い
て

も
、

目
標

、
コ

ス
ト

、
家

屋
や

農
地

等
用

地
買

収
な

ど
の

実
現

性
・

地
域

社
会

へ
の

影
響

及
び

環
境

へ
の

影
響

に
つ

い
て
、
そ

れ
ぞ
れ

評
価
を

行
っ

て
い
ま

す
。

・
上

記
の

内
容

に
つ

い
て

は
、

「
山

鳥
坂

ダ
ム

建
設

事
業

の
関

係
地

方
公

共
団

体
か

ら
な

る
検

討
の
場

資
料
－

1
0及

び
参
考

資
料
－

4」
に

示
し
て

い
ま
す
。

・
貯

水
地

施
設

に
お

い
て

も
用

地
取

得
住

民
の
移

転
等

で
、
住

民
と

の
問

題
が
発

生
す

る
。

・
新

た
な

河
道

外
貯

留
施

設
が

治
水

対
策

案
の
抽

出
と

し
て
上

が
っ

て
い

る
が
、

対
象

と
な
る

地
域
住

民
及
び
環

境
面
に

大
き

な
影
響

を
与
え
る

も
の
で

あ
る
。

1
7

★
頂
い
た
主

な
ご
意

見

検
討
主
体

の
考
え

方
ご
意

見
を
踏

ま
え
た

論
点

（
下

段
は
論

点
に
対

す
る
ご
意

見
の
例

）

分
類

番
号

表
 6

.2
.1

(1
9)
 
寄
せ
ら
れ
た
ご
意
見
と
検
討
主
体
の
考
え
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6. 関係者の意見等 
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◆
抽
出
し
た

流
水
の

正
常
な

機
能
の

維
持
対
策

案
に
対

す
る
意

見
（
海
水

淡
水
化

を
含
む

流
水
の

正
常
な
機

能
の
維

持
対
策

案
に
関
す

る
意
見

）

・
海

水
淡

水
化

を
含

む
流

水
の

正
常

な
機

能
の

維
持

対
策

案
に

つ
い

て
も

、
「

ダ
ム

事
業

の
検

証
に

係
る

検
討

に
関

す
る

再
評

価
実

施
要

領
細

目
」

に
お

い
て

、
「

流
水

の
正

常
な

機
能

の
維

持
対

策
案

は
、

以
下

の
1
)
～

1
7
)
を

参
考

に
し

て
、

幅
広

い
方

策
を

組
み

合
わ

せ
て
検

討
す

る
。

(
略

)
1
1)

海
水

淡
水

化
」

と
規

定
さ

れ
て

お
り

、
こ

れ
に

基
づ

き
検

討
を

行
っ

て
い

ま
す

。

・
具

体
的

に
は

、
9
の

流
水

の
正

常
な

機
能

の
維

持
対

策
案

の
う

ち
、

1
案

に
お

い
て

、
海

水
淡

水
化

を
含

ん
で

お
り

、
ま

た
、

流
水

の
正

常
な

機
能

の
維

持
対

策
案

の
比

較
検

討
の

結
果

と
し

て
、

最
終

的
に

「
山

鳥
坂

ダ
ム

を
含

ま
な

い
流

水
の

正
常

な
機

能
の

維
持

対
策

案
」

と
し

て
、
抽
出

し
た

3案
の

う
ち

1案
は

、
海

水
淡
水
化

を
含
ん

で
い

ま
す
。

・
｢
ダ

ム
事

業
の

検
証

に
係

る
検

討
に

関
す

る
再

評
価

実
施

要
領

細
目

｣
に

お
い

て
、

「
立

案
し

た
流

水
の

正
常

な
機

能
の

維
持

対
策

案
を

河
川

や
流

域
の

特
性

に
応

じ
、

以
下

の
1
)
～

6)
で

示
す

よ
う

な
評

価
軸

で
評

価
す

る
。

1
)
目

標
、

(
略

)
2
)
コ

ス
ト

、
(
略

)
3
)
実

現
性

、
(
略

)
4
)
持

続
性

、
(
略

)
5
)
地

域
社

会
へ

の
影

響
、

(
略

)
6)

環
境

へ
の

影
響

」
と

規
定

さ
れ

て
い

ま
す

。
こ

れ
に

基
づ

き
、

山
鳥

坂
ダ

ム
建

設
事

業
の

検
証

に
お

い
て

も
、

目
標

、
コ

ス
ト

、
家

屋
や

農
地

等
用

地
買

収
な

ど
の

実
現

性
・

地
域

社
会

へ
の

影
響

及
び

環
境

へ
の

影
響

に
つ

い
て
、
そ

れ
ぞ
れ

評
価
を

行
っ

て
い
ま

す
。

・
上

記
の

内
容

に
つ

い
て

は
、

「
山

鳥
坂

ダ
ム

建
設

事
業

の
関

係
地

方
公

共
団

体
か

ら
な

る
検

討
の
場

資
料
－

1
0及

び
参
考

資
料
－

4」
に

示
し
て

い
ま
す
。

・
流

水
の

正
常

な
機

能
の

維
持

対
策

案
に

つ
い

て
は

、
3
つ

の
中

で
一

番
コ

ス
ト

の
低

い
③
の

海
水
淡

水
化
案
に

お
の
ず

と
決

る
の
で

は
な
い
か

。

・
海

水
淡

水
化

、
野

村
ダ

ム
の

か
さ

上
げ

、
鹿

野
川

・
京

造
地

区
堤

防
整

備
の

為
の

1
4
0
戸

移
転

等
々

コ
ス

ト
面

、
住

民
合

意
も

不
可

能
な

実
現

性
に

乏
し

い
代

替
案

ば
か

り
で

あ
る
。

・
海

水
の

淡
水

化
は

技
術

的
に

は
可

能
と

思
う
が

、
淡

水
化
し

た
水

を
パ

イ
プ
ラ

イ
ン

で
送

り
流

水
の

正
常

な
機

能
の

維
持

の
対

策
案

と
す

る
こ

と
に

つ
い

て
は

あ
ま

り
現

実
的
で

は
な
い

。

1
8

★
頂
い
た
主

な
ご
意

見

検
討
主
体

の
考
え

方
ご
意

見
を
踏

ま
え
た

論
点

（
下

段
は
論

点
に
対

す
る
ご
意

見
の
例

）

分
類

番
号

◆
抽
出
し
た

流
水
の

正
常
な

機
能
の

維
持
対
策

案
に
対

す
る
意

見
（
海
水

淡
水
化

を
含
む

流
水
の

正
常
な
機

能
の
維

持
対
策

案
に
関
す

る
意
見

）

・
海

水
淡

水
化

を
含

む
流

水
の

正
常

な
機

能
の

維
持

対
策

案
に

つ
い

て
も

、
「

ダ
ム

事
業

の
検

証
に

係
る

検
討

に
関

す
る

再
評

価
実

施
要

領
細

目
」

に
お

い
て

、
「

流
水

の
正

常
な

機
能

の
維

持
対

策
案

は
、

以
下

の
1
)
～

1
7
)
を

参
考

に
し

て
、

幅
広

い
方

策
を

組
み

合
わ

せ
て
検

討
す

る
。

(
略

)
1
1)

海
水

淡
水

化
」

と
規

定
さ

れ
て

お
り

、
こ

れ
に

基
づ

き
検

討
を

行
っ

て
い

ま
す

。

・
具

体
的

に
は

、
9
の

流
水

の
正

常
な

機
能

の
維

持
対

策
案

の
う

ち
、

1
案

に
お

い
て

、
海

水
淡

水
化

を
含

ん
で

お
り

、
ま

た
、

流
水

の
正

常
な

機
能

の
維

持
対

策
案

の
比

較
検

討
の

結
果

と
し

て
、

最
終

的
に

「
山

鳥
坂

ダ
ム

を
含

ま
な

い
流

水
の

正
常

な
機

能
の

維
持

対
策

案
」

と
し

て
、
抽
出

し
た

3案
の

う
ち

1案
は

、
海

水
淡
水
化

を
含
ん

で
い

ま
す
。

・
｢
ダ

ム
事

業
の

検
証

に
係

る
検

討
に

関
す

る
再

評
価

実
施

要
領

細
目

｣
に

お
い

て
、

「
立

案
し

た
流

水
の

正
常

な
機

能
の

維
持

対
策

案
を

河
川

や
流

域
の

特
性

に
応

じ
、

以
下

の
1
)
～

6)
で

示
す

よ
う

な
評

価
軸

で
評

価
す

る
。

1
)
目

標
、

(
略

)
2
)
コ

ス
ト

、
(
略

)
3
)
実

現
性

、
(
略

)
4
)
持

続
性

、
(
略

)
5
)
地

域
社

会
へ

の
影

響
、

(
略

)
6)

環
境

へ
の

影
響

」
と

規
定

さ
れ

て
い

ま
す

。
こ

れ
に

基
づ

き
、

山
鳥

坂
ダ

ム
建

設
事

業
の

検
証

に
お

い
て

も
、

目
標

、
コ

ス
ト

、
家

屋
や

農
地

等
用

地
買

収
な

ど
の

実
現

性
・

地
域

社
会

へ
の

影
響

及
び

環
境

へ
の

影
響

に
つ

い
て
、
そ

れ
ぞ
れ

評
価
を

行
っ

て
い
ま

す
。

・
上

記
の

内
容

に
つ

い
て

は
、

「
山

鳥
坂

ダ
ム

建
設

事
業

の
関

係
地

方
公

共
団

体
か

ら
な

る
検

討
の
場

資
料
－

1
0及

び
参
考

資
料
－

4」
に

示
し
て

い
ま
す
。

・
流

水
の

正
常

な
機

能
の

維
持

対
策

案
に

つ
い

て
は

、
3
つ

の
中

で
一

番
コ

ス
ト

の
低

い
③
の

海
水
淡

水
化
案
に

お
の
ず

と
決

る
の
で

は
な
い
か

。

・
海

水
淡

水
化

、
野

村
ダ

ム
の

か
さ

上
げ

、
鹿

野
川

・
京

造
地

区
堤

防
整

備
の

為
の

1
4
0
戸

移
転

等
々

コ
ス

ト
面

、
住

民
合

意
も

不
可

能
な

実
現

性
に

乏
し

い
代

替
案

ば
か

り
で

あ
る
。

・
海

水
の

淡
水

化
は

技
術

的
に

は
可

能
と

思
う
が

、
淡

水
化
し

た
水

を
パ

イ
プ
ラ

イ
ン

で
送

り
流

水
の

正
常

な
機

能
の

維
持

の
対

策
案

と
す

る
こ

と
に

つ
い

て
は

あ
ま

り
現

実
的
で

は
な
い

。

1
8

★
頂
い
た
主

な
ご
意

見

検
討
主
体

の
考
え

方
ご
意

見
を
踏

ま
え
た

論
点

（
下

段
は
論

点
に
対

す
る
ご
意

見
の
例

）

分
類

番
号

表
 6

.2
.1

(2
0)
 
寄
せ
ら
れ
た
ご
意
見
と
検
討
主
体
の
考
え
方

 

パ
ブ

コ
メ

 
意

見
募

集
期

間
【

H
2
4
.
8
.
8
～

H
2
4
.
9
.
7
】
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
N
o.
18
 



6. 関係者の意見等 

 6-29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆
抽
出
し
た

流
水
の

正
常
な

機
能
の

維
持
対
策

案
に
対

す
る
意

見
（
ダ
ム

の
有
効

活
用
を

含
む
流

水
の
正
常

な
機
能

の
維
持

対
策
案
に

関
す
る

意
見
）

・
「

ダ
ム

事
業

の
検

証
に

係
る

検
討

に
関

す
る

再
評

価
実

施
要

領
細

目
」

に
基

づ
き

、
ダ

ム
再

開
発

(
か

さ
上

げ
・

掘
削

)
を

含
む

流
水

の
正

常
な

機
能

の
維

持
対

策
案

に
つ

い
て

も
検

討
を

行
っ

て
い

ま
す

。
具

体
的

に
は

、
9
の

流
水

の
正

常
な

機
能

の
維

持
対

策
案

の
う

ち
、

6
案

に
お

い
て

、
ダ

ム
の

有
効

活
用

(
か

さ
上

げ
・

掘
削

)
を

含
ん

で
い

ま
す

。
ま

た
、

流
水

の
正

常
な

機
能

の
維

持
対

策
案

の
概

略
評

価
を

行
い

、
最

終
的

に
「

山
鳥

坂
ダ

ム
を

含
ま

な
い

流
水

の
正

常
な

機
能

の
維

持
対

策
案

」
と

し
て

、
抽

出
し

た
3
案

の
う

ち
1
案

は
、

ダ
ム

の
有

効
活

用
(か

さ
上
げ

・
掘
削

)を
含
ん

で
い
ま

す
。

・
｢
ダ

ム
事

業
の

検
証

に
係

る
検

討
に

関
す

る
再

評
価

実
施

要
領

細
目

｣
に

お
い

て
、

「
立

案
し

た
流

水
の

正
常

な
機

能
の

維
持

対
策

案
を

河
川

や
流

域
の

特
性

に
応

じ
、

以
下

の
1
)
～

6)
で

示
す

よ
う

な
評

価
軸

で
評

価
す

る
。

1
)
目

標
、

(
略

)
2
)
コ

ス
ト

、
(
略

)
3
)
実

現
性

、
(
略

)
4
)
持

続
性

、
(
略

)
5
)
地

域
社

会
へ

の
影

響
、

(
略

)
6)

環
境

へ
の

影
響

」
と

規
定

さ
れ

て
い

ま
す

。
こ

れ
に

基
づ

き
、

山
鳥

坂
ダ

ム
建

設
事

業
の

検
証

に
お

い
て

も
、

目
標

、
コ

ス
ト

、
家

屋
や

農
地

等
用

地
買

収
な

ど
の

実
現

性
・

地
域

社
会

へ
の

影
響

及
び

環
境

へ
の

影
響

に
つ

い
て
、
そ

れ
ぞ
れ

評
価
を

行
っ

て
い
ま

す
。

・
ご

意
見

の
と

お
り

、
野

村
ダ

ム
の

か
さ

上
げ

を
含

む
流

水
の

正
常

な
機

能
の

維
持

対
策

案
を

実
施
す
る

に
当
た

っ
て
は

、
現

道
の
付

替
、

家
屋

移
転
等

を
実

施
す
る

必
要
が
あ

り
ま
す

。

・
上

記
の

内
容

に
つ

い
て

は
、

「
山

鳥
坂

ダ
ム

建
設

事
業

の
関

係
地

方
公

共
団

体
か

ら
な

る
検

討
の
場

資
料
－

1
0及

び
参
考

資
料
－

4」
に

示
し
て

い
ま
す
。

・
ダ

ム
か

さ
上

げ
で

水
位

を
上

げ
る

事
で

現
道
の

付
替

、
家
屋

の
移

転
で

、
住
民

が
納

得
す
る

だ
ろ
う

か
。

・
海

水
淡

水
化

、
野

村
ダ

ム
の

か
さ

上
げ

、
鹿

野
川

・
京

造
地

区
堤

防
整

備
の

為
の

1
4
0
戸

移
転

等
々

コ
ス

ト
面

、
住

民
合

意
も

不
可

能
な

実
現

性
に

乏
し

い
代

替
案

ば
か

り
で

あ
る
。

（
再
掲
）

1
9

★
頂
い
た
主

な
ご
意

見

検
討
主
体

の
考
え

方
ご
意

見
を
踏

ま
え
た

論
点

（
下

段
は
論

点
に
対

す
る
ご
意

見
の
例

）

分
類

番
号

◆
抽
出
し
た

流
水
の

正
常
な

機
能
の

維
持
対
策

案
に
対

す
る
意

見
（
ダ
ム

の
有
効

活
用
を

含
む
流

水
の
正
常

な
機
能

の
維
持

対
策
案
に

関
す
る

意
見
）

・
「

ダ
ム

事
業

の
検

証
に

係
る

検
討

に
関

す
る

再
評

価
実

施
要

領
細

目
」

に
基

づ
き

、
ダ

ム
再

開
発

(
か

さ
上

げ
・

掘
削

)
を

含
む

流
水

の
正

常
な

機
能

の
維

持
対

策
案

に
つ

い
て

も
検

討
を

行
っ

て
い

ま
す

。
具

体
的

に
は

、
9
の

流
水

の
正

常
な

機
能

の
維

持
対

策
案

の
う

ち
、

6
案

に
お

い
て

、
ダ

ム
の

有
効

活
用

(
か

さ
上

げ
・

掘
削

)
を

含
ん

で
い

ま
す

。
ま

た
、

流
水

の
正

常
な

機
能

の
維

持
対

策
案

の
概

略
評

価
を

行
い

、
最

終
的

に
「

山
鳥

坂
ダ

ム
を

含
ま

な
い

流
水

の
正

常
な

機
能

の
維

持
対

策
案

」
と

し
て

、
抽

出
し

た
3
案

の
う

ち
1
案

は
、

ダ
ム

の
有

効
活

用
(か

さ
上
げ

・
掘
削

)を
含
ん

で
い
ま

す
。

・
｢
ダ

ム
事

業
の

検
証

に
係

る
検

討
に

関
す

る
再

評
価

実
施

要
領

細
目

｣
に

お
い

て
、

「
立

案
し

た
流

水
の

正
常

な
機

能
の

維
持

対
策

案
を

河
川

や
流

域
の

特
性

に
応

じ
、

以
下

の
1
)
～

6)
で

示
す

よ
う

な
評

価
軸

で
評

価
す

る
。

1
)
目

標
、

(
略

)
2
)
コ

ス
ト

、
(
略

)
3
)
実

現
性

、
(
略

)
4
)
持

続
性

、
(
略

)
5
)
地

域
社

会
へ

の
影

響
、

(
略

)
6)

環
境

へ
の

影
響

」
と

規
定

さ
れ

て
い

ま
す

。
こ

れ
に

基
づ

き
、

山
鳥

坂
ダ

ム
建

設
事

業
の

検
証

に
お

い
て

も
、

目
標

、
コ

ス
ト

、
家

屋
や

農
地

等
用

地
買

収
な

ど
の

実
現

性
・

地
域

社
会

へ
の

影
響

及
び

環
境

へ
の

影
響

に
つ

い
て
、
そ

れ
ぞ
れ

評
価
を

行
っ

て
い
ま

す
。

・
ご

意
見

の
と

お
り

、
野

村
ダ

ム
の

か
さ

上
げ

を
含

む
流

水
の

正
常

な
機

能
の

維
持

対
策

案
を

実
施
す
る

に
当
た

っ
て
は

、
現

道
の
付

替
、

家
屋

移
転
等

を
実

施
す
る

必
要
が
あ

り
ま
す

。

・
上

記
の

内
容

に
つ

い
て

は
、

「
山

鳥
坂

ダ
ム

建
設

事
業

の
関

係
地

方
公

共
団

体
か

ら
な

る
検

討
の
場

資
料
－

1
0及

び
参
考

資
料
－

4」
に

示
し
て

い
ま
す
。

・
ダ

ム
か

さ
上

げ
で

水
位

を
上

げ
る

事
で

現
道
の

付
替

、
家
屋

の
移

転
で

、
住
民

が
納

得
す
る

だ
ろ
う

か
。

・
海

水
淡

水
化

、
野

村
ダ

ム
の

か
さ

上
げ

、
鹿

野
川

・
京

造
地

区
堤

防
整

備
の

為
の

1
4
0
戸

移
転

等
々

コ
ス

ト
面

、
住

民
合

意
も

不
可

能
な

実
現

性
に

乏
し

い
代

替
案

ば
か

り
で

あ
る
。

（
再
掲
）

1
9

★
頂
い
た
主

な
ご
意

見

検
討
主
体

の
考
え

方
ご
意

見
を
踏

ま
え
た

論
点

（
下

段
は
論

点
に
対

す
る
ご
意

見
の
例

）

分
類

番
号

表
 6

.2
.1

(2
1)
 
寄
せ
ら
れ
た
ご
意
見
と
検
討
主
体
の
考
え
方

 

パ
ブ

コ
メ

 
意

見
募

集
期

間
【

H
2
4
.
8
.
8
～

H
2
4
.
9
.
7
】
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
N
o.
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6. 関係者の意見等 

 6-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表
 6

.2
.1

(2
2)
 
寄
せ
ら
れ
た
ご
意
見
と
検
討
主
体
の
考
え
方

 

パ
ブ

コ
メ

 
意

見
募

集
期

間
【

H
2
4
.
8
.
8
～

H
2
4
.
9
.
7
】
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
N
o.
20
 

分
類

番
号

ご
意

見
を
踏

ま
え

た
論
点

（
下

段
は
論

点
に
対

す
る

ご
意
見

の
例

）
検
討

主
体

の
考
え

方

★
頂
い
た

主
な

ご
意
見

◆
抽
出
し

た
流

水
の
正

常
な

機
能
の

維
持

対
策
案

に
対

す
る
そ

の
他
の

意
見

（
そ
の

他
）

20

【
水

質
対

策
に
関
す

る
意

見
】

・
野
村

ダ
ム

上
流
域

の
畜
産

屎
尿

や
農
地

へ
の

有
機

肥
料
投

入
に
よ

る
河

川
へ
の

流
入

等
の

対
策

を
講
じ

る
必
要
が

あ
る

。

・
下

水
道

及
び
浄

水
槽
の

普
及

率
を
1
0
0
％
に

近
づ

け
る

こ
と

に
よ

り
肱

川
の
水

質
を

向
上

さ
せ

る
事
も

重
要
で
は

な
い

か
。

・
肱

川
流

域
の

旧
1
2
市
町

村
(平

成
16
年

4月
1
日

の
合
併

に
よ

り
1
0市

町
村

)
で

は
、
肱

川
の

水
を

き
れ

い
に

す
る
た

め
に

「
肱

川
清

流
保
全

条
例
」

を
制

定
す

る
と

と
も

に
、
様

々
な
機

関
が

参
加

し
た

「
肱

川
流

域
清

流
保

全
推
進

協
議

会
」

を
平

成
1
4年

7
月
に

設
置

し
、
流

域
全

体
で

も
川
の

汚
れ

を
少

な
く

す
る

た
め

の
取

り
組
み

を
進

め
て

い
ま

す
。

ま
た
、
市
町

村
に
お
い

て
は
、
汚
水

処
理

人
口
普

及
率

が
低

い
こ
と
か

ら
、
河

川
の

水
質

を
改
善

す
る
た
め
、
家
庭

な
ど
か

ら
出

る
汚

れ
た
水

が
直
接

川
に
流

れ
な
い
よ
う
に

す
る
た
め
下
水

道
や

合
併

浄
化
槽

等
の

整
備

を
行
っ
て
い
ま
す
。

【
水

資
源

に
関
す
る

意
見

】

・
河
辺

町
全

体
を
自

然
保
護

区
と

し
、
河

辺
町

か
ら

流
れ
て

い
る
水

を
飲

み
水
と

し
て

使
用

す
る

べ
き

で
あ

る
。

ダ
ム

は
速

く
建
設

す
べ

き
で

あ
る

が
、

目
的

を
も

う
少
し

考
え

て
ほ

し
い
。

・
河
辺

町
全

体
を
自

然
保
護

区
と

し
、
河

辺
町

か
ら

流
れ
て

い
る
水

を
飲

み
水
と

し
て

使
用

す
る

べ
き
で

あ
る
。

・
ダ

ム
検

証
の

対
象

の
山

鳥
坂
ダ

ム
に

つ
い

て
は

、
当
初

計
画

に
お

い
て

、
水

道
用
水

の
確

保
(
中

予
分

水
)を

目
的
の

一
つ

と
し
て

事
業
を

進
め
て

き
た
経

緯
は

あ
り
ま

す
が
、

現
在
は

肱
川

の
洪

水
調

節
及
び

流
水
の

正
常
な

機
能
の

維
持
を

目
的
に

事
業
を

進
め

て
い
ま
す

。
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◆
そ
の
他
の

意
見
（

山
鳥
坂

ダ
ム
建

設
事
業
の

検
証
に

係
る
検

討
全
般
に

つ
い
て

） ・
山

鳥
坂

ダ
ム

の
検

証
は

、
「

今
後

の
治

水
対

策
の

あ
り

方
に

関
す

る
有

識
者

会
議

」
が

と
り

ま
と

め
た

「
中

間
と

り
ま

と
め

」
を

踏
ま

え
て

、
｢
ダ

ム
事

業
の

検
証

に
係

る
検

討
に
関

す
る

再
評

価
実

施
要

領
細

目
」

が
通

知
さ

れ
、

こ
れ

に
基

づ
き

予
断

を
持

た
ず

に
検

討
を

行
っ

て
い

ま
す

。
ま

た
、

同
有

識
者

会
議

が
「

中
間

と
り

ま
と

め
」

に
関

し
て

平
成

2
2年

7月
に
意

見
募

集
等

を
行

い
、

そ
の

結
果

が
「

今
後

の
治

水
対

策
の

あ
り

方
に

つ
い

て
中

間
と

り
ま

と
め

（
案

）
に

関
す

る
意

見
募

集
等

の
結

果
に

つ
い

て
」

と
し

て
同

年
9
月

に
公

表
さ

れ
て

い
ま

す
。

・
そ

こ
で

は
、

「
「

で
き

る
だ

け
ダ

ム
に

た
よ

ら
な

い
治

水
」

の
「

で
き

る
だ

け
」

は
何

を
意

味
す

る
の

か
示

す
べ

き
。

」
と

の
ご

意
見

に
対

し
、

「
人

口
減

少
、

少
子

高
齢

化
、

莫
大

な
財

政
赤

字
と

い
う

現
状

を
踏

ま
え

、
税

金
の

使
い

道
を

大
き

く
変

え
て

い
か

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

と
い

う
認

識
の

も
と

、
「

で
き

る
だ

け
ダ

ム
に

た
よ

ら
な

い
治

水
」

へ
の

政
策

転
換

を
進

め
る

と
の

考
え

に
基

づ
き

、
今

後
の

治
水

対
策

に
つ

い
て

検
討

を
行

う
こ

と
と

な
っ

た
と

承
知

し
て

い
ま

す
。

ダ
ム

を
こ

と
ご

と
く

否
定

し
て

い
る

の
で

は
な

く
、

検
証

の
結

果
、

ダ
ム

事
業

を
継

続
す

る
場

合
も

あ
り

得
る

と
承

知
し

て
い

ま
す

。
(
略

)
」

、
ま

た
、

「
「

関
係

地
方

公
共

団
体

か
ら

な
る

検
討

の
場

」
は

、
設

置
す

べ
き

で
は

な
い

。
」

と
い

う
ご

意
見

に
対

し
、

「
今

回
の

個
別

ダ
ム

の
検

証
に

当
た

っ
て

は
、

治
水

対
策

案
に

つ
い

て
こ

れ
ま

で
の

河
川

を
中

心
と

し
た

対
策

に
加

え
て

流
域

を
中

心
と

し
た

対
策

を
含

め
て

幅
広

く
検

討
す

る
こ

と
等

が
重

要
で

あ
る

と
考

え
て

い
ま

す
。

こ
の

よ
う

な
検

討
を

的
確

に
進

め
る

た
め

に
は

、
当

該
地

域
の

土
地

利
用

や
住

民
の

安
全

等
に

つ
い

て
様

々
な

法
令

等
に

基
づ

い
て

行
政

上
の

責
任

を
有

す
る

関
係

地
方

公
共

団
体

の
長

と
密

接
な

連
携

を
図

る
こ

と
が

重
要

で
あ

り
、

関
係

地
方

公
共

団
体

か
ら

な
る

検
討

の
場

を
設

置
す

る
こ

と
が

必
要

で
あ

る
と

考
え

て
い

ま
す

。
」

、
な

お
、

「
「

学
識

経
験

を
有

す
る

者
」

は
、

ど
の

よ
う

な
者

を
想
定
し

て
い

る
の

か
」

と
い

う
ご

意
見

に
対

し
、

「
「

学
識

経
験

を
有

す
る

者
」

は
、

河
川

法
第

1
6
条

の
2
(
河

川
整

備
計

画
)
の

第
3
項

で
規

定
す

る
「

学
識

経
験

を
有

す
る

者
」

を
想

定
し

て
い

ま
す

。
「

学
識

経
験

を
有

す
る

者
」

と
は

、
河

川
整

備
計

画
が

対
象

と
す

る
河

川
に

関
し

学
識

経
験

の
あ

る
、

河
川

工
学

の
み

な
ら

ず
、

環
境

、
都

市
計

画
、

利
水

等
の

専
門

家
等

が
想

定
さ

れ
る
と

承
知
し

て
い
ま

す
。

」
と
の

同
有
識
者

会
議
の

考
え

方
が
示

さ
れ
て
い

ま
す
。

・
山

鳥
坂

ダ
ム

建
設

事
業

の
こ

れ
ま

で
の

経
緯

を
踏

ま
え

、
上

記
の

考
え

方
に

沿
っ

て
予

断
を

持
た

ず
に

「
ダ

ム
事

業
の

検
証

に
係

る
検

討
に

関
す

る
再

評
価

実
施

要
領

細
目

」
に

基
づ

き
、
出
来

る
だ
け

速
や
か

に
対

応
方
針

（
案
）
を

と
り
ま

と
め

た
い
と

考
え
て
い

ま
す
。

・
流

域
住

民
へ

の
説

明
、

意
見

反
映

を
図

り
な
が

ら
、

河
川
整
備

計
画
と

い
っ
た

最
良

の
計

画
を

選
択

し
た

。
そ

の
内

容
を

検
証

す
る

こ
と

自
体

、
流

域
の

特
性

や
経

緯
に

配
慮
が

な
い
。

・
今

ま
で

推
進

し
て
き

た
ダ
ム
建

設
を
覆

す
こ

と
自

体
が

税
金

の
無
駄

遣
い

で
あ

る
。

・
肱

川
流

域
で

は
、

河
川

整
備

計
画

立
案

の
時

に
、

ダ
ム

案
が

良
い

と
地

元
の

8
割

が
た

の
合

意
を

得
、

法
律

で
決

め
ら

れ
た

に
も

拘
ら

ず
、

挙
句

の
果

て
に

代
替

案
と

し
て

川
を

掘
る

と
言

い
出

し
た

。
こ

ん
な

悪
意

に
満

ち
た

検
証

を
計

画
し

行
う

こ
と

は
「

認
識

あ
る
過

失
」
あ
る

い
は
「

未
必

の
故
意

」
に
も
匹

敵
す
る

行
為
で

あ
る

。

・
大

洲
市

で
は

、
肱

川
の

洪
水

被
害

が
平

成
1
6年

、
1
7年

、
そ
し

て
昨
年

の
2
3年

と
頻

発
し
て

い
る
状

況
で
あ
る

。
ダ
ム

検
証

に
何

年
も

時
間

を
か
け

て
い
る
余

裕
は
な

い

・
1
0
年

程
前

、
山

鳥
坂

ダ
ム

の
是

非
に

つ
い

て
市

内
を

２
分

す
る

よ
う

な
議

論
が

あ
り

、
今

又
同

じ
様

な
こ

と
が

繰
り

返
さ

れ
て

い
る

。
肱

川
に

と
っ

て
ダ

ム
案

が
ベ

ス
ト

の
案

だ
と
思

う
。
一
刻

も
早
く

具
体
の

対
応
に

進
む

べ
き
。

・
検

討
の

場
・

幹
事

会
も

メ
ン

バ
ー

は
役

所
だ
け

の
推

進
側
だ
け

で
、
計

画
に
疑

問
を

持
つ

人
や

、
対

案
を

持
つ

人
た

ち
も

参
加

し
た

会
合

で
十

分
な

議
論

を
し

て
話

を
進

め
る
べ

き
で
あ

る
。

・
学

識
経

験
者

と
し

て
ダ

ム
建

設
に

慎
重

あ
る
い

は
批

判
的
な

学
者
も
加

え
る
べ

き
で

あ
る
。

・
検

証
は

法
令

根
拠

が
な

く
ダ

ム
を

止
め

た
い
民

主
党

の
勝
手

な
政

策
で

あ
り
河

川
法

に
基
づ

く
河
川

整
備
計
画

で
進
め

る
べ

き
で
あ

る
。

等

2
1

★
頂
い
た
主

な
ご
意

見

検
討
主
体

の
考
え

方
ご
意

見
を
踏

ま
え
た
論
点

（
下

段
は
論

点
に
対

す
る
ご

意
見
の
例

）

分
類

番
号

◆
そ
の
他
の

意
見
（

山
鳥
坂

ダ
ム
建

設
事
業
の

検
証
に

係
る
検

討
全
般
に

つ
い
て

） ・
山

鳥
坂

ダ
ム

の
検

証
は

、
「

今
後

の
治

水
対

策
の

あ
り

方
に

関
す

る
有

識
者

会
議

」
が

と
り

ま
と

め
た

「
中

間
と

り
ま

と
め

」
を

踏
ま

え
て

、
｢
ダ

ム
事

業
の

検
証

に
係

る
検

討
に
関

す
る

再
評

価
実

施
要

領
細

目
」

が
通

知
さ

れ
、

こ
れ

に
基

づ
き

予
断

を
持

た
ず

に
検

討
を

行
っ

て
い

ま
す

。
ま

た
、

同
有

識
者

会
議

が
「

中
間

と
り

ま
と

め
」

に
関

し
て

平
成

2
2年

7月
に
意

見
募

集
等

を
行

い
、

そ
の

結
果

が
「

今
後

の
治

水
対

策
の

あ
り

方
に

つ
い

て
中

間
と

り
ま

と
め

（
案

）
に

関
す

る
意

見
募

集
等

の
結

果
に

つ
い

て
」

と
し

て
同

年
9
月

に
公

表
さ

れ
て

い
ま

す
。

・
そ

こ
で

は
、

「
「

で
き

る
だ

け
ダ

ム
に

た
よ

ら
な

い
治

水
」

の
「

で
き

る
だ

け
」

は
何

を
意

味
す

る
の

か
示

す
べ

き
。

」
と

の
ご

意
見

に
対

し
、

「
人

口
減

少
、

少
子

高
齢

化
、

莫
大

な
財

政
赤

字
と

い
う

現
状

を
踏

ま
え

、
税

金
の

使
い

道
を

大
き

く
変

え
て

い
か

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

と
い

う
認

識
の

も
と

、
「

で
き

る
だ

け
ダ

ム
に

た
よ

ら
な

い
治

水
」

へ
の

政
策

転
換

を
進

め
る

と
の

考
え

に
基

づ
き

、
今

後
の

治
水

対
策

に
つ

い
て

検
討

を
行

う
こ

と
と

な
っ

た
と

承
知

し
て

い
ま

す
。

ダ
ム

を
こ

と
ご

と
く

否
定

し
て

い
る

の
で

は
な

く
、

検
証

の
結

果
、

ダ
ム

事
業

を
継

続
す

る
場

合
も

あ
り

得
る

と
承

知
し

て
い

ま
す

。
(
略

)
」

、
ま

た
、

「
「

関
係

地
方

公
共

団
体

か
ら

な
る

検
討

の
場

」
は

、
設

置
す

べ
き

で
は

な
い

。
」

と
い

う
ご

意
見

に
対

し
、

「
今

回
の

個
別

ダ
ム

の
検

証
に

当
た

っ
て

は
、

治
水

対
策

案
に

つ
い

て
こ

れ
ま

で
の

河
川

を
中

心
と

し
た

対
策

に
加

え
て

流
域

を
中

心
と

し
た

対
策

を
含

め
て

幅
広

く
検

討
す

る
こ

と
等

が
重

要
で

あ
る

と
考

え
て

い
ま

す
。

こ
の

よ
う

な
検

討
を

的
確

に
進

め
る

た
め

に
は

、
当

該
地

域
の

土
地

利
用

や
住

民
の

安
全

等
に

つ
い

て
様

々
な

法
令

等
に

基
づ

い
て

行
政

上
の

責
任

を
有

す
る

関
係

地
方

公
共

団
体

の
長

と
密

接
な

連
携

を
図

る
こ

と
が

重
要

で
あ

り
、

関
係

地
方

公
共

団
体

か
ら

な
る

検
討

の
場

を
設

置
す

る
こ

と
が

必
要

で
あ

る
と

考
え

て
い

ま
す

。
」

、
な

お
、

「
「

学
識

経
験

を
有

す
る

者
」

は
、

ど
の

よ
う

な
者

を
想
定
し

て
い

る
の

か
」

と
い

う
ご

意
見

に
対

し
、

「
「

学
識

経
験

を
有

す
る

者
」

は
、

河
川

法
第

1
6
条

の
2
(
河

川
整

備
計

画
)
の

第
3
項

で
規

定
す

る
「

学
識

経
験

を
有

す
る

者
」

を
想

定
し

て
い

ま
す

。
「

学
識

経
験

を
有

す
る

者
」

と
は

、
河

川
整

備
計

画
が

対
象

と
す

る
河

川
に

関
し

学
識

経
験

の
あ

る
、

河
川

工
学

の
み

な
ら

ず
、

環
境

、
都

市
計

画
、

利
水

等
の

専
門

家
等

が
想

定
さ

れ
る
と

承
知
し

て
い
ま

す
。

」
と
の

同
有
識
者

会
議
の

考
え

方
が
示

さ
れ
て
い

ま
す
。

・
山

鳥
坂

ダ
ム

建
設

事
業

の
こ

れ
ま

で
の

経
緯

を
踏

ま
え

、
上

記
の

考
え

方
に

沿
っ

て
予

断
を

持
た

ず
に

「
ダ

ム
事

業
の

検
証

に
係

る
検

討
に

関
す

る
再

評
価

実
施

要
領

細
目

」
に

基
づ

き
、
出
来

る
だ
け

速
や
か

に
対

応
方
針

（
案
）
を

と
り
ま

と
め

た
い
と

考
え
て
い

ま
す
。

・
流

域
住

民
へ

の
説

明
、

意
見

反
映

を
図

り
な
が

ら
、

河
川
整
備

計
画
と

い
っ
た

最
良

の
計

画
を

選
択

し
た

。
そ

の
内

容
を

検
証

す
る

こ
と

自
体

、
流

域
の

特
性

や
経

緯
に

配
慮
が

な
い
。

・
今

ま
で

推
進

し
て
き

た
ダ
ム
建

設
を
覆

す
こ

と
自

体
が

税
金

の
無
駄

遣
い

で
あ

る
。

・
肱

川
流

域
で

は
、

河
川

整
備

計
画

立
案

の
時

に
、

ダ
ム

案
が

良
い

と
地

元
の

8
割

が
た

の
合

意
を

得
、

法
律

で
決

め
ら

れ
た

に
も

拘
ら

ず
、

挙
句

の
果

て
に

代
替

案
と

し
て

川
を

掘
る

と
言

い
出

し
た

。
こ

ん
な

悪
意

に
満

ち
た

検
証

を
計

画
し

行
う

こ
と

は
「

認
識

あ
る
過

失
」
あ
る

い
は
「

未
必

の
故
意

」
に
も
匹

敵
す
る

行
為
で

あ
る

。

・
大

洲
市

で
は

、
肱

川
の

洪
水

被
害

が
平

成
1
6年

、
1
7年

、
そ
し

て
昨
年

の
2
3年

と
頻

発
し
て

い
る
状

況
で
あ
る

。
ダ
ム

検
証

に
何

年
も

時
間

を
か
け

て
い
る
余

裕
は
な

い

・
1
0
年

程
前

、
山

鳥
坂

ダ
ム

の
是

非
に

つ
い

て
市

内
を

２
分

す
る

よ
う

な
議

論
が

あ
り

、
今

又
同

じ
様

な
こ

と
が

繰
り

返
さ

れ
て

い
る

。
肱

川
に

と
っ

て
ダ

ム
案

が
ベ

ス
ト

の
案

だ
と
思

う
。
一
刻

も
早
く

具
体
の

対
応
に

進
む

べ
き
。

・
検

討
の

場
・

幹
事

会
も

メ
ン

バ
ー

は
役

所
だ
け

の
推

進
側
だ
け

で
、
計

画
に
疑

問
を

持
つ

人
や

、
対

案
を

持
つ

人
た

ち
も

参
加

し
た

会
合

で
十

分
な

議
論

を
し

て
話

を
進

め
る
べ

き
で
あ

る
。

・
学

識
経

験
者

と
し

て
ダ

ム
建

設
に

慎
重

あ
る
い

は
批

判
的
な

学
者
も
加

え
る
べ

き
で

あ
る
。

・
検

証
は

法
令

根
拠

が
な

く
ダ

ム
を

止
め

た
い
民

主
党

の
勝
手

な
政

策
で

あ
り
河

川
法

に
基
づ

く
河
川

整
備
計
画

で
進
め

る
べ

き
で
あ

る
。

等

2
1

★
頂
い
た
主

な
ご
意

見

検
討
主
体

の
考
え

方
ご
意

見
を
踏

ま
え
た
論
点

（
下

段
は
論

点
に
対

す
る
ご

意
見
の
例

）
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◆
そ
の
他
の

意
見
（

生
活
再

建
に
関

す
る
意
見

）

・
山

鳥
坂

ダ
ム

の
検

証
は

、
「

今
後

の
治

水
対

策
の

あ
り

方
に

関
す

る
有

識
者

会
議

」
が

と
り

ま
と

め
た

「
中

間
と

り
ま

と
め

」
を

踏
ま

え
て

、
国

土
交

通
大

臣
か

ら
四

国
地

方
整

備
局

に
対

し
て

、
ダ

ム
事

業
の

検
証

に
係

る
検

討
を

行
う

よ
う

、
指

示
さ

れ
る

と
と

も
に

、
検

討
の

手
順

や
方

法
を

定
め

た
｢
ダ

ム
事

業
の

検
証

に
係

る
検

討
に

関
す

る
再

評
価

実
施

要
領

細
目

｣
が

通
知
さ

れ
、
こ

れ
に
基

づ
き

予
断
を

持
た
ず
に

検
討
を

行
っ

て
い
ま

す
。

・
な

お
、

山
鳥

坂
ダ

ム
建

設
事

業
の

こ
れ

ま
で

の
経

緯
も

踏
ま

え
、

出
来

る
だ

け
速

や
か

に
対

応
方
針

(案
)を

と
り

ま
と

め
た

い
と
考

え
て

い
ま

す
。

・
苦

渋
の

決
断

に
よ

っ
て

、
ダ

ム
建

設
を

受
け
入

れ
て

補
償
基

準
を

妥
結

し
て
い

る
の

で
あ

る
。

国
は

一
日

も
早

く
用

地
を

取
得

さ
れ

て
、

ダ
ム

建
設

を
推

進
す

べ
き

で
あ

る
。
補

償
基
準

の
妥
結
は

契
約
し

た
も

の
と
思

い
移
転
の

準
備
を

し
て
い

る
。

・
水

没
者

、
地

権
者

は
生

活
再

建
を

置
き

去
り
に

さ
れ

、
本
当

に
長

い
期

間
放
っ

て
お

か
れ

て
い

る
。

生
活

再
建

は
土

地
を

買
収

し
て

、
補

償
金

を
払

わ
な

い
と

解
決

で
き

な
い

。
ダ

ム
建

設
な

く
し

て
生

活
再

建
は

で
き

な
い

と
思

っ
て

い
る

。
早

く
、

建
設

に
向
け

て
取
り

組
む
べ
き

で
は
な

い
か

。

・
水

没
地

権
者

は
苦

渋
の

決
断

し
補

償
基

準
妥

結
を

行
な

っ
た

。
多

く
の

水
没

住
民

は
、

住
宅

、
墓

、
等

の
購

入
を

行
な

っ
て

い
る

。
補

償
を

早
く

行
な

っ
て

も
ら

わ
な

い
と
利

子
補
充

も
出
来
な

い
。

・
3
0
年

に
渡

る
予

備
調

査
以

来
生

活
再
建

も
地
域

振
興

も
置
き
去

り
に
さ

れ
た
ま

ま
、

や
っ

と
先

が
見

え
た

所
で

突
然

の
凍

結
、

以
来

3
年

地
域

住
民

は
老

齢
化

が
進

み
大

変
な
状

態
で
あ

る
、
一
日

も
早
く

前
進

す
べ
く

必
要
を
感

じ
る
。

・
ダ

ム
水

没
予

定
地

の
住

民
で

す
大
変

憤
り
を

感
じ

て
お
り

ま
す

。
一

日
も
早

く
凍

結
を

と
い

て
い

た
だ

い
て

ダ
ム

建
設

事
業

の
再

開
と

穏
や

か
な

生
活

に
一

日
も

早
く

も
ど
り

た
い
。

等

2
2

★
頂
い
た
主

な
ご
意

見

検
討
主
体

の
考
え

方
ご
意

見
を
踏

ま
え
た

論
点

（
下

段
は
論

点
に
対

す
る
ご
意

見
の
例

）

分
類

番
号

◆
そ
の
他
の

意
見
（

生
活
再

建
に
関

す
る
意
見

）

・
山

鳥
坂

ダ
ム

の
検

証
は

、
「

今
後

の
治

水
対

策
の

あ
り

方
に

関
す

る
有

識
者

会
議

」
が

と
り

ま
と

め
た

「
中

間
と

り
ま

と
め

」
を

踏
ま

え
て

、
国

土
交

通
大

臣
か

ら
四

国
地

方
整

備
局

に
対

し
て

、
ダ

ム
事

業
の

検
証

に
係

る
検

討
を

行
う

よ
う

、
指

示
さ

れ
る

と
と

も
に

、
検

討
の

手
順

や
方

法
を

定
め

た
｢
ダ

ム
事

業
の

検
証

に
係

る
検

討
に

関
す

る
再

評
価

実
施

要
領

細
目

｣
が

通
知
さ

れ
、
こ

れ
に
基

づ
き

予
断
を

持
た
ず
に

検
討
を

行
っ

て
い
ま

す
。

・
な

お
、

山
鳥

坂
ダ

ム
建

設
事

業
の

こ
れ

ま
で

の
経

緯
も

踏
ま

え
、

出
来

る
だ

け
速

や
か

に
対

応
方
針

(案
)を

と
り

ま
と

め
た

い
と
考

え
て

い
ま

す
。

・
苦

渋
の

決
断

に
よ

っ
て

、
ダ

ム
建

設
を

受
け
入

れ
て

補
償
基

準
を

妥
結

し
て
い

る
の

で
あ

る
。

国
は

一
日

も
早

く
用

地
を

取
得

さ
れ

て
、

ダ
ム

建
設

を
推

進
す

べ
き

で
あ

る
。
補

償
基
準

の
妥
結
は

契
約
し

た
も

の
と
思

い
移
転
の

準
備
を

し
て
い

る
。

・
水

没
者

、
地

権
者

は
生

活
再

建
を

置
き

去
り
に

さ
れ

、
本
当

に
長

い
期

間
放
っ

て
お

か
れ

て
い

る
。

生
活

再
建

は
土

地
を

買
収

し
て

、
補

償
金

を
払

わ
な

い
と

解
決

で
き

な
い

。
ダ

ム
建

設
な

く
し

て
生

活
再

建
は

で
き

な
い

と
思

っ
て

い
る

。
早

く
、

建
設

に
向
け

て
取
り

組
む
べ
き

で
は
な

い
か

。

・
水

没
地

権
者

は
苦

渋
の

決
断

し
補

償
基

準
妥

結
を

行
な

っ
た

。
多

く
の

水
没

住
民

は
、

住
宅

、
墓

、
等

の
購

入
を

行
な

っ
て

い
る

。
補

償
を

早
く

行
な

っ
て

も
ら

わ
な

い
と
利

子
補
充

も
出
来
な

い
。

・
3
0
年

に
渡

る
予

備
調

査
以

来
生

活
再
建

も
地
域

振
興

も
置
き
去

り
に
さ

れ
た
ま

ま
、

や
っ

と
先

が
見

え
た

所
で

突
然

の
凍

結
、

以
来

3
年

地
域

住
民

は
老

齢
化

が
進

み
大

変
な
状

態
で
あ

る
、
一
日

も
早
く

前
進

す
べ
く

必
要
を
感

じ
る
。

・
ダ

ム
水

没
予

定
地

の
住

民
で

す
大
変

憤
り
を

感
じ

て
お
り

ま
す

。
一

日
も
早

く
凍

結
を

と
い

て
い

た
だ

い
て

ダ
ム

建
設

事
業

の
再

開
と

穏
や

か
な

生
活

に
一

日
も

早
く

も
ど
り

た
い
。

等

2
2

★
頂
い
た
主

な
ご
意

見

検
討
主
体

の
考
え

方
ご
意

見
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論
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（
下
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論
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す
る
ご
意
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の
例

）
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6.3 意見聴取 
「山鳥坂ダム建設事業の検証に係る検討報告書（素案）」を作成した段階で、学識経験を有す

る者及び関係住民からの意見聴取を実施した。 

また、これらを踏まえ「山鳥坂ダム建設事業の検証に係る検討報告書（原案）案」を作成し、

関係地方公共団体の長からの意見聴取を実施した。 

 

6.3.1 学識経験を有する者からの意見聴取 
山鳥坂ダム建設事業の検証においては、「検証要領細目」に定められている「学識経験を有す

る者の意見」として、表 6.3.1 に示す方々から意見聴取を実施した。 

 

（1）意見聴取対象：「山鳥坂ダム建設事業の検証に係る検討報告書（素案）」 

 

（2）意 見聴取日：平成 24 年 11 月 8 日（木） 

※なお、欠席された澤田佳長氏に対しては、個別に意見を伺った。 

 

（3）意見聴取を実施した学識経験を有する者 

 

表 6.3.1 学識経験を有する者 

氏 名 役 職 等 

伊
い

福
ふく

 誠
まこと

 愛媛大学大学院 理工学研究科 教授 

大森
おおもり

 浩二
こ う じ

 愛媛大学 沿岸環境科学研究センター 准教授 

佐藤
さ と う

 晃一
こういち

 愛媛大学 名誉教授 

澤田
さ わ だ

 佳
よし

長
なが

 野生生物環境研究センター所長 

鈴木
す ず き

 幸一
こういち

 新居浜工業高等専門学校 校長 

土居
ど い

 泰
やす

正
まさ

 元大洲市立博物館長 

（敬称略 五十音順） 

 

（4）学識経験を有する者からのご意見 

学識経験を有する者から頂いた主なご意見について、以下に示す。 
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【伊福 誠氏（愛媛大学大学院 理工学研究科 教授）】 

・ 河川整備計画は 40 年程度の計画であるが、将来的には 100 年規模の検討となり、その場

合、山鳥坂ダム建設以外に河床掘削等の課題が生じる。 

・ 河床掘削を実施する場合、河道の側岸を掘削することとなるため、現状においては塩水遡

上に対して心配はないが、いずれ地下水に対して影響を与えるといった懸念がある。 

・ 長期的な気候変動などもあり、海水面の上昇も想定されることから、現計画に位置づけて

いる正常流量だけでは河川環境が維持されないのではといった懸念もある。 

・ 長期的な視野にたって予測してもらいたい。そういった予測についても、住民の方に丁寧

な説明を心がけてほしい。 

・ 簡単ではないと思うが、今後の事業の評価にあたっては、流域に居住している方々の生活

の履歴（家族・地域などへの精神的、情緒的な思い）を定量化し評価していくことを考え

てほしい。 

 

【大森 浩二氏（愛媛大学 沿岸環境科学研究センター 准教授）】 

・ 河道掘削は直接的な生息環境の破壊になる。ダムも影響があり、ダムが出来ると濁水も発

生し、土砂も捕捉する。治水上はダムがよいとしても、一般の人はダムに対してネガティ

ブなイメージを持っているので、それを解消する意味でも、環境を維持するという意味で

はもう少し改良を加えた清水（流水の正常な機能）の維持の検討も行ってもらいたい。 

・ 山鳥坂ダムは治水と、清水（流水の正常な機能）の維持という意味での利水しかない。流

れダム（流水型ダム）として普段は水を溜めないことにした方が肱川の水を汚さない。多

目的ダム、利水としての縛りが無いのであればもう少し踏み込んだ検討の余地があるので

はないかと思う。 

 

【佐藤 晃一氏（愛媛大学 名誉教授）】 

・ 代替案比較において、残事業費で比較していることに対しては少し疑問が残るものの、治

水・利水と色々な組み合わせで評価しており、ダムとの組み合わせが地域住民の生活、環

境への影響、コスト的にも優位であることが理解でき、ダムが最善である。 

・ 農林水産省の事業は受益者負担が伴うのに対し、国土交通省の事業は全額公費で実施する

ため、コストだけにとらわれず、人間の生活、自然生態系の価値を評価して欲しい。今回

の検証では、それらの評価が考慮されているが、もっと強く評価してもよいと思う。 

・ 鹿野川、野村ダムの再開発する案は、水没家屋の発生など地元の犠牲が大きいため困難。

遊水地は土地に余裕の無い肱川沿岸では困難。輪中堤や二線堤は地域を区別してしまう。

海水淡水化案、放水路案、床止めの可動堰化案については十分に評価し得ない。 

・ 治水、流水の正常な機能の維持のためには山鳥坂ダムの建設が必要である。将来的に 100

分の 1を展望するのであれば、さらに堤防のかさ上げ、河床掘削を併用するのが良く、工

期を短縮する努力も必要である。 

・ ダム建設により下流域に濁水が流下するなどマイナス効果を与えることが知られている。

アユ成育等に付する配慮は重要であり、肱川ではいもたきなど観光的な利用等も盛んであ
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る。山鳥坂ダム建設計画において選択取水設備を予定していることは適切な対応であるが、

さらに清流の確保に配慮すべきである。 

・ 環境そのものの経済性、生態系の価値などがもっと評価されてもよいと思う。 

・ 水没地域住民の決断は重く、ないがしろにしてはいけない。過去において、ダム水没地住

民の移転後、幸せになってはいないのではないか。今後の配慮すべき課題である。 

 

【澤田 佳長氏（野生生物環境研究センター所長）】 

・ 山鳥坂ダム案は、過去から様々な環境調査データをもとに評価がされていると思うが、代

替案は、具体的にどのような調査データに基づいて評価しているのかが不明だと思う。実

際に代替案を実施する場合には、詳細な調査が必要となり、当然調査期間・費用も相当要

すると思う。 

・ パブリックコメントの結果も踏まえると、いずれの案を実施する場合でも、流域の住民、

特にダム建設予定地の住民の方々のこれまでの経緯等にも十分配慮した上で、環境につい

ても十分検討していただき早急な結論を出していただきたいと思う。 

 

【鈴木 幸一氏（新居浜工業高等専門学校 校長）】 

・ 検討の努力に対して敬意を払う。 

・ 治水は、計画高水位を上げないことが基本である。設定された計画高水位をもとに、街づ

くりが進められており、また、内水の問題も生じることから、計画高水位を上げることは、

河川工学上やるべきではないと考える。 

・ 計画高水位を上げない方策としては、上流で水を貯める方策であるダムの新設・遊水地の

新設・既設ダムのルール変更・放水路の新設、河道で対応する方策である堤防のかさ上げ・

引堤・河床の掘削がある。 

・ 河川整備計画は、目標流量 5,000m3/s に対し、ダムで 1,100m3/s を調節し、3,900m3/s の

河道整備を行うものである。3,900m3/s の河道整備は、十分議論されたものでありダム以

外の案は難しい。 

・ 上流で水を貯める方策について、山鳥坂ダムが上流水没地区の理解も得ており、実現可能

と考える。遊水地や放水路は土地や費用の問題がある。 

・ 河道で対応する方策のうち河床の掘削は、現在の河床は平衡状態にあり、仮に大きく掘削

しても、洪水の発生により平衡状態に戻ると考えられ、また、どのような河床状況になる

か不明でもあり、維持が困難であると考えられる。 

・ 地元の理解、用地取得の問題など実現性を考えた場合、山鳥坂ダム案が最も合理的である

と思う。 

 

【土居 泰正氏（元大洲市立博物館長）】 

・ 肱川は先行性河川であり平野が少ないため、遊水地での対策はできない。また、河床掘削

を過度に実施すると塩水遡上の問題が生じることになる。その上、肱川は河床勾配が非常

に緩いことが対策を難しくしていると思う。その対策として、河床掘削、堤防の嵩上げ、
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既設のダムの調節、ダムの新設が考えられている。特に近年では想定外の降雨量があるこ

とも踏まえ、洪水は上流で止める必要がありダムの役割は非常に大きい。 

・ 肱川の平常時の水量が非常に少なくなっている。また、大洲は水が豊富であると思われて

いるが、渇水も起こっていることを考えると、ダムで貯留して、上手に調節して流す必要

がある。 

・ 山鳥坂ダム建設においては、貴重植物の対策を考えて欲しい。 

・ 肱川の清流の復活を目標とするならば、森林の再生による保水対策を検討する必要がある。 

・ 肱川は支川が多いので、内水対策を考える必要がある。 

 

（5）学識経験を有する者のご意見と検討主体の考え方 

学識経験を有する者から頂いた主なご意見と、それらのご意見に対する検討主体の考え

方を表 6.3.2 に示す。 
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表 6.3.2(1) 学識経験を有する者のご意見と検討主体の考え方 

学識経験を有する者の主なコメント 検討主体の考え方 

愛媛大学大学院 
理工学研究科 
教授 
伊福 誠氏 
 

・ 河川整備計画は 40 年程度の計画であるが、
将来的には 100 年規模の検討となり、その場
合、山鳥坂ダム建設以外に河床掘削等の課題
が生じる。 

 
・ 河床掘削を実施する場合、河道の側岸を掘削

することとなるため、現状においては塩水遡
上に対して心配はないが、いずれ地下水に対
して影響を与えるといった懸念がある。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・ 長期的な気候変動などもあり、海水面の上昇

も想定されることから、現計画に位置づけて
いる正常流量だけでは河川環境が維持され
ないのではといった懸念もある。 

 
 
 
・ 長期的な視野にたって予測してもらいたい。

そういった予測についても、住民の方に丁寧
な説明を心がけてほしい。 

 
 
 
・ 簡単ではないと思うが、今後の事業の評価に

あたっては、流域に居住している方々の生活
の履歴（家族・地域などへの精神的、情緒的
な思い）を定量化し評価していくことを考え
てほしい。 

 

・ 「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価
実施要領細目」（以下「検証要領細目」とい
う。）において、「複数の治水対策案は、河
川整備計画において想定している目標と同程
度の目標を達成することを基本として立案す
る。」と規定されており、これに基づいて、
「山鳥坂ダムを含む治水対策案」と「山鳥坂
ダムを含まない治水対策案」の検討を行って
います。 

 
・ 概略評価で抽出された対策案における肱川下

流の掘削は、平水位かつ朔望満潮位以上の掘
削にとどめており、最深河床高も現状のまま
維持するので、塩水遡上、地下水取水への影
響は少ないと考えています。 

 
・ 一方、長期的な視点に立ち河川整備の基本的

な方針を定めた肱川水系河川整備基本方針
(平成 15 年策定)では、基本高水のピーク流量
を基準地点大洲において 6,300m3/s(1/100※1)
とし、流域内の洪水調節施設により洪水調節
を行うとともに、堤防の新設及び拡築、河道
の掘削により河積を増大させることなどによ
り計画規模の洪水を安全に流下させることと
しています。 

 
・ ご指摘を踏まえて、引き続き、適切な河川管

理に努めてまいります。 
 
・ 検証要領細目において、複数の流水の正常な

機能の維持対策案は、「河川整備計画におい
て想定している目標と同程度の目標を達成す
ることを基本とした対策案を立案し、評価す
る。」と規定されており、これに基づいて検
討を行っています。 

 
・ ご指摘の内容については、長期的な視野に立

って、水質調査等を継続的に実施することが
必要であると考えております。なお、分析結
果等についても必要に応じて公表するなどの
配慮に努めてまいります。 

 
・ 山鳥坂ダム建設事業のこれまでの経緯を踏ま

え、出来るだけ速やかに対策方針（案）をと
りまとめたいと考えています。なお、ご指摘
の内容については、現時点において定量化す
ることは困難ではありますが、今後の検討課
題とさせていただきます。 

 
※1：年超過確率 1/100 の規模の洪水とは毎年、1 年

間にその規模を超える洪水が発生する確率が

1/100（1%）の洪水である。 
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表 6.3.2(2) 学識経験を有する者のご意見と検討主体の考え方 

学識経験を有する者の主なコメント 検討主体の考え方 

愛媛大学 

沿岸環境科学研

究センター 

准教授 

大森 浩二氏 

 

・ 河道掘削は直接的な生息環境の破壊になる。

ダムも影響があり、ダムが出来ると濁水も発

生し、土砂も捕捉する。治水上はダムがよい

としても、一般の人はダムに対してネガティ

ブなイメージを持っているので、それを解消

する意味でも、環境を維持するという意味で

はもう少し改良を加えた清水（流水の正常な

機能）の維持の検討も行ってもらいたい。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 山鳥坂ダムは治水と、清水（流水の正常な機

能）の維持という意味での利水しかない。流

れダム（流水型ダム）として普段は水を溜め

ないことにした方が肱川の水を汚さない。多

目的ダム、利水としての縛りが無いのであれ

ばもう少し踏み込んだ検討の余地があるの

ではないかと思う。 

 

 

 

・ 検証要領細目において、「立案した治水対策

案を河川や流域の特性に応じ、以下の 1)～7)

で示すような評価軸で評価する。（略）7)環

境への影響（略）」、「立案した流水の正常

な機能の維持対策案を、河川や流域の特性に

応じ、以下の 1)～6)で示すような評価軸で評

価する。（略）6)環境への影響」と規定され

ており、山鳥坂ダム建設事業の検証において

も、それぞれの評価軸で評価を行っています。

 

・ なお、山鳥坂ダム建設事業については、環境

影響評価法に基づく環境影響評価を実施して

おり、結果をとりまとめました環境影響評価

書をホームページ（http://www.skr.mlit.go.

jp/yamatosa/kankyou/jyuran/index.html）で

公表しています。 

 

・ 現状では、肱川において流水の正常な機能を

維持できないため、山鳥坂ダムで容量を確保

することとしています。 

 

・ 検証要領細目の基本的な考えに基づき、河川

整備計画において想定している目標（肱川の

清流の復活を目指し、河川水の利用の維持、

動植物の保護、流水の清潔の保持等に必要な

流量の確保と自然の流れの回復）と同程度の

目標を達成することを基本として、流水の正

常な機能の維持対策案についても検討を行っ

ています。 

 

・ 検証要領細目において、立案した流水の正常

な機能の維持対策案を河川や流域の特性に応

じ、6 つの評価軸で評価することが規定され

ています。山鳥坂ダム建設事業の検証では

「4.4.2 目的別の総合評価（流水の正常な機

能の維持）」において、「流水の正常な機能

の維持において最も有利な案は「山鳥坂ダム

案」である。」と評価しています。 
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表 6.3.2 (3) 学識経験を有する者のご意見と検討主体の考え方 

学識経験を有する者の主なコメント 検討主体の考え方 

愛媛大学 

名誉教授 

佐藤 晃一氏 

・ 代替案比較において、残事業費で比較してい

ることに対しては少し疑問が残るものの、治

水・利水と色々な組み合わせで評価してお

り、ダムとの組み合わせが地域住民の生活、

環境への影響、コスト的にも優位であること

が理解でき、ダムが最善である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 農林水産省の事業は受益者負担が伴うのに

対し、国土交通省の事業は全額公費で実施す

るため、コストだけにとらわれず、人間の生

活、自然生態系の価値を評価して欲しい。今

回の検証では、それらの評価が考慮されてい

るが、もっと強く評価してもよいと思う。

 

・ 鹿野川、野村ダムの再開発する案は、水没家

屋の発生など地元の犠牲が大きいため困難。

遊水地は土地に余裕の無い肱川沿岸では困

難。輪中堤や二線堤は地域を区別してしま

う。海水淡水化案、放水路案、床止めの可動

堰化案については十分に評価し得ない。 

 

・ 治水、流水の正常な機能の維持のためには山

鳥坂ダムの建設が必要である。将来的に 100

分の 1を展望するのであれば、さらに堤防の

かさ上げ、河床掘削を併用するのが良く、工

期を短縮する努力も必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 山鳥坂ダム建設事業の検証は、「今後の治水

対策のあり方に関する有識者会議」がとりま

とめた「中間とりまとめ」を踏まえて、国土

交通大臣から四国地方整備局長に対して、ダ

ム事業の検証に係る検討を行うよう、指示さ

れるとともに、検討の手順や手法を定めた検

証要領細目が通知され、これらに基づき、予

断を持たずに検討を行っています。 

 

・ なお、コストに関しては、検証要領細

目第 4 再評価の視点 (2)事業の進捗の見込

みの視点、コスト縮減や代替案立案等の可能

性の視点 ③評価軸において「なお、評価に

当たっては、現状（又は河川整備計画策定時

点）における施設の整備状況や事業の進捗状

況等を原点として検討を行う。すなわち、コ

ストの評価に当たり、実施中の事業について

は、残事業費を基本とする。」と規定されて

おり、これに基づき検討を行っています。 

 

・検証要領細目において、「立案した治水対策

案を河川や流域の特性に応じ、以下の 1)～7)

で示すような評価軸で評価する。(略)6)地域

社会への影響 7)環境への影響(略)」、「立案

した流水の正常な機能の維持対策案を、河川

や流域の特性に応じ、以下の 1)～6)で示すよ

うな評価軸で評価する。(略)5)地域社会への

影響 6)環境への影響」と規定されており、山

鳥坂ダム建設事業の検証においても、それぞ

れの評価軸で評価を行っています。なお、地

域社会への影響並びに環境への影響の更なる

評価については、今後の参考とさせていただ

きます。 

 

・長期的な視点に立ち河川整備の基本的な方針

を定めた肱川水系河川整備基本方針(平成 15

年策定)では、基本高水のピーク流量を基準地

点大洲において 6,300m3/s(1/100※1)とし、流

域内の洪水調節施設により洪水調節を行うと

ともに、堤防の新設及び拡築、河道の掘削に

より河積を増大させることなどにより計画規

模の洪水を安全に流下させることとしていま

す。 

 

・検証の結論に沿っていずれの対策を実施する

場合においても、工期短縮に対して最大限の

努力をしていきます。 

 

 

※1：年超過確率 1/100 の規模の洪水とは毎年、1 年

間にその規模を超える洪水が発生する確率が

1/100（1%）の洪水である。 
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表 6.3.2 (4) 学識経験を有する者のご意見と検討主体の考え方 

学識経験を有する者の主なコメント 検討主体の考え方 

愛媛大学 

名誉教授 

佐藤 晃一氏 

・ ダム建設により下流域に濁水が流下するな

どマイナス効果を与えることが知られてい

る。アユ成育等に付する配慮は重要であり、

肱川ではいもたきなど観光的な利用等も盛

んである。山鳥坂ダム建設計画において選択

取水設備を予定していることは適切な対応

であるが、さらに清流の確保に配慮すべきで

ある。 

 

・ 環境そのものの経済性、生態系の価値などが

もっと評価されてもよいと思う。 

 

・ 水没地域住民の決断は重く、ないがしろにし

てはいけない。過去において、ダム水没地住

民の移転後、幸せになってはいないのではな

いか。今後の配慮すべき課題である。 

 

 

 

 

・山鳥坂ダム建設事業については、環境影響評

価法に基づく環境影響評価を実施しており、

結果をとりまとめました環境影響評価書をホ

ームページ（http://www.skr. mlit.go.jp/

yamatosa/kankyou/jyuran/index.html）で公

表しています。 

 

・なお、検証の結果、山鳥坂ダム案が採用され

た場合は、環境影響評価書に記載されている

環境保全措置等の対応を実施して参ります。

 

 

・ 山鳥坂ダム建設事業のこれまでの経緯を踏ま

え、出来るだけ速やかに対策方針（案）をと

りまとめたいと考えています。 

 

野生生物環境研

究センター所長 

澤田 佳長氏 

・ 山鳥坂ダム案は、過去から様々な環境調査デ

ータをもとに評価がされていると思うが、代

替案は、具体的にどのような調査データに基

づいて評価しているのかが不明だと思う。実

際に代替案を実施する場合には、詳細な調査

が必要となり、当然調査期間・費用も相当要

すると思う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ パブリックコメントの結果も踏まえると、い

ずれの案を実施する場合でも、流域の住民、

特にダム建設予定地の住民の方々のこれま

での経緯等にも十分配慮した上で、環境につ

いても十分検討していただき早急な結論を

出していただきたいと思う。 

 

・ 検証要領細目において、「立案した治水対策

案を河川や流域の特性に応じ、以下の 1)～7)

で示すような評価軸で評価する。(略)7)環境

への影響(略)」、「立案した流水の正常な機

能の維持対策案を、河川や流域の特性に応じ、

以下の 1)～6)で示すような評価軸で評価す

る。(略)6)環境への影響」と規定されており、

山鳥坂ダム建設事業の検証においても、河川

水辺の国勢調査のデータ等を基にそれぞれの

評価軸で評価を行っています。 

 

・ なお、ご意見を踏まえ、「4.2.5 治水対策案

の評価軸ごとの評価」、「4.3.6 流水の正常

な機能の維持対策案の評価軸ごとの評価」に

おいて、代替案を実施するに当たっては、詳

細な環境調査が必要である旨記載します。 

 

・ 山鳥坂ダム建設事業の検証は、「今後の治水

対策のあり方に関する有識者会議」がとりま

とめた「中間とりまとめ」を踏まえて、国土

交通大臣から四国地方整備局に対して、ダム

事業の検証に係る検討を行うよう指示される

とともに、検討の手順や手法を定めた検証要

領細目が通知され、これらに基づき、予断を

持たずに検討を行っています。 

 

・ なお、山鳥坂ダム建設事業のこれまでの経緯

を踏まえ、出来るだけ速やかに対策方針（案）

をとりまとめたいと考えています。 
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表 6.3.2 (5) 学識経験を有する者のご意見と検討主体の考え方 

学識経験を有する者の主なコメント 検討主体の考え方 

新居浜工業高等

専門学校 

校長 

鈴木 幸一氏 

・ 検討の努力に対して敬意を払う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 治水は、計画高水位を上げないことが基本で

ある。設定された計画高水位をもとに、街づ

くりが進められており、また、内水の問題も

生じることから、計画高水位を上げること

は、河川工学上やるべきではないと考える。

 

・ 計画高水位を上げない方策としては、上流で

水を貯める方策であるダムの新設・遊水地の

新設・既設ダムのルール変更・放水路の新設、

河道で対応する方策である堤防のかさ上

げ・引堤・河床の掘削がある。 

 

・ 河川整備計画は、目標流量5,000m3/sに対し、

ダムで 1,100m3/s を調節し、3,900m3/s の河

道整備を行うものである。3,900m3/s の河道

整備は、十分議論されたものでありダム以外

の案は難しい。 

 

・ 上流で水を貯める方策について、山鳥坂ダム

が上流水没地区の理解も得ており、実現可能

と考える。遊水地や放水路は土地や費用の問

題がある。 

 

・ 河道で対応する方策のうち河床の掘削は、現

在の河床は平衡状態にあり、仮に大きく掘削

しても、洪水の発生により平衡状態に戻ると

考えられ、また、どのような河床状況になる

か不明でもあり、維持が困難であると考えら

れる。 

 

 

・ 地元の理解、用地取得の問題など実現性を考

えた場合、山鳥坂ダム案が最も合理的である

と思う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 山鳥坂ダム建設事業の検証は、「今後の治水

対策のあり方に関する有識者会議」がとりま

とめた「中間とりまとめ」を踏まえて、国土

交通大臣から四国地方整備局長に対して、ダ

ム事業の検証に係る検討を行うよう、指示さ

れるとともに、検討の手順や手法を定めた検

証要領細目が通知され、これらに基づき、予

断を持たずに検討を行っています。 

 

・ 山鳥坂ダムを含まない治水対策案の立案につ

いては、検証要領細目に示されている 26 方策

を参考にして、様々な方策を組み合わせ 26

案を立案し、概略評価を行い、8 案を抽出し

ています。 

 

・ 概略評価により抽出された 8 案に山鳥坂ダム

案を加え、検証要領細目に基づき、安全度、

コスト、実現性、持続性、柔軟性、地域社会

への影響、環境への影響の７つの評価軸で検

討を行っており、ご指摘の内容についても評

価を行ったうえで、洪水調節において最も有

利な案を「山鳥坂ダム案」としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ また、河床の維持管理については、検証の結

論に沿っていずれの対策を実施する場合にお

いても、河川巡視、定期的な測量等により適

切な管理に努めてまいります。なお、河道掘

削を実施した区間において、再び堆積する場

合は、維持掘削の追加費用が発生することを、

評価軸に記述しています。 

 

・ なお、山鳥坂ダム建設事業のこれまでの経緯

を踏まえ、出来るだけ速やかに対策方針（案）

をとりまとめたいと考えています。 

 

 



6. 関係者の意見等 

6-42 

表 6.3.2 (6) 学識経験を有する者のご意見と検討主体の考え方 

学識経験を有する者の主なコメント 検討主体の考え方 

元大洲市立博物

館長 

土居 泰正氏 

・ 肱川は先行性河川であり平野が少ないため、

遊水地での対策はできない。また、河床掘削

を過度に実施すると塩水遡上の問題が生じ

ることになる。その上、肱川は河床勾配が非

常に緩いことが対策を難しくしていると思

う。その対策として、河床掘削、堤防の嵩上

げ、既設のダムの調節、ダムの新設が考えら

れている。特に近年では想定外の降雨量があ

ることも踏まえ、洪水は上流で止める必要が

ありダムの役割は非常に大きい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 肱川の平常時の水量が非常に少なくなって

いる。また、大洲は水が豊富であると思われ

ているが、渇水も起こっていることを考える

と、ダムで貯留して、上手に調節して流す必

要がある。 

 

 

 

 

 

 

・ 山鳥坂ダム建設においては、貴重植物の対策

を考えて欲しい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 肱川の清流の復活を目標とするならば、森林

の再生による保水対策を検討する必要があ

る。 

 

 

 

 

 

 

・ 山鳥坂ダムを含まない治水対策案の立案につ

いては、検証要領細目に示されている 26 方策

を参考に、肱川の河道特性を踏まえ、幅広く

組み合わせ 26 案の対策案を立案したうえで、

検証要領細目に則り、概略評価により対策案

を抽出し、抽出された対策案に対して、安全

度、コスト、実現性、持続性、柔軟性、地域

社会への影響、環境への影響の７つの評価軸

で検討を行っています。 

 

・ 抽出された対策案の河道の掘削については、

平水位かつ朔望満潮位以上の掘削にとどめて

おり、最深河床高も現状のまま維持すると想

定しており、塩水遡上への影響は少ないと考

えています。 

 

・ また、想定外の降雨量についても、目標が上

回る洪水等が発生した場合にどのような状態

になるのか等について評価をしています。 

 

・ 肱川水系河川整備計画では、肱川の清流復活

を目指し、河川水の利用の維持、動植物の保

護、流水の清潔の保持等に必要な流量を確保

するために、山鳥坂ダムを建設するとともに、

既設鹿野川ダムを改造することとしていま

す。 

 

・ 検証の結論に沿っていずれの対策を実施する

場合においても、肱川の清流の復活に対して

最大限の努力をしていきます。 

 

・ 山鳥坂ダム建設事業については、環境影響評

価法に基づく環境影響評価を実施しており、

結果をとりまとめました環境影響評価書をホ

ームページ（http://www.skr. mlit.go.jp/

yamatosa/kankyou/jyuran/index.html）で公

表しています。 

 

・ なお、検証の結果、山鳥坂ダム案が採用され

た場合は、環境影響評価書に記載されている

環境保全措置等の対応を実施して参ります。

 

・ 検証要領細目において、複数の流水の正常な

機能の維持対策案は、「河川整備計画で想定

している目標と同程度の目標を達成すること

を基本として対策案を立案し、評価する。」

と規定されています。 

 

・ また、検証要領細目において、「流水の正常

な機能の維持対策案については、以下の 1)～

17)を参考にして、幅広い方策を組み合わせて

検討する。」と規定されています。これに基

づき、「水源林の保全」についても河川流況

の安定化の観点からその推進を図る努力を継

続することとしています。 
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表 6.3.2 (7) 学識経験を有する者のご意見と検討主体の考え方 

学識経験を有する者の主なコメント 検討主体の考え方 

元大洲市立博物

館長 

土居 泰正氏 

 

 

 

 

 

 

 

・ 肱川は支川が多いので、内水対策を考える必

要がある。 

 

・ 今回立案しています流水の正常な機能の維持

対策案（山鳥坂ダム案を含む。）に関しては、

「水源林の保全」は効果を定量的に見込むこ

とは困難であるが、水資源管理を行う上で大

切な方策であることから、全ての対策案に組

み合わせて検討しています。 

 

・ また、肱川では、近年の洪水において内水被

害が頻発しており、被害軽減のため排水ポン

プ車による対策を行っているところであり、

治水上の重要な課題であると認識していま

す。 
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6.3.2 関係住民からの意見聴取 
山鳥坂ダム建設事業の検証においては、「検証要領細目」に定められている「関係住民からの

意見聴取」を以下のとおり実施した。 

 

（1）意見聴取対象：「山鳥坂ダム建設事業の検証に係る検討報告書（素案）」（以下、「報

告書（素案）」という。） 

 

（2）意見聴取対象者：肱川流域に在住の方 

 

（3）報告書（素案）説明会：報告書（素案）の内容について理解を深めていただくため、以

下の 3会場で説明会を開催した。 

【西予市会場】 開 催 日：平成 24 年 11 月 3 日（土） 

  開催場所：西予市野村公会堂（西予市野村町野村 12 号 617 番地 1） 

【内子町会場】 開 催 日：平成 24 年 11 月 4 日（日） 

  開催場所：内子町町民会館（内子町平岡甲 168） 

【大洲市会場】 開 催 日：平成 24 年 11 月 4 日（日） 

  開催場所：大洲市役所大ホール（大洲市大洲 690 番地 1） 

 

（4）関係住民からの意見を聴く場：今後の検討の参考とするため、関係住民からの意見を聴

く場を以下の会場で開催した。 

1）意 見聴取日：平成 24 年 11 月 11 日（日） 

2）意見聴取会場：大洲市役所大ホール（大洲市大洲 690 番地 1） 

 

（5）紙面による意見募集 

関係住民からの意見発表に加えて、紙面による意見募集を以下の要領で実施した。 

1）意見募集対象：「山鳥坂ダム建設事業の検証に係る検討報告書（素案）」 

2）募 集 期 間：平成 24 年 10 月 31 日（水）～平成 24 年 11 月 11 日（日） 

3）意見の提出方法：郵送、FAX、電子メール、回収箱への投函 

 

（6）資料の閲覧 

報告書（素案）資料は、四国地方整備局のホームページに掲載するとともに、国、県及び

市役所等で閲覧できるようにした。 

①インターネットによる閲覧 

四国地方整備局「山鳥坂ダム建設事業の関係地方公共団体からなる検討の場」ホームペー

ジに掲載した（http://www.skr.mlit.go.jp/kasen/kensyou_yamatosaka/houkokusyosoan/ 

houkokusyosoan.html）。 

②資料の閲覧場所 

・国土交通省四国地方整備局河川計画課（香川県高松市サンポート 3-33） 

・国土交通省大洲河川国道事務所１階ロビー（愛媛県大洲市中村 210） 
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・国土交通省山鳥坂ダム工事事務所１階ロビー（愛媛県大洲市肱川町予子林 6-4） 

・国土交通省野村ダム管理所１階ロビー（愛媛県西予市野村町野村 8-153-1） 

・愛媛県庁土木部水資源対策課（愛媛県松山市一番町 4丁目 4-2） 

・愛媛県南予地方局大洲土木事務所河川港湾課（愛媛県大洲市田口甲 425-1） 

・愛媛県南予地方局西予土木事務所河川砂防課（愛媛県西予市宇和町卯之町 4丁目 445） 

・大洲市役所建設部治水第一課（愛媛県大洲市大洲 690-1） 

・大洲市役所長浜支所地域振興課（愛媛県大洲市長浜甲 480-3） 

・大洲市役所肱川支所治水第二課（愛媛県大洲市肱川町山鳥坂 74） 

・大洲市役所河辺支所地域振興課（愛媛県大洲市河辺町植松 548） 

・西予市役所産業建設部建設課（愛媛県西予市宇和町卯之町 3丁目 434-1） 

・西予市役所野村支所産業建設課（愛媛県西予市野村町野村 12-619） 

・西予市役所城川支所産業建設課（愛媛県西予市城川町下相 945） 

・内子町役場本庁舎建設デザイン課（愛媛県喜多郡内子町平岡甲 168） 

・内子町役場内子分庁舎内子総合窓口センター（愛媛県喜多郡内子町内子 1515） 

・内子町役場小田支所産業建設係（愛媛県喜多郡内子町小田 81） 

 

（7）意見発表者及び意見提出者：意見発表者 9 人、紙面による意見提出者 123 人、合計 132

人から意見をいただいた。意見発表者及び意見提出者の地域別、世代別、性別を以下に示

す。 

地域別意見数  世代別意見数 性別意見数 

地 域 人 数  世 代 人 数 性 別 人 数 

大洲市 101 人  20 歳代 2 人 男 性 107 人 

内子町 30 人  30 歳代 34 人 女 性 25 人 

西予市 1 人  40 歳代 31 人 合 計 132 人 

合 計 132 人  50 歳代 28 人   

   60 歳代以上 35 人   

   不明 2 人   

   合計 132 人   

大洲市

内子町
西予市

大洲市

101人

内子町

30人

西予市

1人

20歳代
30歳代
40歳代
50歳代

60歳代以上
不明

20歳代

2人

30歳代

34人

40歳代

31人

50歳代

28人

60歳代以上

35人

不明

2人

男性
女性

女性

25人

男性

107人

 

図 6.3.1 意見発表者及び意見提出者の属性 

（8）意見発表者及び意見提出者のご意見 

関係住民から頂いたご意見の要旨と、それらのご意見に対する検討主体の考え方を表 

6.3.3 に示す。 
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表 6.3.3 (1) 寄せられたご意見の要旨と検討主体の考え方 

章 
ご意見を踏まえた論点 

（下段は、論点に対するご意見の例） 
検討主体の考え方 

1. 検討経緯 

1.1 検証に係る

検討手順 

【検討経緯全般について】 

 

・ 補償基準が合意され、個人に対して補償金額まで

提示された事業が、事業凍結の一言だけで、3 年

間も放置されることは許されない。 

 

・ 検証作業は、単に 3 年前に戻っただけであり、こ

の間、費用と時間を無駄に費やした。3 年間もの

業務怠慢を猛反省し、ダム建設の約束の実行に向

け動いて欲しい。 

 

・ 肱川河川整備計画は法的手続きをクリアして策

定されたものである。それを何の法的措置、順序

も踏まず凍結された。計画策定時に必要な知事と

の協議も、凍結の際は何の協議もないということ

は問題である。 

 

・ 政権が代わっても、建設を約束したダムの継続は

当然である。政権の交代は何をしてもよいわけで

はない。行政の継続性、統一性、持続性は国、地

方を問わず行政の大原則である。 

 

・ 今回の検証は大学開設許可・拒否の問題によく似

ている。現在の基準で申請されたものはその基準

で審査されるべきであって、基準がおかしいとい

うこととは別問題である。それが法治国家のルー

ル・常識であり、ダム検証も大学許可問題も同様

で、今更新しいルールで再審査というのは、割り

切れない思いや不愉快な感じが残る。 

 

・ 平成 7 年 7 月の洪水で、768 戸の床上浸水の被害

を受け、直轄河川激甚災害対策特別緊急事業によ

り 1/10 より 1/15 に治水安全度が上がったが、平

成 16 年、17 年、23 年と洪水被害を受けている。

しかも地域商業中心地が災害を受けたのである。

国は、今回の検証結果を踏まえ早急に結論を出

し、ダム建設計画の続行を決断すべきである。 

 

・ 原発問題にしろ、ダム問題にしろ、反対者は必ず

いるが、マスコミも必ずしも中立的な報道はして

いない。反対派が 20 人集まれば記事になるが、

賛成派が 200 人集まっても記事にはならない。事

業評価監視委員会は、今までの経緯や検証の結果

を踏まえ、早急に公正な結論を出し、国交省に報

告すべき。 

 

・ 報告書(素案)を見ると、時間をかけて様々な対策

案を検討している。また関係する住民からの意見

を聴いた上で整備局はダム案を抽出しているの

で、この対応方針を早く最終対応方針(案)にし、

本省へ報告しダム建設事業を再開してほしい。 

 

・ 山鳥坂ダム案が最良と抽出されたが、最終の大臣

判断まであとどの程度の日数が必要なのか。早期

の事業再開に向けても検証をさらにスピーディ

かつ後戻りのないよう、今まで止まっていた 3年

を早く取り戻してほしい。 

 

・ 肱川流域への適用が可能な対策案が幅広く抽出

され、様々な可能性を検討して最終的に山鳥坂ダ

ム案が選ばれている。ルールに則って適切に検討

が行なわれたものと思っている。 

等

 

 

・ 山鳥坂ダム建設事業の検証は、「今後の治水対策

のあり方に関する有識者会議」がとりまとめた

「中間とりまとめ」を踏まえて、国土交通大臣か

ら四国地方整備局に対して、ダム事業の検証に係

る検討を行うよう、指示されるとともに、検討の

手順や手法を定めた「ダム事業の検証に係る検討

に関する再評価実施要領細目」（以下、「検証要

領細目」という。）が通知され、これらに基づき、

予断を持たずに検討を行っています。 

 

・ また、山鳥坂ダム建設事業の検証に係る検討にあ

たっては、検証要領細目に基づき、愛媛県、大洲

市、西予市、内子町を構成員とする「関係地方公

共団体からなる検討の場」（以下、「検討の場」

という。）を設置し、相互の立場を理解しつつ、

検討内容の認識を深め検討を進めてきておりま

す。 

 

・ なお、山鳥坂ダム建設事業のこれまでの経緯も踏

まえ、出来るだけ速やかに対応方針（案）をとり

まとめたいと考えています。 
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表 6.3.3(2) 寄せられたご意見の要旨と検討主体の考え方 

章 
ご意見を踏まえた論点 

（下段は、論点に対するご意見の例） 
検討主体の考え方 

1.2 情報公開、

意見聴取等の進

め方 

【意見聴取の結果について】 

 

・ パブリックコメントの公募でも多くの方が、山鳥

坂ダムが必要と見ている。 

 

・ 学識経験者も検討報告書（素案）に対して治水と

流量確保にはダムが最も有利だと結論されてお

り、整備計画を確実に進めていただきたい。 

 

・ 山鳥坂ダムは松山大学の住民意識調査によると

反対 5割、賛成 2 割であり、今も同じ住民意識の

まま推移していると思う。しかし、自治体首長は

（山鳥坂ダム建設推進が）住民の総意であるかの

ような意見に強い違和感を覚える。 

 

・ 検討の場においても、知事をはじめ、関係市町村

の首長においても、ダム建設は妥当との認識が示

されている。流域住民及び各自治体の長が GO サ

インを出している今、スピード感をもって、事業

再開をされることを望む。 

 

・ パブリックコメントの結果と、先日報道でもあっ

たように関係自治体の市町長の意見を踏まえて

も、ダム建設をほとんどの住民が求めているとい

うことではないか。 

 

・ 今後、まだ、大臣の最終判断までにはルールに則

った検討が残っているが、検討の結果やパブリッ

クコメントの結果からもわかるように、山鳥坂ダ

ム建設を含む肱川河川整備計画が流域に最も適

した案であり流域住民の総意の計画である。 

 

等

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 山鳥坂ダム建設事業の検証は、「今後の治水対策

のあり方に関する有識者会議」がとりまとめた

「中間とりまとめ」を踏まえて、国土交通大臣か

ら四国地方整備局に対して、ダム事業の検証に係

る検討を行うよう、指示されるとともに、検討の

手順や手法を定めた検証要領細目が通知され、こ

れらに基づき、予断を持たずに検討を行っていま

す。 

 

・検証に係る検討に当たっては、科学的合理性、地

域間の利害の衡平性、透明性の確保を図り、地域

の意向を十分に反映するための措置を講じるた

め、検討の場を設置し、相互の立場を理解しつつ、

検討内容の認識を深め検討を進めるとともに、そ

の過程は、検討の場を公開するなど情報公開を行

っています。また、主要な段階でパブリックコメ

ントを行い広く意見を募集したのち、山鳥坂ダム

建設事業の検証に係る検討報告書（以下、「山鳥

坂ダム検討報告書」という）素案を作成し、河川

法第16 条の２（河川整備計画）等に準じて、学識

経験を有する者や関係住民の意見を聴いたところ

です。今後は、関係地方公共団体の長の意見を聴

く予定です。 

 

・なお、これら頂いたご意見は、論点を整理して検

討主体の考え方を示し、山鳥坂ダム検討報告書の

参考とさせて頂いております。 
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表 6.3.3 (3) 寄せられたご意見の要旨と検討主体の考え方 

章 
ご意見を踏まえた論点 

（下段は、論点に対するご意見の例） 
検討主体の考え方 

2. 流域及び河川の概要について 

2.3 肱川の現状

と課題 

 

【治水の現状と課題について】 

 

・ 幸いにも肱川流域にあっては起きていないが、近

年、温暖化の影響と思われる気象変動等により、

集中豪雨やゲリラ豪雨が頻繁に発生している。肱

川でも、いつ起きてもおかしくない状況である。

 

・ 浸水した人の話では、過去に浸からなかったの

に、浸水するようになったとの話を聞く。堤防で

締め切れば締め切るほど河川の水位は高くなる

ため、無堤防の箇所や越流箇所は以前よりもさら

に洪水位は高いものとなる。 

 

・ 大洲では、肱川やその他の川が氾濫することが頻

繁にある。 

 

・ 鹿野川ダムと野村ダムが2つも出来ているのに洪

水はなくなっておらず、ますますひどくなってい

る。 

 

・ 肱川下流域では、昨年（平成 23 年）9 月の台風襲

来時には、かつて無い程の床上浸水により近隣小

学校へ避難した。後片付や使用できなくなった家

財の買替えに要する労力と費用は大変なものと

なった。 

 

・ 東大洲は、大洲市の商業中心地であるばかりでな

く、交通の便の良さにより、八幡浜市、西予市、

内子町等地域全体の商業中心地となっている。し

かし、この地域の直近に、堤防が 400ｍにわたり

低く切ってある所があり、下流の洪水を防ぐ為の

遊水地となっている。 

 

・ 阿蔵地域に堤防は出来たが暫定堤防なので、昨年

（平成 23 年）の洪水でも浸水被害が起こってい

る。 

 

・ 洪水のたびに倉庫が浸かる。集落で手伝いながら

掃除をしているが、年寄りばかりで大変である。

 

・ 平成 7年の水害以降の河川整備で被害総数は減少

しているにも関わらず、菅田地区だけは毎回、泥

水に生活と心をかき乱され続け、補償も将来の保

障もない。進まない工事を目の当りにし、怒りを

越え諦めの心境すらある。 

 

・ 昨年（平成 23 年）の台風 15 号の豪雨において肱

川の大洲第 2 観測所では、最大流量 3200m3/秒、

6.2m の最高水位(観測史上 3 位)に達したが、同量

の流量であった昭和 45 年の豪雨は、大洲第 2 観

測所で 5.5m に留まった。肱川横断面図では、昭

和 46年から平成 21年まであまり変化の無い肱川

横断面図であり、昭和 40 年代の砂利採取時代と

の整合性が有るのか。昭和 40 年代の肱川では砂

利採取が盛んな時代で河道が整備され、それが洪

水を抑制していた証明である。 

 

等

 

 

 

 

 

・ 肱川流域は、手のひらのような地形になってお

り、下流域の大洲盆地に川が集まっていること、

河床勾配が非常に緩いこと、大洲盆地から下流は

山が両岸から迫り、河口に行くほど平野の広がり

がないことなどの地形特性が洪水被害を受けや

すい要因となっています。 

 

・ 肱川では、河口付近においても川沿いの狭い平地

部に家屋が連担しており、地形的な制約から、近

年も浸水被害を受けています。河川改修にあたっ

ては築堤のみならず宅地かさ上げによる対策が

必要な箇所があるなど、河川改修に長期間を要し

ており、いまだに河川未改修の箇所が残っていま

す。また、上下流バランスの逆転による下流の洪

水被害の拡大を防ぐため、部分的に低い堤防を用

いた整備を実施しており、流域最大の資産集積地

である東大洲地区等も部分的に低い堤防となっ

ています。また、菅田地区等の県管理区間におい

ても、左右岸バランスを考慮しつつ、下流直轄区

間の整備状況を見極めながら、下流の浸水被害を

拡大させないように、整備を進めています。 

 

・ このため、肱川においては、洪水による浸水被害

が頻発しており、近年においても、平成 16 年 8

月台風 16 号洪水（観測史上第 1位）、平成 17 年

9 月台風 14 号洪水（観測史上第 2 位）、平成 23

年 9 月台風 15 号洪水（観測史上第 3 位）により、

菅田地区など無堤部箇所や東大洲、西大洲（阿蔵）

など部分的に低い堤防箇所において浸水被害が

発生しています。 

 

・ このような状況を踏まえ、肱川の堤防整備、鹿野

川ダムの改造事業を効果効率的に進めるととも

に、検証の結論に沿っていずれの対策を実施する

場合においても、治水安全度の早期向上に努めて

まいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 肱川の河川横断測量は、河道の状況を確認するた

め定期的に実施しています。また、現在の状況は、

局所的に堆積または洗掘している箇所がありま

すが、全川的に安定しており、水害を助長するよ

うな土砂の堆積は見受けられないと考えていま

す。今後とも、適切な河道管理に努めてまいりま

す。 
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表 6.3.3 (4) 寄せられたご意見の要旨と検討主体の考え方 

章 
ご意見を踏まえた論点 

（下段は、論点に対するご意見の例） 
検討主体の考え方 

2.3 肱川の現状

と課題 

【水利用及び河川環境の現状と課題について】 

 

・ 流水の減少に伴い地下水位が低下するなど色々

な問題が発生している。 

 

・ 平成 6年の国交省発行文書に肱川の正常流量を下

まわる日は 30 年間で 650 日、ダムができると 3

日以内と記載がされているが、この記載は 18 年

も前のものであり、その後改善処置はとられてお

らず、現在さらに悪化していると思われる。正常

流量を下回る日がこれほど多いということは、現

在の肱川において流水の正常な機能の維持がな

されているとは言えない。 

 

・ 昔、肱川は水量豊かな川であったが、今は、膝下

までしか水が無く歩いて渡れる。これほどに肱川

の水量は減少し、水質の悪化を併せ、肱川の河川

環境は悪化している。 

 

・ 現在、水量が減ったため、床止めを立て、水位を

上げ、やっと鵜飼いを行っている。鵜飼いシーズ

ンが終わり床止めを倒すと当然水位が下がり、川

周辺の井戸の水が出ないとのクレームが出ると

言う。これが水郷大洲の実態である。 

 

・ 川の汚濁は汚濁物質とそれを薄める水量によっ

て決まる。肱川の水源である西予市は負荷量が多

く、一方、それを薄める水量が減少しているため

肱川の汚濁は深刻である。 

 

・ 肱川河口の人口9,000人の長浜町で水道水が取れ

なくなっている。以前、取水できた飲み水が取れ

なくなったのは、流水の減少により以前より上流

の方まで塩水が遡上しているためである。塩水の

遡上を防ぐのも流水の正常な機能のひとつであ

り、現在 その機能を果たしているとは思えない。

 

・ 長浜町の上水道の水源は肱川河口より7km上流の

大洲市長浜町柴地区の肱川近くの井戸より取水

しているが、塩分が混じり飲み水として適さな

い。その為、肱川河口より 9km 上流の大洲市八多

喜より取水し、長浜町柴地区の水とブレンドして

塩水濃度を下げ、飲用水としている。 

 

・ 八多喜より 8km 上流には、大洲市の重要水源であ

る五郎水源がある。更なる流水の減少により、五

郎まで塩水の遡上があれば人口5万人の大洲にと

っても大問題になる。 

 

等

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 肱川における流水の正常な機能の維持に関する

現状や課題に係る検討主体の認識は、「2.3.2 水

利用の現状と課題」にお示ししているとおりで

す。肱川は、昭和 30 年代以降の平水時の流量が

減少しており、肱川流域内の自治体や住民からも

観光への影響を懸念する声をはじめ、昔のような

清流の復活を強く望む声がでています。 

 

・ そのため、肱川水系河川整備計画では、肱川の清

流復活を目指し、河川水の利用の維持、動植物の

保護、流水の清潔の保持等、流水の正常な機能を

維持するために必要な流量を確保することとし

ています。なお、流水の正常な機能を維持するた

めに必要な流量については、塩害の防止、地下水

位の維持についても検討した上で決定していま

す。 

 

・ 流水の正常な機能の維持の観点からの検討につ

いては、検証要領細目において、「流水の正常な

機能の維持の観点から、河川整備計画で想定され

ている目標と同程度の目標を達成することを基

本として対策案を立案する。」と規定されており、

これに基づいて検討を行っています。 

 

・ 肱川全体の水質については、「2.3.3 河川環境の

整備と保全に関する現状と課題」(2)水質でお示

ししているとおり、平成 13 年度に流域の市町村

が制定した清流保全条例を受けて、昭和 30 年代

のようなきれいな流れ、自然な流れの回復を目的

とした肱川流域保全推進協議会が設立され、流域

が一体となった取り組みを進めているところで

す。 
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表 6.3.3 (5) 寄せられたご意見の要旨と検討主体の考え方 

章 
ご意見を踏まえた論点 

（下段は、論点に対するご意見の例） 
検討主体の考え方 

2.4 現行の治水

計画 

 

【肱川水系河川整備基本方針について】 

 

・ 今回の検証では戦後最大級の洪水流量を想定し

ているが、山鳥坂ダムを建設してその他河川整備

を行うことにより、100 年に 1 度程度の洪水にも

対応できるようにすべき。 

 

・ 肱川は平成 7 年の激特事業でようやく 1/10 から

1/15 と治水安全度が上がったが、それでも平成

16 年、17 年、23 年と洪水被害を受けている。今

回の河川整備計画で、20 年後に 1/40 となるとい

うが、これで終わりでなく、最終的には 1/100 を

目指し継続可能な計画であるべき。 

 

・ 全国各地で集中豪雨や異常気象による災害が多

発している中で、1/40 の安全度の確保すら出来て

いないのが考えられない事であり、早急に整備計

画を実行し、引き続き 1/100 の安全度を目指すべ

き。 

 

・ 今後においては、一日も早く結論を出し、山鳥坂

ダム、鹿野川ダム改造、河道整備の 3本柱で計画

されている河川整備計画を早期実現し、将来の

1/100 の基本方針に繋がるよう最大限の努力をお

願いする。 

 

・ 本来、100 年に 1 度の洪水にも耐えうる計画であ

れば、河床掘削をやり遂げなければ実現性は無

い。 

 

等

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 山鳥坂ダム建設事業の検証は、検証要領細目の基

本的な考えに基づき、河川整備計画において想定

している目標と同程度の目標を達成することを

基本としています。平成 16 年に策定した肱川水

系河川整備計画は戦後最大規模の洪水である昭

和 20 年 9 月洪水とピーク流量が同規模の洪水を

安全に流下させることとし、目標流量は基準地点

大洲において、5,000m3/s(1/40※1)と設定していま

す。 

 

・一方、長期的な視点に立ち河川整備の基本的な方

針を定めた肱川水系河川整備基本方針（平成 15 年

策定）では、基本高水のピーク流量を基準地点大

洲において 6,300m3/s(1/100※2)とし、災害の発生

の防止及び軽減に関して沿川地域を洪水から防御

するため、流域内の洪水調節施設により 1,600m3/s

洪水調節を行うとともに、豊かな自然環境や景観

に配慮しながら、堤防の新設及び拡築、河道の掘

削により河積を増大させ護岸等の施工、堤防沿い

の河畔林の保全、河道内の樹木管理などにより計

画規模の洪水を安全に流下させることとしていま

す。 

 

 

※1：年超過確率 1/40 の規模の洪水とは毎年、1 年

間にその規模を超える洪水が発生する確率が

1/40（2.5％）の洪水である。 

 

※2：年超過確率 1/100 の規模の洪水とは毎年、1年

間にその規模を超える洪水が発生する確率が

1/100（1％）の洪水である。 
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表 6.3.3 (6) 寄せられたご意見の要旨と検討主体の考え方 

章 
ご意見を踏まえた論点 

（下段は、論点に対するご意見の例） 
検討主体の考え方 

2.4 現行の治水

計画 

 

【肱川水系河川整備計画【中下流圏域】について】

 

・ 目標流量である 5,000m3/s を安全に流下させるに

は、鹿野川ダム改造、野村ダム、山鳥坂ダムによ

る洪水調節、菅田地区を含めた堤防整備が必要で

あり、このうち 1 つでも実現できないと 1/40 の

安全度さえも確保できない。 

 

・ 安心・安全の確保された豊かな大洲肱川を守り、

山鳥坂ダム建設及び肱川水系の河川整備計画を

早く完成させてほしい。 

 

・ 一部の反対者は机上論で意見を言うだけで洪水

被害者の感情は理解していない。安心安全な肱川

を作るため、現在の肱川河川整備計画を早急に進

めてほしい。 

 

・ 山鳥坂ダム建設を含めた河川整備計画は、流域住

民の総意により国が策定したものである。 

 

・ 最近の異常気象による降雨は、恐ろしいものがあ

る。今回の山鳥坂ダムを含む整備計画が評価され

たのは肱川の安心安全にとって大変重要である。

 

・ 他の治水対策は必ず効果を発揮するのに対して、

ダムは必ず効果があるものではなく、山鳥坂ダム

の効果の毎秒 400 トンについても疑問である。ま

た、肱川治水計画に用いられている流量、雨量な

どの数字は、常に特異な一例が用いられている。

 

・ 鹿野川ダム操作規則が、中規模洪水対応となって

いる為、H16、H17 年の洪水被害が甚大となった。

 

 

 

 

・ 河川改修工事においては、自然を考慮した環境に

優しい構造物を造ることが必要である。 

 

 

 

 

 

・ 河川内の土砂の堆積や水防林の拡大によって河

川内の流下能力が小さくなっており、適切な河川

の維持管理をする事で水害を軽減する事が出来

る。 

 

等

 

 

・ 肱川水系河川整備計画における目標流量は、戦後

最大洪水である昭和 20 年 9 月洪水とピーク流量

が同規模の洪水を安全に流下させるため、基準地

点大洲において 5,000m3/s とし、流域内の洪水調

節施設(ダム)により 1,100m3/s を調節し、河道へ

の配分流量を 3,900m3/s としています。  

 

・河川整備計画の検討においては、様々な洪水に対

応できるよう、過去の主要な 4 洪水(昭和 36 年 9

月洪水型、昭和 47 年 9 月洪水型、昭和 55 年 7 月

洪水型、平成2年9月洪水型)を対象としています。

その結果、4洪水に対して、下流の河川改修状況に

対応したダム操作ルールに見直すことにより、野

村ダムと鹿野川ダム（現状）で基準地点大洲にお

いて 450～900m3/s の洪水調節効果を発揮します。

一方、河道においては、指定区間の菅田地区など

の堤防整備を完了させることにより 3,900m3/s に

対応することができます。そのため、河道と現状 2

ダムの洪水処理能力を合わせても、200～650m3/s

の洪水処理能力が不足していることから、洪水処

理能力を確保するために、鹿野川ダムの改造(洪水

調節効果 250m3/s)と山鳥坂ダム建設(洪水調節効

果 400m3/s)となっています。 

 

・ なお、鹿野川ダムの操作規則については、激甚な

浸水被害が発生した平成 7 年 7 月洪水を契機と

し、河川の改修状況や地域の要望を踏まえ、中小

洪水に効果を発揮する操作規則へ平成 8年 6月に

改定しています。平成 16 年台風 16 号洪水及び平

成 17年台風 14号洪水に対するダムの効果につい

ては、山鳥坂ダム工事事務所ホームページ（http: 

//www.skr.mlit.go.jp/yamatosa/whatsnew/kano

/2005.html）で公表しています。 

 

・ 事業の実施にあたっては、伝統工法なども用いて

自然にやさしい川づくりを行うとともに親水性

の向上に努めています。また、築堤工事等を行う

場合は、事前に動植物への影響調査を実施し、動

植物の生息・生育環境への影響が低減・回避・再

生できる方法で実施しています。 

 

・ また、河川整備計画においては、河道の疎通能力

を最大限発揮させるため、河道内に堆積した土砂

の撤去等適正な維持管理を行うとともに、河川環

境の保全に配慮しつつ必要に応じて樹木伐採等

を行うこととしています。ご意見を踏まえ、山鳥

坂ダム検討報告書素案 2.4.2肱川水系河川整備計

画【中下流圏域】（国土交通省四国地方整備局・

愛媛県平成 16 年 5 月策定）へ記載します。 
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表 6.3.3 (7) 寄せられたご意見の要旨と検討主体の考え方 

章 
ご意見を踏まえた論点 

（下段は、論点に対するご意見の例） 
検討主体の考え方 

2.5 現行の利水

計画 

【肱川水系河川整備計画【中下流圏域】について】

 

・ 肱川の河川整備計画は、鹿野川ダムの改造と山鳥

坂ダムの建設がセットで考えられており、鹿野川

ダムの改造は、完成すれば洪水対応能力は現在の

1.45 倍に増えるが、反対に貯水される量はその分

減少する。この減った水を補うために山鳥坂ダム

と鹿野川ダムで正常流量を維持しようとしてい

るため、山鳥坂ダムが中止となれば、正常流量を

確保できない日は激増する。 

 

・ 植松堰での取水を早く廃止してほしい。 

 

 

 

 

 

 

・ 肱川における流水の正常な機能の維持に関する

現状や課題に係る検討主体の認識は、「2.3.2 水

利用の現状と課題」にお示ししているとおりで

す。肱川においては、昭和 30 年代以降の平水時

の流量が減少しており、肱川流域内の自治体や住

民からも観光への影響を懸念する声をはじめ、昔

のような清流の復活を強く望む声がでています。

 

・ そのため、肱川水系河川整備計画では、肱川の清

流復活を目指し、河川水の利用の維持、動植物の

保護、流水の清潔の保持等、流水の正常な機能を

維持するために必要な流量を確保することとし

ています。 

 

・ なお、植松堰は、発電のために取水を行っており、

電力会社と調整が必要になります。 

 

 

 

3. 検証対象ダムの概要 

3.1 山鳥坂ダム

建設事業の経緯 

【水源地域整備計画等について】 

 

・ 下流域の多くの住民の生命、財産を水害から守

り、産業等の発展を考えたすえ、人道上、また公

共事業という名の下に苦渋の決断をし、ダム建設

を容認してきた。ダム問題が発生してから 30 年

間、地域も人もぼろぼろになっている。山鳥坂ダ

ム建設は、今更、ダムを造る、造らないの話では

ない。 

 

・ 水没移転予定の住民は、家屋の改修、水道、道路、

公共施設など、様々なものを 30 年間我慢し、不

便な生活を強いられてきた。この 30 年で地域に

残ったものは、荒廃した農地、山林、家屋、そし

てお年寄りであり、過疎・高齢化・限界集落が発

生している。地域の実情を知らない人や肱川流域

に無関係の人にこれ以上ダムについて言ってほ

しく無い。 

 

・ 窮地に置かれた関係住民や明日をも知れない高

齢者が、行方も分からないダム事業に悲観し、や

りきれない気持ちで 3年間もの長い間放置されて

いる現実に、しっかり目を向け、一日も早く、一

刻も早く事業を再開して欲しい。 

 

・ 水没地の方々に苦渋の決断をしてもらい、山鳥坂

ダムを含む河川整備計画が成り立っているが、昭

和 57 年にダムの話が出て以降、30 年も経過して

おり、事業が進んでいないことに合点がいかな

い。 

 

・ 岩谷地域の方々の生活再建についても早急な実

施を要望する。 

 

・ 下流域のことを考え、苦渋の決断をしたことを国

はどう考えているのか。心から早くダム建設と生

活再建を進めてほしい。本当に苦しんでいること

を理解してほしい。 

 

 

 

 

・ 山鳥坂ダム建設事業の検証は、「今後の治水対策

のあり方に関する有識者会議」がとりまとめた

「中間とりまとめ」を踏まえて、国土交通大臣か

ら四国地方整備局に対して、ダム事業の検証に係

る検討を行うよう、指示されるとともに、検討の

手順や手法を定めた検証要領細目が通知され、こ

れらに基づき、予断を持たずに検討を行っていま

す。 

 

・ また、山鳥坂ダム建設事業の検証に係る検討にあ

たっては、検証要領細目に基づき、愛媛県、大洲

市、西予市、内子町を構成員とする検討の場を設

置し、相互の立場を理解しつつ、検討内容の認識

を深め検討を進めてきております。 

 

・ なお、山鳥坂ダム建設事業のこれまでの経緯も踏

まえ、出来るだけ速やかに対応方針（案）をとり

まとめたいと考えています。 
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表 6.3.3 (8) 寄せられたご意見の要旨と検討主体の考え方 

章 
ご意見を踏まえた論点 

（下段は、論点に対するご意見の例） 
検討主体の考え方 

3.1 山鳥坂ダム

建設事業の経緯 

【損失補償基準について】 

 

・ 水没地域では、賛否両論の声がある中で、平成 4

年に苦渋の選択であったが「ダム建設受け入れ」

を地域の総意と結論付けた。平成 21 年に地域の

総意の下、「山鳥坂ダム建設事業に伴う損失補償

基準」に合意しており、建設への足かせはなくな

っている。今後一日でも早く「山鳥坂ダム建設」

を再開してほしい。 

 

・ 損失補償基準に合意、妥結をし、ダム問題は解決

済みであった。しかし、新政権が発足し、突如と

してダム凍結が言われた。国は、国民と約束した

ことは、口頭であれ、文書であれ、契約行為であ

り一方的に契約解除したり、約束を反故にするこ

とはできないはずである。 

 

・ 山鳥坂ダム建設の基本協定締結は、ダム建設を前

提とした住民との重要な契約である。凍結という

事業変更は、基本協定を無視した無謀な行為であ

る。 

 

・ 工事用道路のためにすでに伐採された林木、樹

木、果樹、および土地使用の個人契約がまったく

無視されていることは問題である。 

 

・ 平成 21 年 7 月、補償の対象となる宅地・家屋に

ついて個人宛にそれぞれ補償金額が告知されて

いる。事業中止できるような状況、状態ではない。

 

・ 基本協定締結以降、建設を信じて移転地の購入、

家屋の購入、宅地の造成、墓地の購入、老人福祉

施設への入居など、生活再建への着手例は非常に

多い。金融機関からの負債も多額であり返済のめ

どが立たず、関係者の窮状は実に深刻である。 

 

・ 長年、ダム建設に伴い水没予定地権者との協議が

行われ、損失補償についても合意されている。愛

媛県では、県道の付替道路の整備に着手してお

り、地元の理解と協力のもと、これまで進められ

てきた計画を早く再開すべき。 

 

・ 長年苦労されてきた水没地域の方々への補償を

少しでも早く進め、整備が遅れている地区の一日

でも早い整備を行い、安心して生活ができる大洲

市となるよう、心から願っている。 

 

等

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 山鳥坂ダム建設事業の検証は、「今後の治水対策

のあり方に関する有識者会議」がとりまとめた

「中間とりまとめ」を踏まえて、国土交通大臣か

ら四国地方整備局に対して、ダム事業の検証に係

る検討を行うよう、指示されるとともに、検討の

手順や手法を定めた検証要領細目が通知され、こ

れらに基づき、予断を持たずに検討を行っていま

す。 

 

・ また、山鳥坂ダム建設事業の検証に係る検討にあ

たっては、検証要領細目に基づき、愛媛県、大洲

市、西予市、内子町を構成員とする検討の場を設

置し、相互の立場を理解しつつ、検討内容の認識

を深め検討を進めてきております。 

 

・ なお、山鳥坂ダム建設事業のこれまでの経緯も踏

まえ、出来るだけ速やかに対応方針（案）をとり

まとめたいと考えています。 
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表 6.3.3 (9) 寄せられたご意見の要旨と検討主体の考え方 

章 
ご意見を踏まえた論点 

（下段は、論点に対するご意見の例） 
検討主体の考え方 

【貯水容量について】 

 

・ アユなど生物のためにダムに水を貯めて満水状

態にすると、洪水時、治水に役立たたない。 

 

 

・ 山鳥坂ダムは、洪水調節及び流水の正常な機能の

維持を目的に計画されたダムです。 

 

・ 「3.2.4 貯水容量」にお示ししているとおり、流

水の正常な機能の維持及び自然な流れの回復の

ための河川環境容量9,200千m3とは別に洪水調節

のための容量として 14,000 千 m3を確保していま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 山鳥坂ダム

の目的等 

 

【環境に関する手続きについて】 

 

・ 環境影響評価において、肱川中下流域を調査の対

象範囲外としている。これは肱川の河口までを調

査対象とすれば、河川区間ごとの河床高や流下能

力の河道調査をしなければならず、山鳥坂ダムや

鹿野川ダムトンネル洪水吐は必要ないことが数

字の上でも明らかになるからだと思われる。ま

た、環境影響評価では地形・地質は排除されてお

り、河辺川流域は全体が地すべり危険箇所と言っ

てもよい。 

 

・ ダム建設に伴う環境への影響は、生物への多様性

の確保など環境アセスメントを行っており対策

ができている。 

 

・ 現計画案による環境への影響について、様々な調

査研究により保全できる時期にきており、ダム建

設後も持続的な観察によりダム建設前と変わら

ない環境を残すことが出来る。 

 

 

・ 山鳥坂ダム建設事業については、環境影響評価法

に基づく環境影響評価を実施しており、結果をと

りまとめました環境影響評価書をホームページ

（ http://www.skr.mlit.go.jp/yamatosa/kankyo

u/jyuran/index.html）で公表しています。 

 

・ なお、ダム下流河川の評価に当たっては、小田川

合流点前までの集水面積が山鳥坂ダムの集水面

積と比べ十分大きく、山鳥坂ダムの影響が十分緩

和されることから、調査地域として小田川合流点

前までとしています。また、地形・地質のうち土

地の安定性については、環境影響評価法に基づく

アセスの環境要素に該当していないことから評

価項目とはしていません。ただし、ダム事業の一

環として地質調査を実施しています。検証の結

果、山鳥坂ダム案が採用された場合は、引き続き、

地質調査を実施し、必要に応じて対策を講じるこ

ととしています。 
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表 6.3.3 (10) 寄せられたご意見の要旨と検討主体の考え方 

章 
ご意見を踏まえた論点 

（下段は、論点に対するご意見の例） 
検討主体の考え方 

4. 山鳥坂ダム検証に係る検討の内容 

【堆砂計画について】 

 

・ 山鳥坂ダムの堆砂容量170万トンは野村ダムの計

画比堆砂量を用いて決められており、広い宇和盆

地を流域に持つ野村ダムと両側から急峻な山が

迫る山鳥坂ダムの流域を同じと考えて良いのか。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ ダム貯水池の堆砂容量については、基本的に出来

るだけ類似地域における既設ダムの堆砂量から

推定することが望ましいとされています。また、

堆砂量に影響する因子としては、流域の気象特

性、地形・地質等があります。 

 

・ 山鳥坂ダムでは、近傍の類似地質ダムの実績デー

タを用いて堆砂容量を決定しています。 

 

・ なお、「4.1.2 堆砂計画」にお示ししているとお

り、今回の山鳥坂ダム建設事業の検証において堆

砂計画の点検を実施しており、現計画の堆砂容量

を越えないことを確認しています。 

 

4.1 検証対象ダ

ム事業等の点検 

 

【計画の前提となっているデータについて】 

 

・ ダム建設の根拠となっている雨量データでは、山

鳥坂ダムにおいて昭和 47 年 9 月洪水調節が過大

である。集水面積は野村ダム 168km2、山鳥坂ダム

64.7 km2であるにも拘らず、各ダムへの流入量は

665m3/秒、664m3/秒とほぼ同じである。集水面積

が倍以上に違っているのに流入量がなぜこのよ

うに同じであるのか。建設に向けてのデータにな

っているのか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 流入量は、流域面積のみで決まるものでなく、降

雨の時間分布や、地域分布等によって異なりま

す。 

 

・ なお、検証要領細目「第 4 再評価の視点」（1）

で規定されている「過去の洪水実績など計画の前

提となっているデータ等について詳細に点検を

行う。」に基づき、雨量データ及び流量データの

点検を実施しています。 

 

・ 山鳥坂ダム建設事業の検証では、昭和 47 年 9 月

洪水等の雨量データ及び流量データについても

点検しています。 

 

・ 雨量及び流量データの点検結果については、四国

地 方 整 備 局 の ホ ー ム ペ ー ジ （ http://www. 

skr.mlit.go.jp/kasen/kensyou_yamatosaka/dat

atenken/datatenken.html）で公表しています。
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表 6.3.3 (11) 寄せられたご意見の要旨と検討主体の考え方 

章 
ご意見を踏まえた論点 

（下段は、論点に対するご意見の例） 
検討主体の考え方 

4.2 洪水調節の

観点からの検討 

 

【複数の治水対策案の立案（山鳥坂ダムを含まない

案）について】 

 

・ 治水対策の原則は、川の水位を下げることだと思

う。堤防のかさ上げは、決壊した場合、水のエネ

ルギーをより大きくし被害が甚大になり現実的

でない。 

 

・ 浚渫、掘削というのは、土砂の再堆積、川の塩水

の可能性、生態系への影響、伏流水への影響があ

り現実的でない。 

 

・ 肱川では、50 年間川底の整備がなされておらず、

50 年溜まった土砂を除去すれば良く、費用はその

川砂を売却すれば良い。河道の整備（河原の清掃）

は 5 年に一度か 10 年に一度整備すれば流れはス

ムーズになる。 

 

・ 河道掘削案は、整備するまでにかなりの年月がか

かるのではないか。河床掘削には完了はなく、定

期的に何度も同じことをする必要があり、かえっ

て、河川環境にも影響を及ぼすのではないか。 

 

・ 鹿野川ダムの操作規則について、ダムの操作規則

におけるαを 0.419 から 0.465 にすれば、戦後最

大洪水 5,000 トンを無理なく調節でき、洪水の水

位を下げる掘削こそが肱川の治水上の弱点を克

服する対策である。 

 

・遊水地については、大きな投資を行い、手塩にか

けて育てた農作物が泥水にまみえてしまうとい

う事は耐え難いことであり現実的でない 

 

・ 肱川においては、矢落川合流点より下流の流下能

力が小さい事が最大の弱点であり、矢落川合流点

より下流河道の掘削と最下流部の河川整備をす

る事により流下能力が大きくなり、河川内の水位

を下げる事が出来る。同時に、長浜河口部の河道

掘削を一番にすべきである。 

 

 

 

 

 

・ 小田川においても大雨が降れば直ぐに増水し、晴

れが続くと水量がほとんどなくなる。これは、山

や流域の保水力が無くなっているためと思われ、

肱川に流れ込む流量のピークを下げるために流

域の保水力を高めることも計画に入れるべき。 

 

・ 棚田や畑などの耕作放棄地を保水の場に活用で

きるように、農地を耕作する運動を起こすととも

に、多くの針葉樹を広葉樹に少しずつ変えていく

必要がある。 

 

等

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 山鳥坂ダム建設事業の検証は、「今後の治水対策

のあり方に関する有識者会議」がとりまとめた

「中間とりまとめ」を踏まえて、国土交通大臣か

ら四国地方整備局に対して、ダム事業の検証に係

る検討を行うよう、指示されるとともに、検討の

手順や手法を定めた検証要領細目が通知され、こ

れらに基づき、予断を持たずに検討を行っていま

す。 

 

・ 山鳥坂ダムを含まない治水対策案の立案につい

ては、検証要領細目に示されている 26 方策を参

考にして、肱川の河道特性を踏まえ、堤防かさ上

げ、河道の掘削、遊水地、既設ダム操作ルールの

見直し等を幅広く組み合わせ 26 案を立案し、概

略評価を行い、8 案を抽出しています。なお、既

設ダム操作ルールの見直しにおいては、既設ダム

の容量に応じて最適な操作ルールを設定してい

ます。 

 

・ 河川整備計画においては、河道の疎通能力を最大

限発揮させるため、河道内に堆積した土砂の撤去

等適正な維持管理を行うとともに、河川環境の保

全に配慮しつつ必要に応じて樹木伐採等を行う

こととしています。操作ルールの見直しについて

も、下流の河川改修の整備状況等に対応してダム

の操作ルールを適宜見直すこととしています。 

 

・また、河口部等下流の掘削については、パブリッ

クコメントでのご意見を踏まえ、他の治水対策案

と組み合わせ治水対策案④’として新たに立案し

ています。 

 

・ 検証要領細目において、「立案した治水対策案を、

河川や流域の特性に応じ、以下の 1)～7)で示すよ

うな評価軸で評価する。(略)1)安全度(被害軽減

効果)(略)2)コスト(略)3)実現性(略)4)持続性

(略)5)柔軟性(略)6)地域社会への影響(略)7)環

境への影響」と規定されており、山鳥坂ダム建設

事業の検証においても、それぞれの評価軸で評価

を行っています。 

 

・ なお、「森林の保全」は主に森林土壌の働きによ

り雨水を地中に浸透させゆっくりと流出させる

という森林の涵養機能を保全することであり、

「水田等の保全」は、雨水を一時貯留したり、地

下に浸透させたりするという水田の機能を保全

することです。ご意見の「森林の保全」、「水田

等の保全」は、効果を定量的に見込むことが困難

であるものの河道・流域管理の観点から推進を図

る方策として、全ての案に組み合わせています。
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表 6.3.3 (12) 寄せられたご意見の要旨と検討主体の考え方 

章 
ご意見を踏まえた論点 

（下段は、論点に対するご意見の例） 
検討主体の考え方 

4.2 洪水調節の

観点からの検討 

 

【治水対策案の評価軸ごとの評価について】 

 

・ 全国でも有数の支流が多い肱川で、東大洲は全国

で一番洪水の危険が高い地域である。今年の夏の

九州北部豪雨で堤防の一部が決壊し堤防だけの

治水に限界を感じる。 

 

・ いまや記録的集中豪雨や巨大台風の可能性は現

実のものであり、集中豪雨も 1,000mm を超えるこ

とも不思議ではなく、このことはダムの能力を超

える気象環境であり、もはやダム建設の時代では

ない。 

 

・ ダムを造ることが、一番時間をかけず効果的であ

り安価である。 

 

・ 時間的な観点からみた実現性で、10 年後に完全な

効果・目標を達成する案はなく、20 年後に完全な

効果・目標を達成することが可能な案が山鳥坂ダ

ム案である。 

 

・ 治水対策案の評価軸ごとの評価の中で、ダム建設

を含む対策案についてコスト評価の考え方で、ダ

ム中止に伴って発生する費用等が発生しないと

あるが、少なくとも地域振興費用等何らかの費用

を計上すべきではないかと考える。 

 

・ 洪水調節を目的とした各対策案共に用地取得に

相当時間を要し、土地所有者との合意形成は容易

ではない。 

 

・ 維持管理の観点から言えば、輪中堤が費用はかか

らないようだが、用地取得等、土地所有者との調

整が必要である。 

 

・ 大洲喜多地域にとって、東大洲は経済の中心とな

る地区であり、ダム建設により水害のない安全な

土地となることにより、地元企業の拡大、企業の

誘致が推進され地域が活性されることを望む。 

 

・ ダムができるたびに肱川の水質は悪くなり、鮎の

住みにくい川になっている。流れは自然が一番で

あり、溜まり水を流すと生物に良くない。 

 

・ 環境への影響における評価ではダム建設が、河床

掘削や砂利採取よりも、生物の多様性の確保や、

流域の自然環境全体では、生息地・生育地の一部

復元や個体の移植により、河辺川流域全体の環境

への影響は低減されるとしている。豊かな自然を

守る会によると、絶滅危惧種のヤイロチョウ等は

生息不能となるのではないか。 

 

等

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 山鳥坂ダム建設事業の検証は、「今後の治水対策

のあり方に関する有識者会議」がとりまとめた

「中間とりまとめ」を踏まえて、国土交通大臣か

ら四国地方整備局に対して、ダム事業の検証に係

る検討を行うよう、指示されるとともに、検討の

手順や手法を定めた検証要領細目が通知され、こ

れらに基づき、予断を持たずに検討を行っていま

す。 

 

・ 検証要領細目において、「立案した治水対策案を、

河川や流域の特性に応じ、以下の 1)～7)で示すよ

うな評価軸で評価する。(略)1)安全度(被害軽減

効果)(略)2)コスト(略)3)実現性(略)4)持続性

(略)5)柔軟性(略)6)地域社会への影響(略)7)環

境への影響」と規定されており、山鳥坂ダム建設

事業の検証においても、それぞれの評価軸で評価

を行っています。 

 

・ 具体的には、評価軸「安全度」の「目標を上回る

洪水等が発生した場合にどのような状態となる

か」について評価を行っています。 

 

・ また、同有識者会議が「中間とりまとめ」に関し

て平成 22 年 7 月に意見募集等を行い、その結果

が「今後の治水対策のあり方について中間とりま

とめ（案）に関する意見募集等の結果について」

として同年 9月に公表されています。そこでは、

「評価軸「コスト」にいう、ダム中止に伴って発

生する費用として、どのようなものを見込むの

か」とのご意見に対し、「例えば、横坑閉塞や法

面保護といったダム中止後の安全確保、原形復

旧、工事の契約解除に必要な費用や特定多目的ダ

ム法に規定する利水者との精算に伴って発生す

る費用が考えられます。」との同有識者会議の考

え方が示されており、この考え方に沿って、横坑

閉塞に 3 億円程度必要と見込んでいます。 

 

・ 山鳥坂ダム建設事業については、環境影響評価法

に基づく環境影響評価を実施しており、結果をと

りまとめました環境影響評価書をホームページ

（ http://www.skr.mlit.go.jp/yamatosa/kankyo

u/jyuran/index.html）で公表しており、ご意見

の内容についても記載しています。 

 

・ 検証の結果、山鳥坂ダム案が採用された場合は、

環境影響評価書に記載されている環境保全措置

等の対応を実施して参ります。 
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表 6.3.3 (13) 寄せられたご意見の要旨と検討主体の考え方 

章 
ご意見を踏まえた論点 

（下段は、論点に対するご意見の例） 
検討主体の考え方 

【河川整備計画における流水の正常な機能の維持の

目標について】 

 

・ 山鳥坂ダムの建設・鹿野川ダムの改造により、渇

水期にも綺麗な水を流して”清流肱川”を復活し

てほしい。 

 

・ 子供たちが安心して遊べるよう、きれいな川であ

ってほしい。 

 

・ 水は溜めて自然へ還元していく。動植物の生命を

維持していくことこそが水の使命である。山鳥坂

ダムを造り、水を溜めて自然に還元していくシス

テムを構築していかなければならない。 

 

 

 

 

 

 

・ 肱川における流水の正常な機能の維持に関する

現状や課題に係る検討主体の認識は、「2.3.2 水

利用の現状と課題」にお示ししているとおりで

す。肱川においては、昭和 30 年代以降の平水時

の流量が減少しており、肱川流域内の自治体や住

民からも観光への影響を懸念する声をはじめ、昔

のような清流の復活を強く望む声がでています。

 

・ そのため、肱川水系河川整備計画では、肱川の清

流復活を目指し、河川水の利用の維持、動植物の

保護、流水の清潔の保持等、流水の正常な機能を

維持するために必要な流量を確保することとし

ています。 

 

・ 山鳥坂ダム建設事業の検証は、「今後の治水対策

のあり方に関する有識者会議」がとりまとめた

「中間とりまとめ」を踏まえて、国土交通大臣か

ら四国地方整備局に対して、ダム事業の検証に係

る検討を行うよう、指示されるとともに、検討の

手順や手法を定めた検証要領細目が通知され、こ

れらに基づき、予断を持たずに検討を行っていま

す。 

 

 

 

 

 

4.3 流水の正常

な機能の維持の

観点からの検討 

 

【流水の正常な機能の維持対策案の評価軸ごとの評

価について】 

 

・ 河道貯留施設案については、対象の菅田地区では

住民のほぼ全員が堤防を希望し、愛媛県・大洲市

もこの計画には反対している。いまさらここを貯

水池にすることの合意が得られる可能性はゼロ

である。 

 

・ 海水淡水化については 1 トン 205 円が必要であ

る。毎秒 1 トンの真水というのは人口 30 万の都

市の上水道の使用量に相当するものあり 30 万人

の飲み水を川に流すというような計画が実現す

る見込みはゼロである。 

 

・ 野村ダムのかさ上げ案については、300 戸ある明

間地区で 100 戸の移転が必要となる。愛媛県も整

備局も地域社会が崩壊すると反対しており、地元

明間地区で合意の得られる可能性はゼロである。

 

・ ダムに溜めた水の利用費用とダムに溜めた量に

匹敵する水を作るコストについて議論が少ない

ように思う。 

 

・ 今回の検証において、治水や流水の正常な機能の

維持について種々の案が検討され、およその費用

が示されたことは評価する。 

 

・ 今回の素案は、今まで以上に様々な角度から検討

され、環境やコストを始め水没地域住民とも合意

がなされていることは大変評価できる。 

 

 

 

 

 

・ 山鳥坂ダム建設事業の検証は、「今後の治水対策

のあり方に関する有識者会議」がとりまとめた

「中間とりまとめ」を踏まえて、国土交通大臣か

ら四国地方整備局に対して、ダム事業の検証に係

る検討を行うよう、指示されるとともに、検討の

手順や手法を定めた検証要領細目が通知され、こ

れらに基づき、予断を持たずに検討を行っていま

す。 

 

・ 検証要領細目において、「立案した流水の正常な

機能の維持対策案を、河川や流域の特性に応じ、

以下の 1)～6)で示すような評価軸で評価する。1)

目標(略)2)コスト(略)3)実現性(略)4)持続性

(略)5)地域社会への影響(略)6)環境への影響」と

規定されており、山鳥坂ダム建設事業の検証にお

いても、それぞれの評価軸で評価を行っていま

す。 

 

・ 具体的には、評価軸「コスト」の「完成までに要

する費用はどれくらいか」、「維持管理に要する

費用はどのくらいか」、評価軸「実現性」の「土

地所有者等の協力の見通しはどうか」、評価軸「地

域社会への影響」の「事業地及びその周辺への影

響はどの程度か」等についても評価を行っていま

す。 
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表 6.3.3 (14) 寄せられたご意見の要旨と検討主体の考え方 

章 
ご意見を踏まえた論点 

（下段は、論点に対するご意見の例） 
検討主体の考え方 

（前ページから

の続き） 

・ 提案されている各対策案は、法制度や技術的には

計画上可能かもしれないが、事業の実施にあたっ

ては地権者をはじめとする関係者の理解や協力

がなければ実現できない。 

 

・ 流水の正常な機能の維持に関する評価であるが、

ダム案以外の3案については地権者への説明や新

たな用地取得など、地域社会への影響が大きいこ

とから、実現性に乏しい。 

 

 

 

（前ページに記載） 

4.4目的別の総合

評価 

 

【目的別の総合評価（洪水調節）について】 

 

・ 山鳥坂ダム建設を含む治水対策が、コスト面、実

現性、安全度、持続性、柔軟性、地域社会への影

響、環境への影響の面でベストであり山鳥坂ダム

が東大洲地域の治水に役立つことは明らかであ

る。 

 

・ 支流についても、洪水流量を吐き出すために本流

の水位（水量）が下がることが最も重要で、山鳥

坂ダム案が最適であり、早期完成を望む。 

 

・ 今回の検証で、洪水調節に関し「山鳥坂ダム」の

有意性が確認されたことは喜ばしい。検証中にも

被害が起きていることを考えれば、早急な最終結

論を出す必要があると考える。 

 

・ 安全度やコスト、実現性等をみても結果は明らか

であり、ダムを中止して別の方策でまたゼロから

のスタートをすれば、また時間と金を費やし、肱

川流域の住民の安全な暮らしを遠ざける事にな

る。既存のダムの改造、山鳥坂ダムの建設、堤防

の建設やかさ上げ等の事業を早急に着手又は推

進し肱川の治水安全度を高めるべき。 

 

・ 「時間的観点から見た実現性」として、20 年後と

いう長いスパンで見た時に、他案に比べ最も効果

を発揮しているのが山鳥坂ダムであるという評

価がなされている。いつ洪水水害が起こるか心配

している中で、これ以上事業の凍結は許されな

い。一刻も早い山鳥坂ダムの建設をお願いする。

 

・ 菅田地区は、長年にわたって水害に悩まされてき

ており、最も効果が早く発現できる山鳥坂ダム建

設を早期に進めてほしい。 

 

・ 現在、全国的に異常気象による大雨等による被害

が増えている。今回の検証において、ダム案が最

も有利となったことは、当然だと思う。 

等

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 山鳥坂ダム建設事業の検証は、「今後の治水対策

のあり方に関する有識者会議」がとりまとめた

「中間とりまとめ」を踏まえて、国土交通大臣か

ら四国地方整備局に対して、ダム事業の検証に係

る検討を行うよう、指示されるとともに、検討の

手順や手法を定めた検証要領細目が通知され、こ

れらに基づき、予断を持たずに検討を行っていま

す。 

 

・ 検証要領細目において、「評価軸についてそれぞ

れ的確な評価を行った上で、財政的、時間的な観

点を加味して以下のような考え方で目的別の総

合評価を行う。1)一定の「安全度」を確保（河川

整備計画における目標と同程度）することを基本

として、「コスト」を最も重視する。なお、「コ

スト」は完成までに要する費用のみでなく、維持

管理に要する費用等も評価する。2)また、一定期

間内に効果を発現するか、など時間的な観点から

見た実現性を確認する。3)最終的には、環境や地

域への影響を含めて(略)全ての評価軸により、総

合的に評価する。(以下略)」と規定されており、

これに基づき目的別の総合評価を行っています。

 

・具体的には、1)「コスト」、2)「時間的な観点か

ら見た実現性」において最も有利な案は「山鳥坂

ダム案」であり、「持続性」、「柔軟性」、「地

域社会への影響」、「環境への影響」への評価軸

については、1)、2)を覆すほどの要素はないと考

えられるため、洪水調節において最も有利な案は

「山鳥坂ダム案」としています。 

 

・ なお、山鳥坂ダム建設事業のこれまでの経緯も踏

まえ、出来るだけ速やかに対応方針（案）をとり

まとめたいと考えています。 
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表 6.3.3 (15) 寄せられたご意見の要旨と検討主体の考え方 

章 
ご意見を踏まえた論点 

（下段は、論点に対するご意見の例） 
検討主体の考え方 

4.4 目的別の総

合評価 

 

【目的別の総合評価（流水の正常な機能の維持）に

ついて】 

 

・ 流水の正常な機能の維持対策については、山鳥坂

ダム案しかなく、代替案の可能性はゼロである。

検証素案において、山鳥坂ダム案が最も有利とい

う結果は、住民の総意で当然の結果である。 

 

・ 経済的にもダムが安価であるという結果が出て

いるという事であれば早期に推進するべき。 

 

・ 流水の正常な機能の維持について、ダム案以外の

3 つの対策案は建設コスト、維持管理費用、地域

住民との合意形成、社会的影響等 6 つの評価軸に

おいて、それぞれ何らかの課題がある。総合的に

判断すれば最も現実的且つ効率的であるのはダ

ム建設である。 

 

等

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 山鳥坂ダム建設事業の検証は、「今後の治水対策

のあり方に関する有識者会議」がとりまとめた

「中間とりまとめ」を踏まえて、国土交通大臣か

ら四国地方整備局に対して、ダム事業の検証に係

る検討を行うよう、指示されるとともに、検討の

手順や手法を定めた検証要領細目が通知され、こ

れらに基づき、予断を持たずに検討を行っていま

す。 

 

・ 検証要領細目において、「評価軸についてそれぞ

れ的確な評価を行った上で、財政的、時間的な観

点を加味して以下のような考え方で目的別の総

合評価を行う。1)一定の「安全度」を確保（河川

整備計画における目標と同程度）することを基本

として、「コスト」を最も重視する。なお、「コ

スト」は完成までに要する費用のみでなく、維持

管理に要する費用等も評価する。2)また、一定期

間内に効果を発現するか、など時間的な観点から

見た実現性を確認する。3)最終的には、環境や地

域への影響を含めて(略)全ての評価軸により、総

合的に評価する。(以下略)」と規定されており、

これに基づき目的別の総合評価を行っています。

 

・ 具体的には、「コスト」において最も有利な案は

「山鳥坂ダム案」である。「時間的な観点から見

た実現性」として、20 年後に「目標」を達成する

ことが可能と想定される案は全ての案である。

「持続性」、「地域社会への影響」、「環境への

影響」への評価軸については、「コスト」の評価

を覆すほどの要素はないと考えられるため、「コ

スト」を最も重視することとし、流水の正常な機

能の維持において最も有利な案は「山鳥坂ダム

案」としています。 

 

・ なお、山鳥坂ダム建設事業のこれまでの経緯も踏

まえ、出来るだけ速やかに対応方針（案）をとり

まとめたいと考えています。 

 

 



6. 関係者の意見等 

6-61 

表 6.3.3 (16) 寄せられたご意見の要旨と検討主体の考え方 

章 
ご意見を踏まえた論点 

（下段は、論点に対するご意見の例） 
検討主体の考え方 

4.5 検証対象ダ

ムの総合的な評

価 

 

【検証対象ダムの総合的な評価について】 

 

・ 検証は民主党の政権の下、「コンクリートから人

へ」や、「ダムに頼らない治水」など、現政権の

意向を十分に受け予断をもたずに検証されたは

ずであり、この検証の結果は妥当なものある。 

 

・ ダム凍結以降 3年が経過したが、その間、民主党

県連の検証委員会が設置され、そこでもダム不要

と評価された経緯がある。しかしながら、このた

びの検討の場でダム案が有利の結果を受けて、民

主党県連検証委員会のメンバーも一定の評価を

されたとのことで、この 3 年間でダムは必要とす

る結論に至ったと思う。 

 

・ 水は人間にとって最も大切なもののひとつであ

り、文明が発達すればするほど、一人当たりの水

の需要も増加する。山鳥坂ダム建設で大切な水を

確保し、肱川の正常流量を守り、なおかつ洪水調

節を図ることが大切である。 

 

・ 大洲市民は、大多数が河川整備計画を支持してお

り２度の市長選で確認済み。また、愛媛県も素案

を支持している。肱川流域が地方拠点として発展

し、地方の時代と言えるよう山鳥坂ダムを含めた

治水事業ができるだけ早く進むことを祈念する。

 

・ 目的別の総合評価の結果、全ての評価結果が一致

して「山鳥坂ダム案」が最も有利となったとある

が、これは当たり前の結果であると思う。検証に

よる遅れを早く取り戻すべき。 

 

・ 将来子供たちが、より安全で安心して生活できる

ようにするため、今回、提示された案(山鳥坂ダ

ム建設)に対し賛同する。 

 

・ 近年の洪水多発と渇水を繰り返す肱川、今後の異

常気象も考え、治水・流水を正常に保たれる山鳥

坂ダム案が最も有利なら一日も早く事業を再開

し、安全・安心できる肱川を作ってほしい。 

 

・ 検証対象ダムの総合評価で、最も有利な案は山鳥

坂ダム案ということで、これまでの経緯や実現

性、効果発現の時期、コスト等においても現行の

山鳥坂ダム案が最も有利な案とされており、妥当

な案と考えている。 

 

・ 治水、流水の正常な機能の維持についても、山鳥

坂ダム案が有利という案になっているが、妥当な

結果だと思う。流域住民総意の河川整備計画を着

実に早期に進めることが、流域の安心、安全を守

ることだと思う。 

 

・ 一部の報道ではダム反対者の声が住民の総意の

ように報道されるが、洪水被害にあった住民に対

して救済活動は誰もしない。山鳥坂ダムが評価さ

れ有益とされたことは、当然のことである。 

 

等

 

 

 

 

 

 

 

・ 山鳥坂ダム建設事業の検証は、「今後の治水対策

のあり方に関する有識者会議」がとりまとめた

「中間とりまとめ」を踏まえて、国土交通大臣か

ら四国地方整備局に対して、ダム事業の検証に係

る検討を行うよう、指示されるとともに、検討の

手順や手法を定めた検証要領細目が通知され、こ

れらに基づき、予断を持たずに検討を行っていま

す。 

 

・ 検証対象ダムの総合的な評価については、検証要

領細目において、「目的別の総合評価を行った後、

各目的別の検討を踏まえて、検証の対象とするダ

ム事業に関する総合的な評価を行う。目的別の総

合評価の結果が全ての目的で一致しない場合は、

各目的それぞれの評価結果やそれぞれの評価結

果が他の目的に与える影響の有無、程度等につい

て、検証対象ダムや流域の実情等に応じて総合的

に勘案して評価する。検討主体は、総合的な評価

を行った結果とともに、その結果に至った理由等

を明示する。」と規定されています。 

 

・ 山鳥坂ダム建設事業の検証における総合的な評

価については、治水（洪水調節）、流水の正常な

機能の維持について目的別の総合評価を行った

結果、最も有利な案は｢山鳥坂ダム案｣となり、全

ての目的別の総合評価の結果が一致したことに

より、総合的な評価において、最も有利な案は、

｢山鳥坂ダム案｣としています。 

 

・ なお、山鳥坂ダム建設事業のこれまでの経緯も踏

まえ、出来るだけ速やかに対応方針(案)をとりま

とめたいと考えています。 
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表 6.3.3 (17) 寄せられたご意見の要旨と検討主体の考え方 

章 
ご意見を踏まえた論点 

（下段は、論点に対するご意見の例） 
検討主体の考え方 

4.5 検証対象ダ

ムの総合的な評

価 

 

【その他の意見について】 

 

・ 山鳥坂ダムは地元（水没地域）の同意も得られて

いるのだから、実現は確実で、1日も早く着工し、

完成させるべき。 

 

・ 水質がとても悪くなっている。これ以上ダムは造

らないで欲しい。 

 

・ 現在の肱川は、水量が少なく水郷とはいえない状

態になっているため、山鳥坂ダムを建設し、上流

に人家、家畜などが少なくきれいな河辺川から正

常な流量を肱川に流すべき。 

 

・ 40 年以上も前の南予水資源開発である「肱川から

中予へ日量約 50 万トン」という途方もない分水

計画が発端となっている分水ダム建設をいつま

でも引きずっている。本当に肱川のための川の管

理を考えるべきである。 

 

・ 今更ながら早期に、結論・実施の方向を位置づけ

一歩を踏み出さなければ、時間だけを費やし、治

水対策の遅れを一層余儀なくしている。過去のダ

ム調査等も鑑み、現在の行政の知恵と技術を駆使

した、環境等の配慮に満ちたダムの実現を期待し

熱望する。 

 

・ 山鳥坂ダム建設と河辺村・肱川町(当時)の住民が

利用する道路、集会所、簡易水道は全てセットで

改善されるといった構想から、生活環境の改善に

はダム建設が必要であるとの結論になっている。

まさに行政による差別の助長である。 

 

・ 現在改造が進められている鹿野川ダムや、既存の

野村ダムの機能を最大限発揮させるためにも、山

鳥坂ダム建設を望む。ダムのもつ洪水調節効果で

治水対策を満足のいく安全レベルにまで引き上

げてくれることに期待する。 

 

・ 肱川流域の住民が合意し、整備が進められていた

ダム建設もこの3年間は凍結されたままになって

いる。水没予定地権者はもとより、洪水被害に悩

まされている大洲市民の安心・安全のためにも一

日でも早い事業再開を望んでいる。 

 

・ 山鳥坂ダムを早く作り、将来子供たちが安心して

生活できる地域にしてほしい。今の状態では西大

洲は浸水するため、とても不安である。 

 

・ 水防団での活動で、「あと少しで床上浸水・床下

浸水が防げた。」という現場に直面していると、

少しでも水位が下がるならダムは必要だと思う。

 

・ 生活の場所として、働ける場所として肱川流域で

地域住民が安心・安全で快適な暮らしができるよ

うに、山鳥坂ダム建設を含めた治水対策と利水対

策がなされるように要望する。 

 

・ 自然エネルギーの活用による電力の確保が求め

られており、山鳥坂ダムに小規模の水力発電施設

を組み込み、市民のニーズである安全安心な生活

の確保に努めるべき。 

 

等

 

 

・ 山鳥坂ダム建設事業の検証は、「今後の治水対策

のあり方に関する有識者会議」がとりまとめた

「中間とりまとめ」を踏まえて、国土交通大臣か

ら四国地方整備局に対して、ダム事業の検証に係

る検討を行うよう、指示されるとともに、検討の

手順や手法を定めた検証要領細目が通知され、こ

れらに基づき、予断を持たずに検討を行っていま

す。 

 

・ なお、山鳥坂ダム建設事業のこれまでの経緯も踏

まえ、出来るだけ速やかに対応方針（案）をとり

まとめたいと考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 検証の結果、山鳥坂ダム案が採用された場合は、

自らの施設への電力供給のために管理用発電の

検討を行います。 
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6.3.3 関係地方公共団体の長からの意見聴取 
「報告書（原案）案」に対する関係地方公共団体の長からの意見聴取を実施した。頂いた意見

を以下に示す。 

 

【愛媛県知事】 

「山鳥坂ダム建設事業については継続することが妥当である」とした「山鳥坂ダム建設事業の

検証に係る検討報告書（原案）案」については、異議ありません。 

［付記意見］ 

1．水没地域の住民は 30 年間にわたりダム事業に翻弄され、事業凍結後は、先の見えない不安

な暮らしを強いられていることから、国土交通省においては、速やかに検証を終了し、水没

地域住民の生活再建と地域振興に早期に着手すること。 

2．肱川流域の住民の悲願である「肱川の安全安心の確保、清流の復活」を一日も早く実現す

るため、予算の確保を図るとともに、事業の執行にあたっては、工期短縮とコスト縮減に努

めること。 

 

6.3.4 事業評価監視委員会からの意見聴取 
「事業評価監視委員会」からの意見聴取を実施し、その結果等について記述する予定。 

 

 




